
                           告 示 第３６２号 

                           令和７年３月２８日 

 

                           鹿児島市長 下 鶴 隆 央 

 

 

森林経営管理法に規定する経営管理権集積計画について（公告） 

 

 下記森林について、森林経営管理法（平成３０年法律第３５号）第４条第１項の規定により

経営管理権集積計画を定めたため、同法第７条第１項の規定により公告します。 

 なお、定めた経営管理権集積計画については、下記の場所において縦覧に供します。 

 

 

                    記 

 

１ 経営管理権集積計画の対象森林 

  鹿Ｒ６集－松１から鹿Ｒ６集－松２１まで（詳細は別紙のとおり） 

 

２ 縦覧場所 

 (1) 鹿児島市上谷口町２８８３番地 

   鹿児島市産業局農林水産部農政総務課松元農林事務所（松元支所２階） 

 (2) 鹿児島市山下町１１番１号 

   鹿児島市産業局農林水産部生産流通課（みなと大通り別館５階） 

 (3) 本市のホームページ（http://www.city.kagoshima.lg.jp） 

 

３ その他 

  本公告により、本市に経営管理権が、森林所有者に経営管理受益権がそれぞれ設定される。 



（別紙）

　経営管理権集積計画の対象森林一覧

始期 終期

鹿児島市春山町 3066番地1 原野 1ｱ007 0.08 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市春山町 3066番地2 田 1ｱ008 0.10 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市春山町 3077番地 田 1ｱ021 0.07 公告の日 2034年3月31日

鹿R６集－松２ 鹿児島市春山町 3076番地1 田 1ｱ019 0.08 公告の日 2034年3月31日

鹿R６集－松３ 鹿児島市春山町 3078番地1 山林 1ｱ022ｱ 0.37 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市春山町 3012番地18 山林 4ｲ004 0.73 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市春山町 3012番地4 山林 4ｴ001ｱ 0.23 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市春山町 3016番地4 山林 4ｲ008ｱ 0.13 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6395番地1 田 6ｴ022 0.03 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6398番地2 畑 6ｴ026 0.09 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6398番地3 山林 6ｴ027 0.03 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6574番地2 山林 6ｵ001ｲ 0.21 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6574番地2 山林 6ｵ001ｳ 0.11 公告の日 2034年3月31日

鹿R６集－松６ 鹿児島市春山町 3012番地6 山林 4ｴ002 2.27 公告の日 2034年3月31日

鹿R６集－松７ 鹿児島市平田町 6644番地 山林 5ｲ002 0.09 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6645番地1 山林 5ｲ003ｲ 0.70 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6645番地2 山林 5ｲ004 0.44 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6647番地 山林 5ｲ006ｱ 0.25 公告の日 2034年3月31日

鹿R６集－松９ 鹿児島市平田町 6651番地1 山林 5ｵ001ｱ 0.21 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6692番地2 山林 5ｵ016ｱ 0.37 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6723番地1 山林 5ｷ001 0.04 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6725番地7 原野 5ｷ007 0.01 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6797番地1 山林 5ｻ009ｱ 0.13 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6797番地1 山林 5ｻ009ｳ 0.24 公告の日 2034年3月31日

鹿R６集－松１２ 鹿児島市平田町 6787番地5 山林 5ｼ014 0.12 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6790番地 田 5ｼ018 0.14 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6825番地 山林 6ｹ003 0.21 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6981番地 山林 6ｱ026 0.08 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6985番地 山林 6ｱ028 0.22 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6970番地 山林 6ｻ001 0.07 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6993番地 山林 6ｻ005 0.18 公告の日 2034年3月31日

鹿R６集－松１５ 鹿児島市平田町 6997番地 山林 6ｱ030 0.15 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6848番地 山林 6ｲ003 0.05 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6855番地 山林 6ｲ012 0.07 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6905番地 山林 6ｲ034 0.05 公告の日 2034年3月31日

鹿R６集－松１７ 鹿児島市平田町 6576番地2 山林 6ｵ005ｱ 0.09 公告の日 2034年3月31日

鹿R６集－松１８ 鹿児島市平田町 6566番地3 山林 6ｶ004 0.05 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6619番地3 山林 6ｸ005ｱ 0.19 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6619番地3 山林 6ｸ005ｲ 0.13 公告の日 2034年3月31日

備考整理番号 所在・地番 地目
林班・
小班

面積
(ha)

経営管理権の存続期間

鹿R６集－松１

鹿R６集－松４

鹿R６集－松５

鹿R６集－松８

鹿R６集－松１０

鹿R６集－松１１

鹿R６集－松１３

鹿R６集－松１４

鹿R６集－松１６

鹿R６集－松１９



鹿児島市春山町 3013番地25 山林 4ｴ021 0.08 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市春山町 3013番地45 山林 4ｴ023 0.01 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市春山町 3013番地24 山林 4ｵ008 0.10 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6751番地1 田 5ｹ008 0.03 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6755番地 田 5ｹ014 0.12 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6633番地1 田 5ｼ003 0.01 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6780番地1 山林 5ｼ005 0.07 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6781番地1 原野 5ｼ007 0.04 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6781番地2 山林 5ｼ008 0.10 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6817番地 山林 5ｼ030 0.05 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6619番地7 山林 6ｸ007 0.49 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6619番地10 山林 6ｸ009 0.04 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市平田町 6636番地1 畑 6ｸ016 0.03 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市春山町 3082番地5 原野 1ｳ007 0.08 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市春山町 3082番地6 畑 1ｳ008 0.06 公告の日 2034年3月31日

鹿児島市春山町 3082番地16 山林 1ｳ012ｱ 0.38 公告の日 2034年3月31日

鹿R６集－松２1

鹿R６集－松２０



　 １ 　 個別事項

（ 名称） 鹿児島市長　 下鶴　 隆央 （ 所在地） 鹿児島市山下町１ １ 番１ 号

（ 氏名又は名称） （ 住所又は所在地）

こ の計画に同意する 。

権利の設定を受ける 市町村（ 乙） 住　 　 　 所（ 同上） 印

権利を設定する 森林の森林所有者（ 甲） 住　 　 　 所（ 同上）

鹿児島市長　 下鶴　 隆央

10

9

8

7

6

5

4

0. 07 ス ギ 503 春山町 3077 1 ｱ021 田

0. 1 ス ギ 18 同上 同上

同上 同上

1 春山町 3066-1 1 ｱ007 原野

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理番
号

鹿R6集-松1
経営管理権の設定を 受ける 市町村（ 乙）

経営管理権を 設定する 森林の森林所有者（ 甲）

乙が経営管理権の設定を受ける 森林（ Ａ ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（ 終期）
（ Ｂ ）

経営管理
権に基づ
いて行わ
れる 経営
管理の内
容（ Ｃ ）

木材の販
売によ る
収益から
伐採等に
要する 経
費を控除
し てなお
利益があ
る 場合に
おいて甲
に支払わ
れる べき

金銭
（ Ｄ ） の
額の算定

方法

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

乙が甲に
Ｄ を支払
う べき 時
期、 相手
方及び方

法

経営管理権を設定する 森林の甲以外の権原者（ Ｅ ）

備考

2

番号 所　 在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

春山町 3066-2 1 ｱ008 田

0. 08 ヒ ノ キ 45
公告の日か

ら
2034. 3. 31

別添2

参照

別添1

参照

別添3

参照
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２ 　 共通事項

こ の経営管理権集積計画の定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権及び経営管理受益権は、 １ の個別事項に定める も ののほか、 次に定める と こ ろによ る 。

（ １ ） 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容

　 乙は、 １ の個別事項に記載さ れた森林（ 以下「 当該森林」 と いう 。 ） の経営管理のため、 １ の個別事項に定める と こ ろによ り 立木の伐採及び木材の販売、 造林並びに保育（ 以下「 伐採等」 と いう 。 ） を実施し 、 木材の

販売によ る 収益（ 以下「 販売収益」 と いう 。 ） を収受する と と も に、 販売収益から 伐採等に要する 経費（ 各経費に関し て補助金がある 場合は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合

は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合にその一部を甲に支払う 事業を実施する こ と

（ ２ ） 受託者の義務

　 ①　 経営管理実施権配分計画が定めら れない場合には、 乙は、 自己の財産に対する のと 同一の注意義務をも って経営管理を行う 義務を負う 。

　 ②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合には、 経営管理実施権配分計画によ り 経営管理実施権の設定を受ける 者（ 以下「 経営管理実施権者」 と いう 。 ） は甲に善管注意義務を負い、 甲は、 当該経営管理実施権配

　 　 分計画の定める 事項について、 経営管理実施権者に対し て義務の履行を求める こ と ができ る 。 ま た、 乙はこ の経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定さ れた報告徴収の権限の範囲内において、 経

　 　 営管理実施権者に対する 監督責任のみを負う 。

　 　

（ ３ ） 経営管理権の対象と する 森林

　 当該森林にある 立木竹は、 甲に帰属する 。

（ ４ ） 経営管理権及び経営管理受益権の設定

　 こ の経営管理権集積計画の公告によ り 、 乙に経営管理権が、 甲に経営管理受益権（ 金銭の支払を受ける 権利） が、 それぞれ設定さ れる 。

　 乙に設定さ れた経営管理権は、 こ の公告の後において当該森林の森林所有者と なった者（ 国その他の森林経営管理法施行規則に定めら れた者を除く 。 ） に対し ても 、 その効力がある も のと する 。

（ ５ ） 租税公課の負担

　 甲は、 経営管理権が設定さ れた森林に対する 固定資産税その他の租税を負担する 。

（ ６ ） 経営管理権の設定等の条件

①　 乙は、 甲が次のいずれかに該当する 場合には、 こ の経営管理権集積計画のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

　 ア　 甲が偽り その他不正な手段によ り 乙に経営管理権集積計画を定めさ せたこ と が判明し た場合

　 イ 　 甲が当該森林に係る 権原を有し なく なった場合

②　 乙は、 災害その他の事由によ り 当該森林において（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が著し く 困難と なったと き は、 気象災等によ り 被害が発生し て( ９ ） 、 ( 10) によ り 復旧を行う 場合を除き 、 こ の経営管理権集積計画

　 のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

③　 甲は、 １ の個別事項に定める 経営管理権の存続期間の中途において解約し よ う と する 場合は、 乙の同意を得る も のと する 。

④　 甲及び乙は、 こ の経営管理権集積計画に定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権に関する 事項は変更し ないも のと する 。

（ ７ ） 森林への立入り 及び施設の利用等

①　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) 、 （ 15） に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林に随時立ち入り 、 若し く は乙以外の者を立ち入ら せ、 又は当該森林に設定さ れた路網その他の施設を使用し 、 若し く は乙以外の者

　 に使用さ せる こ と ができ る 。

②　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し 、 又は乙以外の者に設置さ せる こ と ができ る 。 こ の場合において、 乙は、 当該設置さ れた施設の維持

　 管理を行う も のと する 。

（ ８ ） 甲への通知

　 当該森林について販売収益が生じ た場合、 経営管理実施権が設定さ れないと き には乙が（ 経営管理実施権が設定さ れる と き には経営管理実施権者が） 甲に対し て販売収益、 伐採等に要し た経費等に係る 明細書を通知す

る も のと する 。

（ ９ ） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れなかった場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 乙が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 乙の協議によ り 定める 。

②　 乙は、 乙の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と ができ る こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は乙がこ れを行う も のと する 。

③　 乙が②によ り 森林保険を付保し た場合であって、 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある と き には、 甲は当該保険金の請求及び受領を乙に委任する も のと し 、 乙が当該保険金を復旧

　 の用に供する ため、 甲は当該保険金全額を乙に帰属さ せる も のと する 。
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（ 10） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れた場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 経営管理実施権者が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 経営管理実施権者の協議によ り 定める 。

②　 経営管理実施権者は、 経営管理実施権者の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は経営管理実施

　 　 権者がこ れを行う も のと する 。

③　 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある 場合、 甲は当該保険金の請求及び受領を経営管理実施権者に委任する も のと し 、 経営管理実施権者が当該保険金を復旧の用に供する ため、 甲

　 　 は当該保険金全額を経営管理実施権者に帰属さ せる も のと する 。

（ 11） 災害等によ る 経営又は管理の不実施

　 次に掲げる 場合において、 （ １ ） に掲げる 事項を実施する 予定の森林について（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が不可能又は不適当になったと き は、 乙は、 当該事項の一部又は全部を実施し ないこ と ができ る 。

①　 災害その他の原因によ り 当該森林の全部又は一部が損壊し たと き

②　 路網の損壊等によ り 当該森林への到達が困難と なったと き

③　 当該森林の土地が公用、 公共用又は公益事業の用に供さ れる と き

（ 12） 損害の賠償

①　 乙は、 乙の責めに帰すべき 事由によ って甲に不利益を生じ さ せたと き には、 その不利益に相当する 額を支払う も のと する 。

②　 乙の責めに帰すこ と のでき ない事由によ って甲に不利益が生じ たと き は、 乙は損害賠償責任を負わない。

（ 13） 経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における 清算の方法

経営管理権の存続期間の満了し た場合において、 甲と 乙と の間で金銭の支払は生じ ないと と も に、 立木の所有権は甲に帰属する も のと する 。

（ 14） 甲の通知及び届出

①　 甲は、 当該森林について、 第三者に権利を移転若し く は設定する 場合には、 あら かじ め乙にその旨を通知し なければなら ない。

②　 甲及び甲の相続人又は受遺者は、 当該森林について権利の喪失があった場合、 甲が住所又は名称を変更し た場合、 甲が死亡し た場合その他当該経営管理権集積計画を変更する 必要がある 場合は遅滞なく 乙に申し 出る

も のと する 。

（ 15） 経営管理実施権配分計画の作成

①　 乙は、 甲から 経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこ の経営管理権集積計画の内容に適合する 限り において、 甲の同意を要さ ずに、 経営管理実施権配分計画を作成し 、 乙が選定し た民間事業者に当

　 該森林の経営管理実施権を、 甲及び乙に経営管理受益権を設定する こ と ができ る 。

②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合、 経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する 義務を負い、 甲は経営管理実施権者に義務履行を求める こ と ができ る 。 なお、 乙は、 経営管理実施権者に対し て当該森

　 林の経営管理の状況等について年１ 回の報告を徴収する 義務のみを負う 。

③　 甲が経営管理実施権配分計画によ り 設定さ れた経営管理受益権に基づき 経営管理実施権者から 支払を受けたと き は、 当該支払を受けた額の限度で、 当該経営管理受益権に係る 森林に関する 経営管理権集積計画によ り

　 設定さ れた経営管理受益権に基づき 乙から 支払を受けたも のと みなす。

（ 16） その他

　 こ の経営管理権集積計画に定めのない事項及びこ の経営管理権集積計画に疑義が生じ たと き は、 甲、 乙が協議し て定める 。
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（ 経営管理実施権が設定さ れる 場合）

別添１ 　 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容（ Ｃ ）

別添２ 　 木材の販売によ る 収益から 伐採等に要する 経費を控除し てなお利益がある 場合において甲に支払われる べき 金銭（ Ｄ ） の額の算定方法

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
○　 経営管理実施権者が利用間伐、 木材の販売、 森林の保護等の全部又は一部を実施する も のと し 、 その方法は経営管理実施権を設定する 前に乙及び経営管理実施権者で協議し て決める も のと する 。
○　 経営管理実施権者は利用間伐の実施に当たって、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 経営管理実施権者は火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
○　 乙は、 存続期間中に間伐等を１ 回実施する も のと する 。 なお、 実施にあたっては、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 乙は、 火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う 。

　 ＜時期・ 相手方及び方法＞

　 　 ○　 乙から 甲に対し て金銭の支払は行わない。

別添３ 　 甲にＤ を支払う べき 時期、 相手方及び方法

（ 経営管理実施権が設定さ れない場合）

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 利用間伐について甲に支払われる べき 金銭の額は、 木材の販売によ る 収益の額から 利用間伐に係る 経費及び木材の販売に係る 経費と し て乙が算定し た額を控除し た額と する 。

（ ２ ． 木材の販売収益の額の算定方法）
○　 利用間伐に係る 木材の販売収益については、 実際に木材を販売し て得ら れた収益の額と する 。

（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法）
○　 乙が算定する 利用間伐に係る 経費については、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た経費の見積額に記載し た木材生産単価に実際の木材生産量を掛けて算出し た額と 実際に運材
に要し た経費の合計と する 。
○　 乙が算定する 利用間伐が実施さ れた場合における 木材の販売に係る 経費については、 実際に木材の販売に要し た経費の額と する 。
〇　 乙が算定する 森林保険の保険料については、 森林保険を付保する 期間に必要な保険料の合計と し て、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た見積額と する 。

（ ４ ． 留意事項）
○　 経営管理実施権者が経営管理を行う ために要し た経費の実費が上記（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法） によ り 算定さ れた経費の額を上回る 場合については、 その差額は経営管理実施権者が負担する も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 経営管理権に基づき 乙が実施する 間伐の結果生じ た木材の販売によ る 収益は乙のも のと する 。

（ ２ ． 留意事項）
○　 乙が経営管理を行う ために要し た経費は乙が負担する も のと する 。

　 ＜時期＞

　 　 ○　 経営管理実施権者から 甲に対する Ｄ の支払については、 伐採後、 木材の販売収入額が確定後速やかに行う も のと する 。

　 ＜相手方及び方法＞

　 　 ○　 次の支払先に支払う も のと する 。

　 　 　 　 （ 支払先） 　 甲の指定する 口座

4/4



　 １ 　 個別事項

（ 名称） 鹿児島市長　 下鶴　 隆央 （ 所在地） 鹿児島市山下町１ １ 番１ 号

（ 氏名又は名称） （ 住所又は所在地）

こ の計画に同意する 。

権利の設定を受ける 市町村（ 乙） 住　 　 　 所（ 同上） 印

権利を設定する 森林の森林所有者（ 甲） 住　 　 　 所（ 同上）

鹿児島市長　 下鶴　 隆央

10

9

8

7

6

5

4

3

1 春山町 3076-1 1 ｱ019 田

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理番
号

鹿R6集-松2
経営管理権の設定を 受ける 市町村（ 乙）

経営管理権を 設定する 森林の森林所有者（ 甲）

乙が経営管理権の設定を受ける 森林（ Ａ ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（ 終期）
（ Ｂ ）

経営管理
権に基づ
いて行わ
れる 経営
管理の内
容（ Ｃ ）

木材の販
売によ る
収益から
伐採等に
要する 経
費を控除
し てなお
利益があ
る 場合に
おいて甲
に支払わ
れる べき

金銭
（ Ｄ ） の
額の算定

方法

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

乙が甲に
Ｄ を支払
う べき 時
期、 相手
方及び方

法

経営管理権を設定する 森林の甲以外の権原者（ Ｅ ）

備考

2

番号 所　 在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

0. 08 ス ギ 35
公告の日か

ら
2034. 3. 31

別添2

参照

別添1

参照

別添3

参照
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２ 　 共通事項

こ の経営管理権集積計画の定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権及び経営管理受益権は、 １ の個別事項に定める も ののほか、 次に定める と こ ろによ る 。

（ １ ） 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容

　 乙は、 １ の個別事項に記載さ れた森林（ 以下「 当該森林」 と いう 。 ） の経営管理のため、 １ の個別事項に定める と こ ろによ り 立木の伐採及び木材の販売、 造林並びに保育（ 以下「 伐採等」 と いう 。 ） を実施し 、 木材の

販売によ る 収益（ 以下「 販売収益」 と いう 。 ） を収受する と と も に、 販売収益から 伐採等に要する 経費（ 各経費に関し て補助金がある 場合は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合

は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合にその一部を甲に支払う 事業を実施する こ と

（ ２ ） 受託者の義務

　 ①　 経営管理実施権配分計画が定めら れない場合には、 乙は、 自己の財産に対する のと 同一の注意義務をも って経営管理を行う 義務を負う 。

　 ②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合には、 経営管理実施権配分計画によ り 経営管理実施権の設定を受ける 者（ 以下「 経営管理実施権者」 と いう 。 ） は甲に善管注意義務を負い、 甲は、 当該経営管理実施権配

　 　 分計画の定める 事項について、 経営管理実施権者に対し て義務の履行を求める こ と ができ る 。 ま た、 乙はこ の経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定さ れた報告徴収の権限の範囲内において、 経

　 　 営管理実施権者に対する 監督責任のみを負う 。

　 　

（ ３ ） 経営管理権の対象と する 森林

　 当該森林にある 立木竹は、 甲に帰属する 。

（ ４ ） 経営管理権及び経営管理受益権の設定

　 こ の経営管理権集積計画の公告によ り 、 乙に経営管理権が、 甲に経営管理受益権（ 金銭の支払を受ける 権利） が、 それぞれ設定さ れる 。

　 乙に設定さ れた経営管理権は、 こ の公告の後において当該森林の森林所有者と なった者（ 国その他の森林経営管理法施行規則に定めら れた者を除く 。 ） に対し ても 、 その効力がある も のと する 。

（ ５ ） 租税公課の負担

　 甲は、 経営管理権が設定さ れた森林に対する 固定資産税その他の租税を負担する 。

（ ６ ） 経営管理権の設定等の条件

①　 乙は、 甲が次のいずれかに該当する 場合には、 こ の経営管理権集積計画のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

　 ア　 甲が偽り その他不正な手段によ り 乙に経営管理権集積計画を定めさ せたこ と が判明し た場合

　 イ 　 甲が当該森林に係る 権原を有し なく なった場合

②　 乙は、 災害その他の事由によ り 当該森林において（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が著し く 困難と なったと き は、 気象災等によ り 被害が発生し て( ９ ） 、 ( 10) によ り 復旧を行う 場合を除き 、 こ の経営管理権集積計画

　 のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

③　 甲は、 １ の個別事項に定める 経営管理権の存続期間の中途において解約し よ う と する 場合は、 乙の同意を得る も のと する 。

④　 甲及び乙は、 こ の経営管理権集積計画に定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権に関する 事項は変更し ないも のと する 。

（ ７ ） 森林への立入り 及び施設の利用等

①　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) 、 （ 15） に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林に随時立ち入り 、 若し く は乙以外の者を立ち入ら せ、 又は当該森林に設定さ れた路網その他の施設を使用し 、 若し く は乙以外の者

　 に使用さ せる こ と ができ る 。

②　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し 、 又は乙以外の者に設置さ せる こ と ができ る 。 こ の場合において、 乙は、 当該設置さ れた施設の維持

　 管理を行う も のと する 。

（ ８ ） 甲への通知

　 当該森林について販売収益が生じ た場合、 経営管理実施権が設定さ れないと き には乙が（ 経営管理実施権が設定さ れる と き には経営管理実施権者が） 甲に対し て販売収益、 伐採等に要し た経費等に係る 明細書を通知す

る も のと する 。

（ ９ ） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れなかった場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 乙が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 乙の協議によ り 定める 。

②　 乙は、 乙の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と ができ る こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は乙がこ れを行う も のと する 。

③　 乙が②によ り 森林保険を付保し た場合であって、 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある と き には、 甲は当該保険金の請求及び受領を乙に委任する も のと し 、 乙が当該保険金を復旧

　 の用に供する ため、 甲は当該保険金全額を乙に帰属さ せる も のと する 。
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（ 10） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れた場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 経営管理実施権者が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 経営管理実施権者の協議によ り 定める 。

②　 経営管理実施権者は、 経営管理実施権者の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は経営管理実施

　 　 権者がこ れを行う も のと する 。

③　 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある 場合、 甲は当該保険金の請求及び受領を経営管理実施権者に委任する も のと し 、 経営管理実施権者が当該保険金を復旧の用に供する ため、 甲

　 　 は当該保険金全額を経営管理実施権者に帰属さ せる も のと する 。

（ 11） 災害等によ る 経営又は管理の不実施

　 次に掲げる 場合において、 （ １ ） に掲げる 事項を実施する 予定の森林について（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が不可能又は不適当になったと き は、 乙は、 当該事項の一部又は全部を実施し ないこ と ができ る 。

①　 災害その他の原因によ り 当該森林の全部又は一部が損壊し たと き

②　 路網の損壊等によ り 当該森林への到達が困難と なったと き

③　 当該森林の土地が公用、 公共用又は公益事業の用に供さ れる と き

（ 12） 損害の賠償

①　 乙は、 乙の責めに帰すべき 事由によ って甲に不利益を生じ さ せたと き には、 その不利益に相当する 額を支払う も のと する 。

②　 乙の責めに帰すこ と のでき ない事由によ って甲に不利益が生じ たと き は、 乙は損害賠償責任を負わない。

（ 13） 経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における 清算の方法

経営管理権の存続期間の満了し た場合において、 甲と 乙と の間で金銭の支払は生じ ないと と も に、 立木の所有権は甲に帰属する も のと する 。

（ 14） 甲の通知及び届出

①　 甲は、 当該森林について、 第三者に権利を移転若し く は設定する 場合には、 あら かじ め乙にその旨を通知し なければなら ない。

②　 甲及び甲の相続人又は受遺者は、 当該森林について権利の喪失があった場合、 甲が住所又は名称を変更し た場合、 甲が死亡し た場合その他当該経営管理権集積計画を変更する 必要がある 場合は遅滞なく 乙に申し 出る

も のと する 。

（ 15） 経営管理実施権配分計画の作成

①　 乙は、 甲から 経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこ の経営管理権集積計画の内容に適合する 限り において、 甲の同意を要さ ずに、 経営管理実施権配分計画を作成し 、 乙が選定し た民間事業者に当

　 該森林の経営管理実施権を、 甲及び乙に経営管理受益権を設定する こ と ができ る 。

②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合、 経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する 義務を負い、 甲は経営管理実施権者に義務履行を求める こ と ができ る 。 なお、 乙は、 経営管理実施権者に対し て当該森

　 林の経営管理の状況等について年１ 回の報告を徴収する 義務のみを負う 。

③　 甲が経営管理実施権配分計画によ り 設定さ れた経営管理受益権に基づき 経営管理実施権者から 支払を受けたと き は、 当該支払を受けた額の限度で、 当該経営管理受益権に係る 森林に関する 経営管理権集積計画によ り

　 設定さ れた経営管理受益権に基づき 乙から 支払を受けたも のと みなす。

（ 16） その他

　 こ の経営管理権集積計画に定めのない事項及びこ の経営管理権集積計画に疑義が生じ たと き は、 甲、 乙が協議し て定める 。
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（ 経営管理実施権が設定さ れる 場合）

別添１ 　 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容（ Ｃ ）

別添２ 　 木材の販売によ る 収益から 伐採等に要する 経費を控除し てなお利益がある 場合において甲に支払われる べき 金銭（ Ｄ ） の額の算定方法

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
○　 経営管理実施権者が利用間伐、 木材の販売、 森林の保護等の全部又は一部を実施する も のと し 、 その方法は経営管理実施権を設定する 前に乙及び経営管理実施権者で協議し て決める も のと する 。
○　 経営管理実施権者は利用間伐の実施に当たって、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 経営管理実施権者は火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
○　 乙は、 存続期間中に間伐等を１ 回実施する も のと する 。 なお、 実施にあたっては、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 乙は、 火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う 。

　 ＜時期・ 相手方及び方法＞

　 　 ○　 乙から 甲に対し て金銭の支払は行わない。

別添３ 　 甲にＤ を支払う べき 時期、 相手方及び方法

（ 経営管理実施権が設定さ れない場合）

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 利用間伐について甲に支払われる べき 金銭の額は、 木材の販売によ る 収益の額から 利用間伐に係る 経費及び木材の販売に係る 経費と し て乙が算定し た額を控除し た額と する 。

（ ２ ． 木材の販売収益の額の算定方法）
○　 利用間伐に係る 木材の販売収益については、 実際に木材を販売し て得ら れた収益の額と する 。

（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法）
○　 乙が算定する 利用間伐に係る 経費については、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た経費の見積額に記載し た木材生産単価に実際の木材生産量を掛けて算出し た額と 実際に運材
に要し た経費の合計と する 。
○　 乙が算定する 利用間伐が実施さ れた場合における 木材の販売に係る 経費については、 実際に木材の販売に要し た経費の額と する 。
〇　 乙が算定する 森林保険の保険料については、 森林保険を付保する 期間に必要な保険料の合計と し て、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た見積額と する 。

（ ４ ． 留意事項）
○　 経営管理実施権者が経営管理を行う ために要し た経費の実費が上記（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法） によ り 算定さ れた経費の額を上回る 場合については、 その差額は経営管理実施権者が負担する も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 経営管理権に基づき 乙が実施する 間伐の結果生じ た木材の販売によ る 収益は乙のも のと する 。

（ ２ ． 留意事項）
○　 乙が経営管理を行う ために要し た経費は乙が負担する も のと する 。

　 ＜時期＞

　 　 ○　 経営管理実施権者から 甲に対する Ｄ の支払については、 伐採後、 木材の販売収入額が確定後速やかに行う も のと する 。

　 ＜相手方及び方法＞

　 　 ○　 次の支払先に支払う も のと する 。

　 　 　 　 （ 支払先） 　 甲の指定する 口座
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　 １ 　 個別事項

（ 名称） 鹿児島市長　 下鶴　 隆央 （ 所在地） 鹿児島市山下町１ １ 番１ 号

（ 氏名又は名称） （ 住所又は所在地）

こ の計画に同意する 。

権利の設定を受ける 市町村（ 乙） 住　 　 　 所（ 同上） 印

権利を設定する 森林の森林所有者（ 甲） 住　 　 　 所（ 同上）

鹿児島市長　 下鶴　 隆央

10

9

8

7

6

5

4

3

1 春山町 3078-1 1 ｱ022ｱ 山林

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理番
号

鹿R6集-松3
経営管理権の設定を 受ける 市町村（ 乙）

経営管理権を 設定する 森林の森林所有者（ 甲）

乙が経営管理権の設定を受ける 森林（ Ａ ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（ 終期）
（ Ｂ ）

経営管理
権に基づ
いて行わ
れる 経営
管理の内
容（ Ｃ ）

木材の販
売によ る
収益から
伐採等に
要する 経
費を控除
し てなお
利益があ
る 場合に
おいて甲
に支払わ
れる べき

金銭
（ Ｄ ） の
額の算定

方法

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

乙が甲に
Ｄ を支払
う べき 時
期、 相手
方及び方

法

経営管理権を設定する 森林の甲以外の権原者（ Ｅ ）

備考

2

番号 所　 在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

0. 37 ス ギ 43
公告の日か

ら
2034. 3. 31

別添2

参照

別添1

参照

別添3

参照
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２ 　 共通事項

こ の経営管理権集積計画の定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権及び経営管理受益権は、 １ の個別事項に定める も ののほか、 次に定める と こ ろによ る 。

（ １ ） 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容

　 乙は、 １ の個別事項に記載さ れた森林（ 以下「 当該森林」 と いう 。 ） の経営管理のため、 １ の個別事項に定める と こ ろによ り 立木の伐採及び木材の販売、 造林並びに保育（ 以下「 伐採等」 と いう 。 ） を実施し 、 木材の

販売によ る 収益（ 以下「 販売収益」 と いう 。 ） を収受する と と も に、 販売収益から 伐採等に要する 経費（ 各経費に関し て補助金がある 場合は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合

は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合にその一部を甲に支払う 事業を実施する こ と

（ ２ ） 受託者の義務

　 ①　 経営管理実施権配分計画が定めら れない場合には、 乙は、 自己の財産に対する のと 同一の注意義務をも って経営管理を行う 義務を負う 。

　 ②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合には、 経営管理実施権配分計画によ り 経営管理実施権の設定を受ける 者（ 以下「 経営管理実施権者」 と いう 。 ） は甲に善管注意義務を負い、 甲は、 当該経営管理実施権配

　 　 分計画の定める 事項について、 経営管理実施権者に対し て義務の履行を求める こ と ができ る 。 ま た、 乙はこ の経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定さ れた報告徴収の権限の範囲内において、 経

　 　 営管理実施権者に対する 監督責任のみを負う 。

　 　

（ ３ ） 経営管理権の対象と する 森林

　 当該森林にある 立木竹は、 甲に帰属する 。

（ ４ ） 経営管理権及び経営管理受益権の設定

　 こ の経営管理権集積計画の公告によ り 、 乙に経営管理権が、 甲に経営管理受益権（ 金銭の支払を受ける 権利） が、 それぞれ設定さ れる 。

　 乙に設定さ れた経営管理権は、 こ の公告の後において当該森林の森林所有者と なった者（ 国その他の森林経営管理法施行規則に定めら れた者を除く 。 ） に対し ても 、 その効力がある も のと する 。

（ ５ ） 租税公課の負担

　 甲は、 経営管理権が設定さ れた森林に対する 固定資産税その他の租税を負担する 。

（ ６ ） 経営管理権の設定等の条件

①　 乙は、 甲が次のいずれかに該当する 場合には、 こ の経営管理権集積計画のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

　 ア　 甲が偽り その他不正な手段によ り 乙に経営管理権集積計画を定めさ せたこ と が判明し た場合

　 イ 　 甲が当該森林に係る 権原を有し なく なった場合

②　 乙は、 災害その他の事由によ り 当該森林において（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が著し く 困難と なったと き は、 気象災等によ り 被害が発生し て( ９ ） 、 ( 10) によ り 復旧を行う 場合を除き 、 こ の経営管理権集積計画

　 のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

③　 甲は、 １ の個別事項に定める 経営管理権の存続期間の中途において解約し よ う と する 場合は、 乙の同意を得る も のと する 。

④　 甲及び乙は、 こ の経営管理権集積計画に定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権に関する 事項は変更し ないも のと する 。

（ ７ ） 森林への立入り 及び施設の利用等

①　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) 、 （ 15） に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林に随時立ち入り 、 若し く は乙以外の者を立ち入ら せ、 又は当該森林に設定さ れた路網その他の施設を使用し 、 若し く は乙以外の者

　 に使用さ せる こ と ができ る 。

②　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し 、 又は乙以外の者に設置さ せる こ と ができ る 。 こ の場合において、 乙は、 当該設置さ れた施設の維持

　 管理を行う も のと する 。

（ ８ ） 甲への通知

　 当該森林について販売収益が生じ た場合、 経営管理実施権が設定さ れないと き には乙が（ 経営管理実施権が設定さ れる と き には経営管理実施権者が） 甲に対し て販売収益、 伐採等に要し た経費等に係る 明細書を通知す

る も のと する 。

（ ９ ） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れなかった場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 乙が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 乙の協議によ り 定める 。

②　 乙は、 乙の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と ができ る こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は乙がこ れを行う も のと する 。

③　 乙が②によ り 森林保険を付保し た場合であって、 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある と き には、 甲は当該保険金の請求及び受領を乙に委任する も のと し 、 乙が当該保険金を復旧

　 の用に供する ため、 甲は当該保険金全額を乙に帰属さ せる も のと する 。
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（ 10） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れた場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 経営管理実施権者が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 経営管理実施権者の協議によ り 定める 。

②　 経営管理実施権者は、 経営管理実施権者の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は経営管理実施

　 　 権者がこ れを行う も のと する 。

③　 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある 場合、 甲は当該保険金の請求及び受領を経営管理実施権者に委任する も のと し 、 経営管理実施権者が当該保険金を復旧の用に供する ため、 甲

　 　 は当該保険金全額を経営管理実施権者に帰属さ せる も のと する 。

（ 11） 災害等によ る 経営又は管理の不実施

　 次に掲げる 場合において、 （ １ ） に掲げる 事項を実施する 予定の森林について（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が不可能又は不適当になったと き は、 乙は、 当該事項の一部又は全部を実施し ないこ と ができ る 。

①　 災害その他の原因によ り 当該森林の全部又は一部が損壊し たと き

②　 路網の損壊等によ り 当該森林への到達が困難と なったと き

③　 当該森林の土地が公用、 公共用又は公益事業の用に供さ れる と き

（ 12） 損害の賠償

①　 乙は、 乙の責めに帰すべき 事由によ って甲に不利益を生じ さ せたと き には、 その不利益に相当する 額を支払う も のと する 。

②　 乙の責めに帰すこ と のでき ない事由によ って甲に不利益が生じ たと き は、 乙は損害賠償責任を負わない。

（ 13） 経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における 清算の方法

経営管理権の存続期間の満了し た場合において、 甲と 乙と の間で金銭の支払は生じ ないと と も に、 立木の所有権は甲に帰属する も のと する 。

（ 14） 甲の通知及び届出

①　 甲は、 当該森林について、 第三者に権利を移転若し く は設定する 場合には、 あら かじ め乙にその旨を通知し なければなら ない。

②　 甲及び甲の相続人又は受遺者は、 当該森林について権利の喪失があった場合、 甲が住所又は名称を変更し た場合、 甲が死亡し た場合その他当該経営管理権集積計画を変更する 必要がある 場合は遅滞なく 乙に申し 出る

も のと する 。

（ 15） 経営管理実施権配分計画の作成

①　 乙は、 甲から 経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこ の経営管理権集積計画の内容に適合する 限り において、 甲の同意を要さ ずに、 経営管理実施権配分計画を作成し 、 乙が選定し た民間事業者に当

　 該森林の経営管理実施権を、 甲及び乙に経営管理受益権を設定する こ と ができ る 。

②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合、 経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する 義務を負い、 甲は経営管理実施権者に義務履行を求める こ と ができ る 。 なお、 乙は、 経営管理実施権者に対し て当該森

　 林の経営管理の状況等について年１ 回の報告を徴収する 義務のみを負う 。

③　 甲が経営管理実施権配分計画によ り 設定さ れた経営管理受益権に基づき 経営管理実施権者から 支払を受けたと き は、 当該支払を受けた額の限度で、 当該経営管理受益権に係る 森林に関する 経営管理権集積計画によ り

　 設定さ れた経営管理受益権に基づき 乙から 支払を受けたも のと みなす。

（ 16） その他

　 こ の経営管理権集積計画に定めのない事項及びこ の経営管理権集積計画に疑義が生じ たと き は、 甲、 乙が協議し て定める 。
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（ 経営管理実施権が設定さ れる 場合）

別添１ 　 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容（ Ｃ ）

別添２ 　 木材の販売によ る 収益から 伐採等に要する 経費を控除し てなお利益がある 場合において甲に支払われる べき 金銭（ Ｄ ） の額の算定方法

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
○　 経営管理実施権者が利用間伐、 木材の販売、 森林の保護等の全部又は一部を実施する も のと し 、 その方法は経営管理実施権を設定する 前に乙及び経営管理実施権者で協議し て決める も のと する 。
○　 経営管理実施権者は利用間伐の実施に当たって、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 経営管理実施権者は火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
○　 乙は、 存続期間中に間伐等を１ 回実施する も のと する 。 なお、 実施にあたっては、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 乙は、 火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う 。

　 ＜時期・ 相手方及び方法＞

　 　 ○　 乙から 甲に対し て金銭の支払は行わない。

別添３ 　 甲にＤ を支払う べき 時期、 相手方及び方法

（ 経営管理実施権が設定さ れない場合）

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 利用間伐について甲に支払われる べき 金銭の額は、 木材の販売によ る 収益の額から 利用間伐に係る 経費及び木材の販売に係る 経費と し て乙が算定し た額を控除し た額と する 。

（ ２ ． 木材の販売収益の額の算定方法）
○　 利用間伐に係る 木材の販売収益については、 実際に木材を販売し て得ら れた収益の額と する 。

（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法）
○　 乙が算定する 利用間伐に係る 経費については、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た経費の見積額に記載し た木材生産単価に実際の木材生産量を掛けて算出し た額と 実際に運材
に要し た経費の合計と する 。
○　 乙が算定する 利用間伐が実施さ れた場合における 木材の販売に係る 経費については、 実際に木材の販売に要し た経費の額と する 。
〇　 乙が算定する 森林保険の保険料については、 森林保険を付保する 期間に必要な保険料の合計と し て、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た見積額と する 。

（ ４ ． 留意事項）
○　 経営管理実施権者が経営管理を行う ために要し た経費の実費が上記（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法） によ り 算定さ れた経費の額を上回る 場合については、 その差額は経営管理実施権者が負担する も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 経営管理権に基づき 乙が実施する 間伐の結果生じ た木材の販売によ る 収益は乙のも のと する 。

（ ２ ． 留意事項）
○　 乙が経営管理を行う ために要し た経費は乙が負担する も のと する 。

　 ＜時期＞

　 　 ○　 経営管理実施権者から 甲に対する Ｄ の支払については、 伐採後、 木材の販売収入額が確定後速やかに行う も のと する 。

　 ＜相手方及び方法＞

　 　 ○　 次の支払先に支払う も のと する 。

　 　 　 　 （ 支払先） 　 甲の指定する 口座
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　 １ 　 個別事項

（ 名称） 鹿児島市長　 下鶴　 隆央 （ 所在地） 鹿児島市山下町１ １ 番１ 号

（ 氏名又は名称） （ 住所又は所在地）

こ の計画に同意する 。

権利の設定を受ける 市町村（ 乙） 住　 　 　 所（ 同上） 印

権利を設定する 森林の森林所有者（ 甲） 住　 　 　 所（ 同上）

鹿児島市長　 下鶴　 隆央

10

9

8

7

6

5

4

3

0. 23 ヒ ノ キ 70 同上 同上

1 春山町 3012-18 4 ｲ004 山林

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理番
号

鹿R6集-松4
経営管理権の設定を 受ける 市町村（ 乙）

経営管理権を 設定する 森林の森林所有者（ 甲）

乙が経営管理権の設定を受ける 森林（ Ａ ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（ 終期）
（ Ｂ ）

経営管理
権に基づ
いて行わ
れる 経営
管理の内
容（ Ｃ ）

木材の販
売によ る
収益から
伐採等に
要する 経
費を控除
し てなお
利益があ
る 場合に
おいて甲
に支払わ
れる べき

金銭
（ Ｄ ） の
額の算定

方法

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

乙が甲に
Ｄ を支払
う べき 時
期、 相手
方及び方

法

経営管理権を設定する 森林の甲以外の権原者（ Ｅ ）

備考

2

番号 所　 在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

春山町 3012-4 4 ｴ001ｱ 山林

0. 73 ス ギ 48
公告の日か

ら
2034. 3. 31

別添2

参照

別添1

参照

別添3

参照
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２ 　 共通事項

こ の経営管理権集積計画の定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権及び経営管理受益権は、 １ の個別事項に定める も ののほか、 次に定める と こ ろによ る 。

（ １ ） 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容

　 乙は、 １ の個別事項に記載さ れた森林（ 以下「 当該森林」 と いう 。 ） の経営管理のため、 １ の個別事項に定める と こ ろによ り 立木の伐採及び木材の販売、 造林並びに保育（ 以下「 伐採等」 と いう 。 ） を実施し 、 木材の

販売によ る 収益（ 以下「 販売収益」 と いう 。 ） を収受する と と も に、 販売収益から 伐採等に要する 経費（ 各経費に関し て補助金がある 場合は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合

は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合にその一部を甲に支払う 事業を実施する こ と

（ ２ ） 受託者の義務

　 ①　 経営管理実施権配分計画が定めら れない場合には、 乙は、 自己の財産に対する のと 同一の注意義務をも って経営管理を行う 義務を負う 。

　 ②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合には、 経営管理実施権配分計画によ り 経営管理実施権の設定を受ける 者（ 以下「 経営管理実施権者」 と いう 。 ） は甲に善管注意義務を負い、 甲は、 当該経営管理実施権配

　 　 分計画の定める 事項について、 経営管理実施権者に対し て義務の履行を求める こ と ができ る 。 ま た、 乙はこ の経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定さ れた報告徴収の権限の範囲内において、 経

　 　 営管理実施権者に対する 監督責任のみを負う 。

　 　

（ ３ ） 経営管理権の対象と する 森林

　 当該森林にある 立木竹は、 甲に帰属する 。

（ ４ ） 経営管理権及び経営管理受益権の設定

　 こ の経営管理権集積計画の公告によ り 、 乙に経営管理権が、 甲に経営管理受益権（ 金銭の支払を受ける 権利） が、 それぞれ設定さ れる 。

　 乙に設定さ れた経営管理権は、 こ の公告の後において当該森林の森林所有者と なった者（ 国その他の森林経営管理法施行規則に定めら れた者を除く 。 ） に対し ても 、 その効力がある も のと する 。

（ ５ ） 租税公課の負担

　 甲は、 経営管理権が設定さ れた森林に対する 固定資産税その他の租税を負担する 。

（ ６ ） 経営管理権の設定等の条件

①　 乙は、 甲が次のいずれかに該当する 場合には、 こ の経営管理権集積計画のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

　 ア　 甲が偽り その他不正な手段によ り 乙に経営管理権集積計画を定めさ せたこ と が判明し た場合

　 イ 　 甲が当該森林に係る 権原を有し なく なった場合

②　 乙は、 災害その他の事由によ り 当該森林において（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が著し く 困難と なったと き は、 気象災等によ り 被害が発生し て( ９ ） 、 ( 10) によ り 復旧を行う 場合を除き 、 こ の経営管理権集積計画

　 のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

③　 甲は、 １ の個別事項に定める 経営管理権の存続期間の中途において解約し よ う と する 場合は、 乙の同意を得る も のと する 。

④　 甲及び乙は、 こ の経営管理権集積計画に定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権に関する 事項は変更し ないも のと する 。

（ ７ ） 森林への立入り 及び施設の利用等

①　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) 、 （ 15） に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林に随時立ち入り 、 若し く は乙以外の者を立ち入ら せ、 又は当該森林に設定さ れた路網その他の施設を使用し 、 若し く は乙以外の者

　 に使用さ せる こ と ができ る 。

②　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し 、 又は乙以外の者に設置さ せる こ と ができ る 。 こ の場合において、 乙は、 当該設置さ れた施設の維持

　 管理を行う も のと する 。

（ ８ ） 甲への通知

　 当該森林について販売収益が生じ た場合、 経営管理実施権が設定さ れないと き には乙が（ 経営管理実施権が設定さ れる と き には経営管理実施権者が） 甲に対し て販売収益、 伐採等に要し た経費等に係る 明細書を通知す

る も のと する 。

（ ９ ） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れなかった場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 乙が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 乙の協議によ り 定める 。

②　 乙は、 乙の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と ができ る こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は乙がこ れを行う も のと する 。

③　 乙が②によ り 森林保険を付保し た場合であって、 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある と き には、 甲は当該保険金の請求及び受領を乙に委任する も のと し 、 乙が当該保険金を復旧

　 の用に供する ため、 甲は当該保険金全額を乙に帰属さ せる も のと する 。
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（ 10） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れた場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 経営管理実施権者が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 経営管理実施権者の協議によ り 定める 。

②　 経営管理実施権者は、 経営管理実施権者の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は経営管理実施

　 　 権者がこ れを行う も のと する 。

③　 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある 場合、 甲は当該保険金の請求及び受領を経営管理実施権者に委任する も のと し 、 経営管理実施権者が当該保険金を復旧の用に供する ため、 甲

　 　 は当該保険金全額を経営管理実施権者に帰属さ せる も のと する 。

（ 11） 災害等によ る 経営又は管理の不実施

　 次に掲げる 場合において、 （ １ ） に掲げる 事項を実施する 予定の森林について（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が不可能又は不適当になったと き は、 乙は、 当該事項の一部又は全部を実施し ないこ と ができ る 。

①　 災害その他の原因によ り 当該森林の全部又は一部が損壊し たと き

②　 路網の損壊等によ り 当該森林への到達が困難と なったと き

③　 当該森林の土地が公用、 公共用又は公益事業の用に供さ れる と き

（ 12） 損害の賠償

①　 乙は、 乙の責めに帰すべき 事由によ って甲に不利益を生じ さ せたと き には、 その不利益に相当する 額を支払う も のと する 。

②　 乙の責めに帰すこ と のでき ない事由によ って甲に不利益が生じ たと き は、 乙は損害賠償責任を負わない。

（ 13） 経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における 清算の方法

経営管理権の存続期間の満了し た場合において、 甲と 乙と の間で金銭の支払は生じ ないと と も に、 立木の所有権は甲に帰属する も のと する 。

（ 14） 甲の通知及び届出

①　 甲は、 当該森林について、 第三者に権利を移転若し く は設定する 場合には、 あら かじ め乙にその旨を通知し なければなら ない。

②　 甲及び甲の相続人又は受遺者は、 当該森林について権利の喪失があった場合、 甲が住所又は名称を変更し た場合、 甲が死亡し た場合その他当該経営管理権集積計画を変更する 必要がある 場合は遅滞なく 乙に申し 出る

も のと する 。

（ 15） 経営管理実施権配分計画の作成

①　 乙は、 甲から 経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこ の経営管理権集積計画の内容に適合する 限り において、 甲の同意を要さ ずに、 経営管理実施権配分計画を作成し 、 乙が選定し た民間事業者に当

　 該森林の経営管理実施権を、 甲及び乙に経営管理受益権を設定する こ と ができ る 。

②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合、 経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する 義務を負い、 甲は経営管理実施権者に義務履行を求める こ と ができ る 。 なお、 乙は、 経営管理実施権者に対し て当該森

　 林の経営管理の状況等について年１ 回の報告を徴収する 義務のみを負う 。

③　 甲が経営管理実施権配分計画によ り 設定さ れた経営管理受益権に基づき 経営管理実施権者から 支払を受けたと き は、 当該支払を受けた額の限度で、 当該経営管理受益権に係る 森林に関する 経営管理権集積計画によ り

　 設定さ れた経営管理受益権に基づき 乙から 支払を受けたも のと みなす。

（ 16） その他

　 こ の経営管理権集積計画に定めのない事項及びこ の経営管理権集積計画に疑義が生じ たと き は、 甲、 乙が協議し て定める 。
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（ 経営管理実施権が設定さ れる 場合）

別添１ 　 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容（ Ｃ ）

別添２ 　 木材の販売によ る 収益から 伐採等に要する 経費を控除し てなお利益がある 場合において甲に支払われる べき 金銭（ Ｄ ） の額の算定方法

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
○　 経営管理実施権者が利用間伐、 木材の販売、 森林の保護等の全部又は一部を実施する も のと し 、 その方法は経営管理実施権を設定する 前に乙及び経営管理実施権者で協議し て決める も のと する 。
○　 経営管理実施権者は利用間伐の実施に当たって、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 経営管理実施権者は火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
○　 乙は、 存続期間中に間伐等を１ 回実施する も のと する 。 なお、 実施にあたっては、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 乙は、 火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う 。

　 ＜時期・ 相手方及び方法＞

　 　 ○　 乙から 甲に対し て金銭の支払は行わない。

別添３ 　 甲にＤ を支払う べき 時期、 相手方及び方法

（ 経営管理実施権が設定さ れない場合）

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 利用間伐について甲に支払われる べき 金銭の額は、 木材の販売によ る 収益の額から 利用間伐に係る 経費及び木材の販売に係る 経費と し て乙が算定し た額を控除し た額と する 。

（ ２ ． 木材の販売収益の額の算定方法）
○　 利用間伐に係る 木材の販売収益については、 実際に木材を販売し て得ら れた収益の額と する 。

（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法）
○　 乙が算定する 利用間伐に係る 経費については、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た経費の見積額に記載し た木材生産単価に実際の木材生産量を掛けて算出し た額と 実際に運材
に要し た経費の合計と する 。
○　 乙が算定する 利用間伐が実施さ れた場合における 木材の販売に係る 経費については、 実際に木材の販売に要し た経費の額と する 。
〇　 乙が算定する 森林保険の保険料については、 森林保険を付保する 期間に必要な保険料の合計と し て、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た見積額と する 。

（ ４ ． 留意事項）
○　 経営管理実施権者が経営管理を行う ために要し た経費の実費が上記（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法） によ り 算定さ れた経費の額を上回る 場合については、 その差額は経営管理実施権者が負担する も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 経営管理権に基づき 乙が実施する 間伐の結果生じ た木材の販売によ る 収益は乙のも のと する 。

（ ２ ． 留意事項）
○　 乙が経営管理を行う ために要し た経費は乙が負担する も のと する 。

　 ＜時期＞

　 　 ○　 経営管理実施権者から 甲に対する Ｄ の支払については、 伐採後、 木材の販売収入額が確定後速やかに行う も のと する 。

　 ＜相手方及び方法＞

　 　 ○　 次の支払先に支払う も のと する 。

　 　 　 　 （ 支払先） 　 甲の指定する 口座
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　 １ 　 個別事項

（ 名称） 鹿児島市長　 下鶴　 隆央 （ 所在地） 鹿児島市山下町１ １ 番１ 号

（ 氏名又は名称） （ 住所又は所在地）

こ の計画に同意する 。

権利の設定を受ける 市町村（ 乙） 住　 　 　 所（ 同上） 印

権利を設定する 森林の森林所有者（ 甲） 住　 　 　 所（ 同上）

鹿児島市長　 下鶴　 隆央

10

9

8

ｵ001ｳ 山林

45 同上 同上

7

0. 11 ヒ ノ キ 45 同上 同上6 平田町 6574-2 6

5 平田町 6574-2 6 ｵ001ｲ 山林

0. 03 ス ギ 38 同上 同上

0. 21 ス ギ

4 平田町 6398-3 6 ｴ027 山林

0. 09 ス ギ 383 平田町 6398-2 6 ｴ026 畑

0. 03 ス ギ 40 同上 同上

同上 同上

1 春山町 3016-4 4 ｲ008ｱ 山林

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理番
号

鹿R6集-松5
経営管理権の設定を 受ける 市町村（ 乙）

経営管理権を 設定する 森林の森林所有者（ 甲）

乙が経営管理権の設定を受ける 森林（ Ａ ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（ 終期）
（ Ｂ ）

経営管理
権に基づ
いて行わ
れる 経営
管理の内
容（ Ｃ ）

木材の販
売によ る
収益から
伐採等に
要する 経
費を控除
し てなお
利益があ
る 場合に
おいて甲
に支払わ
れる べき

金銭
（ Ｄ ） の
額の算定

方法

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

乙が甲に
Ｄ を支払
う べき 時
期、 相手
方及び方

法

経営管理権を設定する 森林の甲以外の権原者（ Ｅ ）

備考

2

番号 所　 在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

平田町 6395-1 6 ｴ022 田

0. 13 ス ギ 43
公告の日か

ら
2034. 3. 31

別添2

参照

別添1

参照

別添3

参照
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２ 　 共通事項

こ の経営管理権集積計画の定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権及び経営管理受益権は、 １ の個別事項に定める も ののほか、 次に定める と こ ろによ る 。

（ １ ） 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容

　 乙は、 １ の個別事項に記載さ れた森林（ 以下「 当該森林」 と いう 。 ） の経営管理のため、 １ の個別事項に定める と こ ろによ り 立木の伐採及び木材の販売、 造林並びに保育（ 以下「 伐採等」 と いう 。 ） を実施し 、 木材の

販売によ る 収益（ 以下「 販売収益」 と いう 。 ） を収受する と と も に、 販売収益から 伐採等に要する 経費（ 各経費に関し て補助金がある 場合は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合

は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合にその一部を甲に支払う 事業を実施する こ と

（ ２ ） 受託者の義務

　 ①　 経営管理実施権配分計画が定めら れない場合には、 乙は、 自己の財産に対する のと 同一の注意義務をも って経営管理を行う 義務を負う 。

　 ②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合には、 経営管理実施権配分計画によ り 経営管理実施権の設定を受ける 者（ 以下「 経営管理実施権者」 と いう 。 ） は甲に善管注意義務を負い、 甲は、 当該経営管理実施権配

　 　 分計画の定める 事項について、 経営管理実施権者に対し て義務の履行を求める こ と ができ る 。 ま た、 乙はこ の経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定さ れた報告徴収の権限の範囲内において、 経

　 　 営管理実施権者に対する 監督責任のみを負う 。

　 　

（ ３ ） 経営管理権の対象と する 森林

　 当該森林にある 立木竹は、 甲に帰属する 。

（ ４ ） 経営管理権及び経営管理受益権の設定

　 こ の経営管理権集積計画の公告によ り 、 乙に経営管理権が、 甲に経営管理受益権（ 金銭の支払を受ける 権利） が、 それぞれ設定さ れる 。

　 乙に設定さ れた経営管理権は、 こ の公告の後において当該森林の森林所有者と なった者（ 国その他の森林経営管理法施行規則に定めら れた者を除く 。 ） に対し ても 、 その効力がある も のと する 。

（ ５ ） 租税公課の負担

　 甲は、 経営管理権が設定さ れた森林に対する 固定資産税その他の租税を負担する 。

（ ６ ） 経営管理権の設定等の条件

①　 乙は、 甲が次のいずれかに該当する 場合には、 こ の経営管理権集積計画のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

　 ア　 甲が偽り その他不正な手段によ り 乙に経営管理権集積計画を定めさ せたこ と が判明し た場合

　 イ 　 甲が当該森林に係る 権原を有し なく なった場合

②　 乙は、 災害その他の事由によ り 当該森林において（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が著し く 困難と なったと き は、 気象災等によ り 被害が発生し て( ９ ） 、 ( 10) によ り 復旧を行う 場合を除き 、 こ の経営管理権集積計画

　 のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

③　 甲は、 １ の個別事項に定める 経営管理権の存続期間の中途において解約し よ う と する 場合は、 乙の同意を得る も のと する 。

④　 甲及び乙は、 こ の経営管理権集積計画に定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権に関する 事項は変更し ないも のと する 。

（ ７ ） 森林への立入り 及び施設の利用等

①　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) 、 （ 15） に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林に随時立ち入り 、 若し く は乙以外の者を立ち入ら せ、 又は当該森林に設定さ れた路網その他の施設を使用し 、 若し く は乙以外の者

　 に使用さ せる こ と ができ る 。

②　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し 、 又は乙以外の者に設置さ せる こ と ができ る 。 こ の場合において、 乙は、 当該設置さ れた施設の維持

　 管理を行う も のと する 。

（ ８ ） 甲への通知

　 当該森林について販売収益が生じ た場合、 経営管理実施権が設定さ れないと き には乙が（ 経営管理実施権が設定さ れる と き には経営管理実施権者が） 甲に対し て販売収益、 伐採等に要し た経費等に係る 明細書を通知す

る も のと する 。

（ ９ ） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れなかった場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 乙が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 乙の協議によ り 定める 。

②　 乙は、 乙の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と ができ る こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は乙がこ れを行う も のと する 。

③　 乙が②によ り 森林保険を付保し た場合であって、 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある と き には、 甲は当該保険金の請求及び受領を乙に委任する も のと し 、 乙が当該保険金を復旧

　 の用に供する ため、 甲は当該保険金全額を乙に帰属さ せる も のと する 。
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（ 10） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れた場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 経営管理実施権者が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 経営管理実施権者の協議によ り 定める 。

②　 経営管理実施権者は、 経営管理実施権者の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は経営管理実施

　 　 権者がこ れを行う も のと する 。

③　 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある 場合、 甲は当該保険金の請求及び受領を経営管理実施権者に委任する も のと し 、 経営管理実施権者が当該保険金を復旧の用に供する ため、 甲

　 　 は当該保険金全額を経営管理実施権者に帰属さ せる も のと する 。

（ 11） 災害等によ る 経営又は管理の不実施

　 次に掲げる 場合において、 （ １ ） に掲げる 事項を実施する 予定の森林について（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が不可能又は不適当になったと き は、 乙は、 当該事項の一部又は全部を実施し ないこ と ができ る 。

①　 災害その他の原因によ り 当該森林の全部又は一部が損壊し たと き

②　 路網の損壊等によ り 当該森林への到達が困難と なったと き

③　 当該森林の土地が公用、 公共用又は公益事業の用に供さ れる と き

（ 12） 損害の賠償

①　 乙は、 乙の責めに帰すべき 事由によ って甲に不利益を生じ さ せたと き には、 その不利益に相当する 額を支払う も のと する 。

②　 乙の責めに帰すこ と のでき ない事由によ って甲に不利益が生じ たと き は、 乙は損害賠償責任を負わない。

（ 13） 経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における 清算の方法

経営管理権の存続期間の満了し た場合において、 甲と 乙と の間で金銭の支払は生じ ないと と も に、 立木の所有権は甲に帰属する も のと する 。

（ 14） 甲の通知及び届出

①　 甲は、 当該森林について、 第三者に権利を移転若し く は設定する 場合には、 あら かじ め乙にその旨を通知し なければなら ない。

②　 甲及び甲の相続人又は受遺者は、 当該森林について権利の喪失があった場合、 甲が住所又は名称を変更し た場合、 甲が死亡し た場合その他当該経営管理権集積計画を変更する 必要がある 場合は遅滞なく 乙に申し 出る

も のと する 。

（ 15） 経営管理実施権配分計画の作成

①　 乙は、 甲から 経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこ の経営管理権集積計画の内容に適合する 限り において、 甲の同意を要さ ずに、 経営管理実施権配分計画を作成し 、 乙が選定し た民間事業者に当

　 該森林の経営管理実施権を、 甲及び乙に経営管理受益権を設定する こ と ができ る 。

②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合、 経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する 義務を負い、 甲は経営管理実施権者に義務履行を求める こ と ができ る 。 なお、 乙は、 経営管理実施権者に対し て当該森

　 林の経営管理の状況等について年１ 回の報告を徴収する 義務のみを負う 。

③　 甲が経営管理実施権配分計画によ り 設定さ れた経営管理受益権に基づき 経営管理実施権者から 支払を受けたと き は、 当該支払を受けた額の限度で、 当該経営管理受益権に係る 森林に関する 経営管理権集積計画によ り

　 設定さ れた経営管理受益権に基づき 乙から 支払を受けたも のと みなす。

（ 16） その他

　 こ の経営管理権集積計画に定めのない事項及びこ の経営管理権集積計画に疑義が生じ たと き は、 甲、 乙が協議し て定める 。
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（ 経営管理実施権が設定さ れる 場合）

別添１ 　 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容（ Ｃ ）

別添２ 　 木材の販売によ る 収益から 伐採等に要する 経費を控除し てなお利益がある 場合において甲に支払われる べき 金銭（ Ｄ ） の額の算定方法

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
○　 経営管理実施権者が利用間伐、 木材の販売、 森林の保護等の全部又は一部を実施する も のと し 、 その方法は経営管理実施権を設定する 前に乙及び経営管理実施権者で協議し て決める も のと する 。
○　 経営管理実施権者は利用間伐の実施に当たって、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 経営管理実施権者は火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
○　 乙は、 存続期間中に間伐等を１ 回実施する も のと する 。 なお、 実施にあたっては、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 乙は、 火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う 。

　 ＜時期・ 相手方及び方法＞

　 　 ○　 乙から 甲に対し て金銭の支払は行わない。

別添３ 　 甲にＤ を支払う べき 時期、 相手方及び方法

（ 経営管理実施権が設定さ れない場合）

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 利用間伐について甲に支払われる べき 金銭の額は、 木材の販売によ る 収益の額から 利用間伐に係る 経費及び木材の販売に係る 経費と し て乙が算定し た額を控除し た額と する 。

（ ２ ． 木材の販売収益の額の算定方法）
○　 利用間伐に係る 木材の販売収益については、 実際に木材を販売し て得ら れた収益の額と する 。

（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法）
○　 乙が算定する 利用間伐に係る 経費については、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た経費の見積額に記載し た木材生産単価に実際の木材生産量を掛けて算出し た額と 実際に運材
に要し た経費の合計と する 。
○　 乙が算定する 利用間伐が実施さ れた場合における 木材の販売に係る 経費については、 実際に木材の販売に要し た経費の額と する 。
〇　 乙が算定する 森林保険の保険料については、 森林保険を付保する 期間に必要な保険料の合計と し て、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た見積額と する 。

（ ４ ． 留意事項）
○　 経営管理実施権者が経営管理を行う ために要し た経費の実費が上記（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法） によ り 算定さ れた経費の額を上回る 場合については、 その差額は経営管理実施権者が負担する も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 経営管理権に基づき 乙が実施する 間伐の結果生じ た木材の販売によ る 収益は乙のも のと する 。

（ ２ ． 留意事項）
○　 乙が経営管理を行う ために要し た経費は乙が負担する も のと する 。

　 ＜時期＞

　 　 ○　 経営管理実施権者から 甲に対する Ｄ の支払については、 伐採後、 木材の販売収入額が確定後速やかに行う も のと する 。

　 ＜相手方及び方法＞

　 　 ○　 次の支払先に支払う も のと する 。

　 　 　 　 （ 支払先） 　 甲の指定する 口座
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　 １ 　 個別事項

（ 名称） 鹿児島市長　 下鶴　 隆央 （ 所在地） 鹿児島市山下町１ １ 番１ 号

（ 氏名又は名称） （ 住所又は所在地）

こ の計画に同意する 。

権利の設定を受ける 市町村（ 乙） 住　 　 　 所（ 同上） 印

権利を設定する 森林の森林所有者（ 甲） 住　 　 　 所（ 同上）

鹿児島市長　 下鶴　 隆央

10

9

8

7

6

5

4

3

1 春山町 3012-6 4 ｴ002 山林

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理番
号

鹿R6集-松6
経営管理権の設定を 受ける 市町村（ 乙）

経営管理権を 設定する 森林の森林所有者（ 甲）

乙が経営管理権の設定を受ける 森林（ Ａ ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（ 終期）
（ Ｂ ）

経営管理
権に基づ
いて行わ
れる 経営
管理の内
容（ Ｃ ）

木材の販
売によ る
収益から
伐採等に
要する 経
費を控除
し てなお
利益があ
る 場合に
おいて甲
に支払わ
れる べき

金銭
（ Ｄ ） の
額の算定

方法

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

乙が甲に
Ｄ を支払
う べき 時
期、 相手
方及び方

法

経営管理権を設定する 森林の甲以外の権原者（ Ｅ ）

備考

2

番号 所　 在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

2. 27 ｽｷ゙ ・ ﾋﾉｷ 75
公告の日か

ら
2034. 3. 31

別添2

参照

別添1

参照

別添3

参照
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２ 　 共通事項

こ の経営管理権集積計画の定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権及び経営管理受益権は、 １ の個別事項に定める も ののほか、 次に定める と こ ろによ る 。

（ １ ） 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容

　 乙は、 １ の個別事項に記載さ れた森林（ 以下「 当該森林」 と いう 。 ） の経営管理のため、 １ の個別事項に定める と こ ろによ り 立木の伐採及び木材の販売、 造林並びに保育（ 以下「 伐採等」 と いう 。 ） を実施し 、 木材の

販売によ る 収益（ 以下「 販売収益」 と いう 。 ） を収受する と と も に、 販売収益から 伐採等に要する 経費（ 各経費に関し て補助金がある 場合は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合

は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合にその一部を甲に支払う 事業を実施する こ と

（ ２ ） 受託者の義務

　 ①　 経営管理実施権配分計画が定めら れない場合には、 乙は、 自己の財産に対する のと 同一の注意義務をも って経営管理を行う 義務を負う 。

　 ②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合には、 経営管理実施権配分計画によ り 経営管理実施権の設定を受ける 者（ 以下「 経営管理実施権者」 と いう 。 ） は甲に善管注意義務を負い、 甲は、 当該経営管理実施権配

　 　 分計画の定める 事項について、 経営管理実施権者に対し て義務の履行を求める こ と ができ る 。 ま た、 乙はこ の経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定さ れた報告徴収の権限の範囲内において、 経

　 　 営管理実施権者に対する 監督責任のみを負う 。

　 　

（ ３ ） 経営管理権の対象と する 森林

　 当該森林にある 立木竹は、 甲に帰属する 。

（ ４ ） 経営管理権及び経営管理受益権の設定

　 こ の経営管理権集積計画の公告によ り 、 乙に経営管理権が、 甲に経営管理受益権（ 金銭の支払を受ける 権利） が、 それぞれ設定さ れる 。

　 乙に設定さ れた経営管理権は、 こ の公告の後において当該森林の森林所有者と なった者（ 国その他の森林経営管理法施行規則に定めら れた者を除く 。 ） に対し ても 、 その効力がある も のと する 。

（ ５ ） 租税公課の負担

　 甲は、 経営管理権が設定さ れた森林に対する 固定資産税その他の租税を負担する 。

（ ６ ） 経営管理権の設定等の条件

①　 乙は、 甲が次のいずれかに該当する 場合には、 こ の経営管理権集積計画のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

　 ア　 甲が偽り その他不正な手段によ り 乙に経営管理権集積計画を定めさ せたこ と が判明し た場合

　 イ 　 甲が当該森林に係る 権原を有し なく なった場合

②　 乙は、 災害その他の事由によ り 当該森林において（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が著し く 困難と なったと き は、 気象災等によ り 被害が発生し て( ９ ） 、 ( 10) によ り 復旧を行う 場合を除き 、 こ の経営管理権集積計画

　 のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

③　 甲は、 １ の個別事項に定める 経営管理権の存続期間の中途において解約し よ う と する 場合は、 乙の同意を得る も のと する 。

④　 甲及び乙は、 こ の経営管理権集積計画に定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権に関する 事項は変更し ないも のと する 。

（ ７ ） 森林への立入り 及び施設の利用等

①　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) 、 （ 15） に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林に随時立ち入り 、 若し く は乙以外の者を立ち入ら せ、 又は当該森林に設定さ れた路網その他の施設を使用し 、 若し く は乙以外の者

　 に使用さ せる こ と ができ る 。

②　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し 、 又は乙以外の者に設置さ せる こ と ができ る 。 こ の場合において、 乙は、 当該設置さ れた施設の維持

　 管理を行う も のと する 。

（ ８ ） 甲への通知

　 当該森林について販売収益が生じ た場合、 経営管理実施権が設定さ れないと き には乙が（ 経営管理実施権が設定さ れる と き には経営管理実施権者が） 甲に対し て販売収益、 伐採等に要し た経費等に係る 明細書を通知す

る も のと する 。

（ ９ ） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れなかった場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 乙が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 乙の協議によ り 定める 。

②　 乙は、 乙の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と ができ る こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は乙がこ れを行う も のと する 。

③　 乙が②によ り 森林保険を付保し た場合であって、 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある と き には、 甲は当該保険金の請求及び受領を乙に委任する も のと し 、 乙が当該保険金を復旧

　 の用に供する ため、 甲は当該保険金全額を乙に帰属さ せる も のと する 。
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（ 10） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れた場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 経営管理実施権者が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 経営管理実施権者の協議によ り 定める 。

②　 経営管理実施権者は、 経営管理実施権者の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は経営管理実施

　 　 権者がこ れを行う も のと する 。

③　 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある 場合、 甲は当該保険金の請求及び受領を経営管理実施権者に委任する も のと し 、 経営管理実施権者が当該保険金を復旧の用に供する ため、 甲

　 　 は当該保険金全額を経営管理実施権者に帰属さ せる も のと する 。

（ 11） 災害等によ る 経営又は管理の不実施

　 次に掲げる 場合において、 （ １ ） に掲げる 事項を実施する 予定の森林について（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が不可能又は不適当になったと き は、 乙は、 当該事項の一部又は全部を実施し ないこ と ができ る 。

①　 災害その他の原因によ り 当該森林の全部又は一部が損壊し たと き

②　 路網の損壊等によ り 当該森林への到達が困難と なったと き

③　 当該森林の土地が公用、 公共用又は公益事業の用に供さ れる と き

（ 12） 損害の賠償

①　 乙は、 乙の責めに帰すべき 事由によ って甲に不利益を生じ さ せたと き には、 その不利益に相当する 額を支払う も のと する 。

②　 乙の責めに帰すこ と のでき ない事由によ って甲に不利益が生じ たと き は、 乙は損害賠償責任を負わない。

（ 13） 経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における 清算の方法

経営管理権の存続期間の満了し た場合において、 甲と 乙と の間で金銭の支払は生じ ないと と も に、 立木の所有権は甲に帰属する も のと する 。

（ 14） 甲の通知及び届出

①　 甲は、 当該森林について、 第三者に権利を移転若し く は設定する 場合には、 あら かじ め乙にその旨を通知し なければなら ない。

②　 甲及び甲の相続人又は受遺者は、 当該森林について権利の喪失があった場合、 甲が住所又は名称を変更し た場合、 甲が死亡し た場合その他当該経営管理権集積計画を変更する 必要がある 場合は遅滞なく 乙に申し 出る

も のと する 。

（ 15） 経営管理実施権配分計画の作成

①　 乙は、 甲から 経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこ の経営管理権集積計画の内容に適合する 限り において、 甲の同意を要さ ずに、 経営管理実施権配分計画を作成し 、 乙が選定し た民間事業者に当

　 該森林の経営管理実施権を、 甲及び乙に経営管理受益権を設定する こ と ができ る 。

②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合、 経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する 義務を負い、 甲は経営管理実施権者に義務履行を求める こ と ができ る 。 なお、 乙は、 経営管理実施権者に対し て当該森

　 林の経営管理の状況等について年１ 回の報告を徴収する 義務のみを負う 。

③　 甲が経営管理実施権配分計画によ り 設定さ れた経営管理受益権に基づき 経営管理実施権者から 支払を受けたと き は、 当該支払を受けた額の限度で、 当該経営管理受益権に係る 森林に関する 経営管理権集積計画によ り

　 設定さ れた経営管理受益権に基づき 乙から 支払を受けたも のと みなす。

（ 16） その他

　 こ の経営管理権集積計画に定めのない事項及びこ の経営管理権集積計画に疑義が生じ たと き は、 甲、 乙が協議し て定める 。
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（ 経営管理実施権が設定さ れる 場合）

別添１ 　 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容（ Ｃ ）

別添２ 　 木材の販売によ る 収益から 伐採等に要する 経費を控除し てなお利益がある 場合において甲に支払われる べき 金銭（ Ｄ ） の額の算定方法

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
○　 経営管理実施権者が利用間伐、 木材の販売、 森林の保護等の全部又は一部を実施する も のと し 、 その方法は経営管理実施権を設定する 前に乙及び経営管理実施権者で協議し て決める も のと する 。
○　 経営管理実施権者は利用間伐の実施に当たって、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 経営管理実施権者は火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
○　 乙は、 存続期間中に間伐等を１ 回実施する も のと する 。 なお、 実施にあたっては、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 乙は、 火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う 。

　 ＜時期・ 相手方及び方法＞

　 　 ○　 乙から 甲に対し て金銭の支払は行わない。

別添３ 　 甲にＤ を支払う べき 時期、 相手方及び方法

（ 経営管理実施権が設定さ れない場合）

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 利用間伐について甲に支払われる べき 金銭の額は、 木材の販売によ る 収益の額から 利用間伐に係る 経費及び木材の販売に係る 経費と し て乙が算定し た額を控除し た額と する 。

（ ２ ． 木材の販売収益の額の算定方法）
○　 利用間伐に係る 木材の販売収益については、 実際に木材を販売し て得ら れた収益の額と する 。

（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法）
○　 乙が算定する 利用間伐に係る 経費については、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た経費の見積額に記載し た木材生産単価に実際の木材生産量を掛けて算出し た額と 実際に運材
に要し た経費の合計と する 。
○　 乙が算定する 利用間伐が実施さ れた場合における 木材の販売に係る 経費については、 実際に木材の販売に要し た経費の額と する 。
〇　 乙が算定する 森林保険の保険料については、 森林保険を付保する 期間に必要な保険料の合計と し て、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た見積額と する 。

（ ４ ． 留意事項）
○　 経営管理実施権者が経営管理を行う ために要し た経費の実費が上記（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法） によ り 算定さ れた経費の額を上回る 場合については、 その差額は経営管理実施権者が負担する も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 経営管理権に基づき 乙が実施する 間伐の結果生じ た木材の販売によ る 収益は乙のも のと する 。

（ ２ ． 留意事項）
○　 乙が経営管理を行う ために要し た経費は乙が負担する も のと する 。

　 ＜時期＞

　 　 ○　 経営管理実施権者から 甲に対する Ｄ の支払については、 伐採後、 木材の販売収入額が確定後速やかに行う も のと する 。

　 ＜相手方及び方法＞

　 　 ○　 次の支払先に支払う も のと する 。

　 　 　 　 （ 支払先） 　 甲の指定する 口座
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　 １ 　 個別事項

（ 名称） 鹿児島市長　 下鶴　 隆央 （ 所在地） 鹿児島市山下町１ １ 番１ 号

（ 氏名又は名称） （ 住所又は所在地）

こ の計画に同意する 。

権利の設定を受ける 市町村（ 乙） 住　 　 　 所（ 同上） 印

権利を設定する 森林の森林所有者（ 甲） 住　 　 　 所（ 同上）

鹿児島市長　 下鶴　 隆央

10

9

8

7

6

5

4

3

1 平田町 6644 5 ｲ002 山林

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理番
号

鹿R6集-松7
経営管理権の設定を 受ける 市町村（ 乙）

経営管理権を 設定する 森林の森林所有者（ 甲）

乙が経営管理権の設定を受ける 森林（ Ａ ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（ 終期）
（ Ｂ ）

経営管理
権に基づ
いて行わ
れる 経営
管理の内
容（ Ｃ ）

木材の販
売によ る
収益から
伐採等に
要する 経
費を控除
し てなお
利益があ
る 場合に
おいて甲
に支払わ
れる べき

金銭
（ Ｄ ） の
額の算定

方法

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

乙が甲に
Ｄ を支払
う べき 時
期、 相手
方及び方

法

経営管理権を設定する 森林の甲以外の権原者（ Ｅ ）

備考

2

番号 所　 在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

0. 09 ス ギ 50
公告の日か

ら
2034. 3. 31

別添2

参照

別添1

参照

別添3

参照
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２ 　 共通事項

こ の経営管理権集積計画の定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権及び経営管理受益権は、 １ の個別事項に定める も ののほか、 次に定める と こ ろによ る 。

（ １ ） 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容

　 乙は、 １ の個別事項に記載さ れた森林（ 以下「 当該森林」 と いう 。 ） の経営管理のため、 １ の個別事項に定める と こ ろによ り 立木の伐採及び木材の販売、 造林並びに保育（ 以下「 伐採等」 と いう 。 ） を実施し 、 木材の

販売によ る 収益（ 以下「 販売収益」 と いう 。 ） を収受する と と も に、 販売収益から 伐採等に要する 経費（ 各経費に関し て補助金がある 場合は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合

は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合にその一部を甲に支払う 事業を実施する こ と

（ ２ ） 受託者の義務

　 ①　 経営管理実施権配分計画が定めら れない場合には、 乙は、 自己の財産に対する のと 同一の注意義務をも って経営管理を行う 義務を負う 。

　 ②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合には、 経営管理実施権配分計画によ り 経営管理実施権の設定を受ける 者（ 以下「 経営管理実施権者」 と いう 。 ） は甲に善管注意義務を負い、 甲は、 当該経営管理実施権配

　 　 分計画の定める 事項について、 経営管理実施権者に対し て義務の履行を求める こ と ができ る 。 ま た、 乙はこ の経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定さ れた報告徴収の権限の範囲内において、 経

　 　 営管理実施権者に対する 監督責任のみを負う 。

　 　

（ ３ ） 経営管理権の対象と する 森林

　 当該森林にある 立木竹は、 甲に帰属する 。

（ ４ ） 経営管理権及び経営管理受益権の設定

　 こ の経営管理権集積計画の公告によ り 、 乙に経営管理権が、 甲に経営管理受益権（ 金銭の支払を受ける 権利） が、 それぞれ設定さ れる 。

　 乙に設定さ れた経営管理権は、 こ の公告の後において当該森林の森林所有者と なった者（ 国その他の森林経営管理法施行規則に定めら れた者を除く 。 ） に対し ても 、 その効力がある も のと する 。

（ ５ ） 租税公課の負担

　 甲は、 経営管理権が設定さ れた森林に対する 固定資産税その他の租税を負担する 。

（ ６ ） 経営管理権の設定等の条件

①　 乙は、 甲が次のいずれかに該当する 場合には、 こ の経営管理権集積計画のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

　 ア　 甲が偽り その他不正な手段によ り 乙に経営管理権集積計画を定めさ せたこ と が判明し た場合

　 イ 　 甲が当該森林に係る 権原を有し なく なった場合

②　 乙は、 災害その他の事由によ り 当該森林において（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が著し く 困難と なったと き は、 気象災等によ り 被害が発生し て( ９ ） 、 ( 10) によ り 復旧を行う 場合を除き 、 こ の経営管理権集積計画

　 のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

③　 甲は、 １ の個別事項に定める 経営管理権の存続期間の中途において解約し よ う と する 場合は、 乙の同意を得る も のと する 。

④　 甲及び乙は、 こ の経営管理権集積計画に定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権に関する 事項は変更し ないも のと する 。

（ ７ ） 森林への立入り 及び施設の利用等

①　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) 、 （ 15） に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林に随時立ち入り 、 若し く は乙以外の者を立ち入ら せ、 又は当該森林に設定さ れた路網その他の施設を使用し 、 若し く は乙以外の者

　 に使用さ せる こ と ができ る 。

②　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し 、 又は乙以外の者に設置さ せる こ と ができ る 。 こ の場合において、 乙は、 当該設置さ れた施設の維持

　 管理を行う も のと する 。

（ ８ ） 甲への通知

　 当該森林について販売収益が生じ た場合、 経営管理実施権が設定さ れないと き には乙が（ 経営管理実施権が設定さ れる と き には経営管理実施権者が） 甲に対し て販売収益、 伐採等に要し た経費等に係る 明細書を通知す

る も のと する 。

（ ９ ） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れなかった場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 乙が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 乙の協議によ り 定める 。

②　 乙は、 乙の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と ができ る こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は乙がこ れを行う も のと する 。

③　 乙が②によ り 森林保険を付保し た場合であって、 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある と き には、 甲は当該保険金の請求及び受領を乙に委任する も のと し 、 乙が当該保険金を復旧

　 の用に供する ため、 甲は当該保険金全額を乙に帰属さ せる も のと する 。
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（ 10） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れた場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 経営管理実施権者が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 経営管理実施権者の協議によ り 定める 。

②　 経営管理実施権者は、 経営管理実施権者の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は経営管理実施

　 　 権者がこ れを行う も のと する 。

③　 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある 場合、 甲は当該保険金の請求及び受領を経営管理実施権者に委任する も のと し 、 経営管理実施権者が当該保険金を復旧の用に供する ため、 甲

　 　 は当該保険金全額を経営管理実施権者に帰属さ せる も のと する 。

（ 11） 災害等によ る 経営又は管理の不実施

　 次に掲げる 場合において、 （ １ ） に掲げる 事項を実施する 予定の森林について（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が不可能又は不適当になったと き は、 乙は、 当該事項の一部又は全部を実施し ないこ と ができ る 。

①　 災害その他の原因によ り 当該森林の全部又は一部が損壊し たと き

②　 路網の損壊等によ り 当該森林への到達が困難と なったと き

③　 当該森林の土地が公用、 公共用又は公益事業の用に供さ れる と き

（ 12） 損害の賠償

①　 乙は、 乙の責めに帰すべき 事由によ って甲に不利益を生じ さ せたと き には、 その不利益に相当する 額を支払う も のと する 。

②　 乙の責めに帰すこ と のでき ない事由によ って甲に不利益が生じ たと き は、 乙は損害賠償責任を負わない。

（ 13） 経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における 清算の方法

経営管理権の存続期間の満了し た場合において、 甲と 乙と の間で金銭の支払は生じ ないと と も に、 立木の所有権は甲に帰属する も のと する 。

（ 14） 甲の通知及び届出

①　 甲は、 当該森林について、 第三者に権利を移転若し く は設定する 場合には、 あら かじ め乙にその旨を通知し なければなら ない。

②　 甲及び甲の相続人又は受遺者は、 当該森林について権利の喪失があった場合、 甲が住所又は名称を変更し た場合、 甲が死亡し た場合その他当該経営管理権集積計画を変更する 必要がある 場合は遅滞なく 乙に申し 出る

も のと する 。

（ 15） 経営管理実施権配分計画の作成

①　 乙は、 甲から 経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこ の経営管理権集積計画の内容に適合する 限り において、 甲の同意を要さ ずに、 経営管理実施権配分計画を作成し 、 乙が選定し た民間事業者に当

　 該森林の経営管理実施権を、 甲及び乙に経営管理受益権を設定する こ と ができ る 。

②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合、 経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する 義務を負い、 甲は経営管理実施権者に義務履行を求める こ と ができ る 。 なお、 乙は、 経営管理実施権者に対し て当該森

　 林の経営管理の状況等について年１ 回の報告を徴収する 義務のみを負う 。

③　 甲が経営管理実施権配分計画によ り 設定さ れた経営管理受益権に基づき 経営管理実施権者から 支払を受けたと き は、 当該支払を受けた額の限度で、 当該経営管理受益権に係る 森林に関する 経営管理権集積計画によ り

　 設定さ れた経営管理受益権に基づき 乙から 支払を受けたも のと みなす。

（ 16） その他

　 こ の経営管理権集積計画に定めのない事項及びこ の経営管理権集積計画に疑義が生じ たと き は、 甲、 乙が協議し て定める 。
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（ 経営管理実施権が設定さ れる 場合）

別添１ 　 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容（ Ｃ ）

別添２ 　 木材の販売によ る 収益から 伐採等に要する 経費を控除し てなお利益がある 場合において甲に支払われる べき 金銭（ Ｄ ） の額の算定方法

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
○　 経営管理実施権者が利用間伐、 木材の販売、 森林の保護等の全部又は一部を実施する も のと し 、 その方法は経営管理実施権を設定する 前に乙及び経営管理実施権者で協議し て決める も のと する 。
○　 経営管理実施権者は利用間伐の実施に当たって、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 経営管理実施権者は火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
○　 乙は、 存続期間中に間伐等を１ 回実施する も のと する 。 なお、 実施にあたっては、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 乙は、 火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う 。

　 ＜時期・ 相手方及び方法＞

　 　 ○　 乙から 甲に対し て金銭の支払は行わない。

別添３ 　 甲にＤ を支払う べき 時期、 相手方及び方法

（ 経営管理実施権が設定さ れない場合）

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 利用間伐について甲に支払われる べき 金銭の額は、 木材の販売によ る 収益の額から 利用間伐に係る 経費及び木材の販売に係る 経費と し て乙が算定し た額を控除し た額と する 。

（ ２ ． 木材の販売収益の額の算定方法）
○　 利用間伐に係る 木材の販売収益については、 実際に木材を販売し て得ら れた収益の額と する 。

（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法）
○　 乙が算定する 利用間伐に係る 経費については、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た経費の見積額に記載し た木材生産単価に実際の木材生産量を掛けて算出し た額と 実際に運材
に要し た経費の合計と する 。
○　 乙が算定する 利用間伐が実施さ れた場合における 木材の販売に係る 経費については、 実際に木材の販売に要し た経費の額と する 。
〇　 乙が算定する 森林保険の保険料については、 森林保険を付保する 期間に必要な保険料の合計と し て、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た見積額と する 。

（ ４ ． 留意事項）
○　 経営管理実施権者が経営管理を行う ために要し た経費の実費が上記（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法） によ り 算定さ れた経費の額を上回る 場合については、 その差額は経営管理実施権者が負担する も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 経営管理権に基づき 乙が実施する 間伐の結果生じ た木材の販売によ る 収益は乙のも のと する 。

（ ２ ． 留意事項）
○　 乙が経営管理を行う ために要し た経費は乙が負担する も のと する 。

　 ＜時期＞

　 　 ○　 経営管理実施権者から 甲に対する Ｄ の支払については、 伐採後、 木材の販売収入額が確定後速やかに行う も のと する 。

　 ＜相手方及び方法＞

　 　 ○　 次の支払先に支払う も のと する 。

　 　 　 　 （ 支払先） 　 甲の指定する 口座
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　 １ 　 個別事項

（ 名称） 鹿児島市長　 下鶴　 隆央 （ 所在地） 鹿児島市山下町１ １ 番１ 号

（ 氏名又は名称） （ 住所又は所在地）

こ の計画に同意する 。

権利の設定を受ける 市町村（ 乙） 住　 　 　 所（ 同上） 印

権利を設定する 森林の森林所有者（ 甲） 住　 　 　 所（ 同上）

鹿児島市長　 下鶴　 隆央

10

9

8

7

6

5

4

0. 25 ヒ ノ キ 503 平田町 6647 5 ｲ006ｱ 山林

0. 44 ス ギ 45 同上 同上

同上 同上

1 平田町 6645-1 5 ｲ003ｲ 山林

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理番
号

鹿R6集-松8
経営管理権の設定を 受ける 市町村（ 乙）

経営管理権を 設定する 森林の森林所有者（ 甲）

乙が経営管理権の設定を受ける 森林（ Ａ ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（ 終期）
（ Ｂ ）

経営管理
権に基づ
いて行わ
れる 経営
管理の内
容（ Ｃ ）

木材の販
売によ る
収益から
伐採等に
要する 経
費を控除
し てなお
利益があ
る 場合に
おいて甲
に支払わ
れる べき

金銭
（ Ｄ ） の
額の算定

方法

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

乙が甲に
Ｄ を支払
う べき 時
期、 相手
方及び方

法

経営管理権を設定する 森林の甲以外の権原者（ Ｅ ）

備考

2

番号 所　 在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

平田町 6645-2 5 ｲ004 山林

0. 7 ス ギ 50
公告の日か

ら
2034. 3. 31

別添2

参照

別添1

参照

別添3

参照
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２ 　 共通事項

こ の経営管理権集積計画の定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権及び経営管理受益権は、 １ の個別事項に定める も ののほか、 次に定める と こ ろによ る 。

（ １ ） 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容

　 乙は、 １ の個別事項に記載さ れた森林（ 以下「 当該森林」 と いう 。 ） の経営管理のため、 １ の個別事項に定める と こ ろによ り 立木の伐採及び木材の販売、 造林並びに保育（ 以下「 伐採等」 と いう 。 ） を実施し 、 木材の

販売によ る 収益（ 以下「 販売収益」 と いう 。 ） を収受する と と も に、 販売収益から 伐採等に要する 経費（ 各経費に関し て補助金がある 場合は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合

は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合にその一部を甲に支払う 事業を実施する こ と

（ ２ ） 受託者の義務

　 ①　 経営管理実施権配分計画が定めら れない場合には、 乙は、 自己の財産に対する のと 同一の注意義務をも って経営管理を行う 義務を負う 。

　 ②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合には、 経営管理実施権配分計画によ り 経営管理実施権の設定を受ける 者（ 以下「 経営管理実施権者」 と いう 。 ） は甲に善管注意義務を負い、 甲は、 当該経営管理実施権配

　 　 分計画の定める 事項について、 経営管理実施権者に対し て義務の履行を求める こ と ができ る 。 ま た、 乙はこ の経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定さ れた報告徴収の権限の範囲内において、 経

　 　 営管理実施権者に対する 監督責任のみを負う 。

　 　

（ ３ ） 経営管理権の対象と する 森林

　 当該森林にある 立木竹は、 甲に帰属する 。

（ ４ ） 経営管理権及び経営管理受益権の設定

　 こ の経営管理権集積計画の公告によ り 、 乙に経営管理権が、 甲に経営管理受益権（ 金銭の支払を受ける 権利） が、 それぞれ設定さ れる 。

　 乙に設定さ れた経営管理権は、 こ の公告の後において当該森林の森林所有者と なった者（ 国その他の森林経営管理法施行規則に定めら れた者を除く 。 ） に対し ても 、 その効力がある も のと する 。

（ ５ ） 租税公課の負担

　 甲は、 経営管理権が設定さ れた森林に対する 固定資産税その他の租税を負担する 。

（ ６ ） 経営管理権の設定等の条件

①　 乙は、 甲が次のいずれかに該当する 場合には、 こ の経営管理権集積計画のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

　 ア　 甲が偽り その他不正な手段によ り 乙に経営管理権集積計画を定めさ せたこ と が判明し た場合

　 イ 　 甲が当該森林に係る 権原を有し なく なった場合

②　 乙は、 災害その他の事由によ り 当該森林において（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が著し く 困難と なったと き は、 気象災等によ り 被害が発生し て( ９ ） 、 ( 10) によ り 復旧を行う 場合を除き 、 こ の経営管理権集積計画

　 のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

③　 甲は、 １ の個別事項に定める 経営管理権の存続期間の中途において解約し よ う と する 場合は、 乙の同意を得る も のと する 。

④　 甲及び乙は、 こ の経営管理権集積計画に定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権に関する 事項は変更し ないも のと する 。

（ ７ ） 森林への立入り 及び施設の利用等

①　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) 、 （ 15） に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林に随時立ち入り 、 若し く は乙以外の者を立ち入ら せ、 又は当該森林に設定さ れた路網その他の施設を使用し 、 若し く は乙以外の者

　 に使用さ せる こ と ができ る 。

②　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し 、 又は乙以外の者に設置さ せる こ と ができ る 。 こ の場合において、 乙は、 当該設置さ れた施設の維持

　 管理を行う も のと する 。

（ ８ ） 甲への通知

　 当該森林について販売収益が生じ た場合、 経営管理実施権が設定さ れないと き には乙が（ 経営管理実施権が設定さ れる と き には経営管理実施権者が） 甲に対し て販売収益、 伐採等に要し た経費等に係る 明細書を通知す

る も のと する 。

（ ９ ） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れなかった場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 乙が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 乙の協議によ り 定める 。

②　 乙は、 乙の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と ができ る こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は乙がこ れを行う も のと する 。

③　 乙が②によ り 森林保険を付保し た場合であって、 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある と き には、 甲は当該保険金の請求及び受領を乙に委任する も のと し 、 乙が当該保険金を復旧

　 の用に供する ため、 甲は当該保険金全額を乙に帰属さ せる も のと する 。
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（ 10） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れた場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 経営管理実施権者が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 経営管理実施権者の協議によ り 定める 。

②　 経営管理実施権者は、 経営管理実施権者の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は経営管理実施

　 　 権者がこ れを行う も のと する 。

③　 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある 場合、 甲は当該保険金の請求及び受領を経営管理実施権者に委任する も のと し 、 経営管理実施権者が当該保険金を復旧の用に供する ため、 甲

　 　 は当該保険金全額を経営管理実施権者に帰属さ せる も のと する 。

（ 11） 災害等によ る 経営又は管理の不実施

　 次に掲げる 場合において、 （ １ ） に掲げる 事項を実施する 予定の森林について（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が不可能又は不適当になったと き は、 乙は、 当該事項の一部又は全部を実施し ないこ と ができ る 。

①　 災害その他の原因によ り 当該森林の全部又は一部が損壊し たと き

②　 路網の損壊等によ り 当該森林への到達が困難と なったと き

③　 当該森林の土地が公用、 公共用又は公益事業の用に供さ れる と き

（ 12） 損害の賠償

①　 乙は、 乙の責めに帰すべき 事由によ って甲に不利益を生じ さ せたと き には、 その不利益に相当する 額を支払う も のと する 。

②　 乙の責めに帰すこ と のでき ない事由によ って甲に不利益が生じ たと き は、 乙は損害賠償責任を負わない。

（ 13） 経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における 清算の方法

経営管理権の存続期間の満了し た場合において、 甲と 乙と の間で金銭の支払は生じ ないと と も に、 立木の所有権は甲に帰属する も のと する 。

（ 14） 甲の通知及び届出

①　 甲は、 当該森林について、 第三者に権利を移転若し く は設定する 場合には、 あら かじ め乙にその旨を通知し なければなら ない。

②　 甲及び甲の相続人又は受遺者は、 当該森林について権利の喪失があった場合、 甲が住所又は名称を変更し た場合、 甲が死亡し た場合その他当該経営管理権集積計画を変更する 必要がある 場合は遅滞なく 乙に申し 出る

も のと する 。

（ 15） 経営管理実施権配分計画の作成

①　 乙は、 甲から 経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこ の経営管理権集積計画の内容に適合する 限り において、 甲の同意を要さ ずに、 経営管理実施権配分計画を作成し 、 乙が選定し た民間事業者に当

　 該森林の経営管理実施権を、 甲及び乙に経営管理受益権を設定する こ と ができ る 。

②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合、 経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する 義務を負い、 甲は経営管理実施権者に義務履行を求める こ と ができ る 。 なお、 乙は、 経営管理実施権者に対し て当該森

　 林の経営管理の状況等について年１ 回の報告を徴収する 義務のみを負う 。

③　 甲が経営管理実施権配分計画によ り 設定さ れた経営管理受益権に基づき 経営管理実施権者から 支払を受けたと き は、 当該支払を受けた額の限度で、 当該経営管理受益権に係る 森林に関する 経営管理権集積計画によ り

　 設定さ れた経営管理受益権に基づき 乙から 支払を受けたも のと みなす。

（ 16） その他

　 こ の経営管理権集積計画に定めのない事項及びこ の経営管理権集積計画に疑義が生じ たと き は、 甲、 乙が協議し て定める 。
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（ 経営管理実施権が設定さ れる 場合）

別添１ 　 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容（ Ｃ ）

別添２ 　 木材の販売によ る 収益から 伐採等に要する 経費を控除し てなお利益がある 場合において甲に支払われる べき 金銭（ Ｄ ） の額の算定方法

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
○　 経営管理実施権者が利用間伐、 木材の販売、 森林の保護等の全部又は一部を実施する も のと し 、 その方法は経営管理実施権を設定する 前に乙及び経営管理実施権者で協議し て決める も のと する 。
○　 経営管理実施権者は利用間伐の実施に当たって、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 経営管理実施権者は火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
○　 乙は、 存続期間中に間伐等を１ 回実施する も のと する 。 なお、 実施にあたっては、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 乙は、 火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う 。

　 ＜時期・ 相手方及び方法＞

　 　 ○　 乙から 甲に対し て金銭の支払は行わない。

別添３ 　 甲にＤ を支払う べき 時期、 相手方及び方法

（ 経営管理実施権が設定さ れない場合）

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 利用間伐について甲に支払われる べき 金銭の額は、 木材の販売によ る 収益の額から 利用間伐に係る 経費及び木材の販売に係る 経費と し て乙が算定し た額を控除し た額と する 。

（ ２ ． 木材の販売収益の額の算定方法）
○　 利用間伐に係る 木材の販売収益については、 実際に木材を販売し て得ら れた収益の額と する 。

（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法）
○　 乙が算定する 利用間伐に係る 経費については、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た経費の見積額に記載し た木材生産単価に実際の木材生産量を掛けて算出し た額と 実際に運材
に要し た経費の合計と する 。
○　 乙が算定する 利用間伐が実施さ れた場合における 木材の販売に係る 経費については、 実際に木材の販売に要し た経費の額と する 。
〇　 乙が算定する 森林保険の保険料については、 森林保険を付保する 期間に必要な保険料の合計と し て、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た見積額と する 。

（ ４ ． 留意事項）
○　 経営管理実施権者が経営管理を行う ために要し た経費の実費が上記（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法） によ り 算定さ れた経費の額を上回る 場合については、 その差額は経営管理実施権者が負担する も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 経営管理権に基づき 乙が実施する 間伐の結果生じ た木材の販売によ る 収益は乙のも のと する 。

（ ２ ． 留意事項）
○　 乙が経営管理を行う ために要し た経費は乙が負担する も のと する 。

　 ＜時期＞

　 　 ○　 経営管理実施権者から 甲に対する Ｄ の支払については、 伐採後、 木材の販売収入額が確定後速やかに行う も のと する 。

　 ＜相手方及び方法＞

　 　 ○　 次の支払先に支払う も のと する 。

　 　 　 　 （ 支払先） 　 甲の指定する 口座

4/4



　 １ 　 個別事項

（ 名称） 鹿児島市長　 下鶴　 隆央 （ 所在地） 鹿児島市山下町１ １ 番１ 号

（ 氏名又は名称） （ 住所又は所在地）

こ の計画に同意する 。

権利の設定を受ける 市町村（ 乙） 住　 　 　 所（ 同上） 印

権利を設定する 森林の森林所有者（ 甲） 住　 　 　 所（ 同上）

鹿児島市長　 下鶴　 隆央

10

9

8

7

6

5

4

3

1 平田町 6651-1 5 ｵ001ｱ 山林

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理番
号

鹿R6集-松9
経営管理権の設定を 受ける 市町村（ 乙）

経営管理権を 設定する 森林の森林所有者（ 甲）

乙が経営管理権の設定を受ける 森林（ Ａ ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（ 終期）
（ Ｂ ）

経営管理
権に基づ
いて行わ
れる 経営
管理の内
容（ Ｃ ）

木材の販
売によ る
収益から
伐採等に
要する 経
費を控除
し てなお
利益があ
る 場合に
おいて甲
に支払わ
れる べき

金銭
（ Ｄ ） の
額の算定

方法

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

乙が甲に
Ｄ を支払
う べき 時
期、 相手
方及び方

法

経営管理権を設定する 森林の甲以外の権原者（ Ｅ ）

備考

2

番号 所　 在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

0. 21 ス ギ 45
公告の日か

ら
2034. 3. 31

別添2

参照

別添1

参照

別添3

参照
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２ 　 共通事項

こ の経営管理権集積計画の定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権及び経営管理受益権は、 １ の個別事項に定める も ののほか、 次に定める と こ ろによ る 。

（ １ ） 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容

　 乙は、 １ の個別事項に記載さ れた森林（ 以下「 当該森林」 と いう 。 ） の経営管理のため、 １ の個別事項に定める と こ ろによ り 立木の伐採及び木材の販売、 造林並びに保育（ 以下「 伐採等」 と いう 。 ） を実施し 、 木材の

販売によ る 収益（ 以下「 販売収益」 と いう 。 ） を収受する と と も に、 販売収益から 伐採等に要する 経費（ 各経費に関し て補助金がある 場合は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合

は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合にその一部を甲に支払う 事業を実施する こ と

（ ２ ） 受託者の義務

　 ①　 経営管理実施権配分計画が定めら れない場合には、 乙は、 自己の財産に対する のと 同一の注意義務をも って経営管理を行う 義務を負う 。

　 ②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合には、 経営管理実施権配分計画によ り 経営管理実施権の設定を受ける 者（ 以下「 経営管理実施権者」 と いう 。 ） は甲に善管注意義務を負い、 甲は、 当該経営管理実施権配

　 　 分計画の定める 事項について、 経営管理実施権者に対し て義務の履行を求める こ と ができ る 。 ま た、 乙はこ の経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定さ れた報告徴収の権限の範囲内において、 経

　 　 営管理実施権者に対する 監督責任のみを負う 。

　 　

（ ３ ） 経営管理権の対象と する 森林

　 当該森林にある 立木竹は、 甲に帰属する 。

（ ４ ） 経営管理権及び経営管理受益権の設定

　 こ の経営管理権集積計画の公告によ り 、 乙に経営管理権が、 甲に経営管理受益権（ 金銭の支払を受ける 権利） が、 それぞれ設定さ れる 。

　 乙に設定さ れた経営管理権は、 こ の公告の後において当該森林の森林所有者と なった者（ 国その他の森林経営管理法施行規則に定めら れた者を除く 。 ） に対し ても 、 その効力がある も のと する 。

（ ５ ） 租税公課の負担

　 甲は、 経営管理権が設定さ れた森林に対する 固定資産税その他の租税を負担する 。

（ ６ ） 経営管理権の設定等の条件

①　 乙は、 甲が次のいずれかに該当する 場合には、 こ の経営管理権集積計画のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

　 ア　 甲が偽り その他不正な手段によ り 乙に経営管理権集積計画を定めさ せたこ と が判明し た場合

　 イ 　 甲が当該森林に係る 権原を有し なく なった場合

②　 乙は、 災害その他の事由によ り 当該森林において（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が著し く 困難と なったと き は、 気象災等によ り 被害が発生し て( ９ ） 、 ( 10) によ り 復旧を行う 場合を除き 、 こ の経営管理権集積計画

　 のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

③　 甲は、 １ の個別事項に定める 経営管理権の存続期間の中途において解約し よ う と する 場合は、 乙の同意を得る も のと する 。

④　 甲及び乙は、 こ の経営管理権集積計画に定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権に関する 事項は変更し ないも のと する 。

（ ７ ） 森林への立入り 及び施設の利用等

①　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) 、 （ 15） に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林に随時立ち入り 、 若し く は乙以外の者を立ち入ら せ、 又は当該森林に設定さ れた路網その他の施設を使用し 、 若し く は乙以外の者

　 に使用さ せる こ と ができ る 。

②　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し 、 又は乙以外の者に設置さ せる こ と ができ る 。 こ の場合において、 乙は、 当該設置さ れた施設の維持

　 管理を行う も のと する 。

（ ８ ） 甲への通知

　 当該森林について販売収益が生じ た場合、 経営管理実施権が設定さ れないと き には乙が（ 経営管理実施権が設定さ れる と き には経営管理実施権者が） 甲に対し て販売収益、 伐採等に要し た経費等に係る 明細書を通知す

る も のと する 。

（ ９ ） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れなかった場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 乙が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 乙の協議によ り 定める 。

②　 乙は、 乙の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と ができ る こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は乙がこ れを行う も のと する 。

③　 乙が②によ り 森林保険を付保し た場合であって、 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある と き には、 甲は当該保険金の請求及び受領を乙に委任する も のと し 、 乙が当該保険金を復旧

　 の用に供する ため、 甲は当該保険金全額を乙に帰属さ せる も のと する 。
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（ 10） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れた場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 経営管理実施権者が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 経営管理実施権者の協議によ り 定める 。

②　 経営管理実施権者は、 経営管理実施権者の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は経営管理実施

　 　 権者がこ れを行う も のと する 。

③　 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある 場合、 甲は当該保険金の請求及び受領を経営管理実施権者に委任する も のと し 、 経営管理実施権者が当該保険金を復旧の用に供する ため、 甲

　 　 は当該保険金全額を経営管理実施権者に帰属さ せる も のと する 。

（ 11） 災害等によ る 経営又は管理の不実施

　 次に掲げる 場合において、 （ １ ） に掲げる 事項を実施する 予定の森林について（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が不可能又は不適当になったと き は、 乙は、 当該事項の一部又は全部を実施し ないこ と ができ る 。

①　 災害その他の原因によ り 当該森林の全部又は一部が損壊し たと き

②　 路網の損壊等によ り 当該森林への到達が困難と なったと き

③　 当該森林の土地が公用、 公共用又は公益事業の用に供さ れる と き

（ 12） 損害の賠償

①　 乙は、 乙の責めに帰すべき 事由によ って甲に不利益を生じ さ せたと き には、 その不利益に相当する 額を支払う も のと する 。

②　 乙の責めに帰すこ と のでき ない事由によ って甲に不利益が生じ たと き は、 乙は損害賠償責任を負わない。

（ 13） 経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における 清算の方法

経営管理権の存続期間の満了し た場合において、 甲と 乙と の間で金銭の支払は生じ ないと と も に、 立木の所有権は甲に帰属する も のと する 。

（ 14） 甲の通知及び届出

①　 甲は、 当該森林について、 第三者に権利を移転若し く は設定する 場合には、 あら かじ め乙にその旨を通知し なければなら ない。

②　 甲及び甲の相続人又は受遺者は、 当該森林について権利の喪失があった場合、 甲が住所又は名称を変更し た場合、 甲が死亡し た場合その他当該経営管理権集積計画を変更する 必要がある 場合は遅滞なく 乙に申し 出る

も のと する 。

（ 15） 経営管理実施権配分計画の作成

①　 乙は、 甲から 経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこ の経営管理権集積計画の内容に適合する 限り において、 甲の同意を要さ ずに、 経営管理実施権配分計画を作成し 、 乙が選定し た民間事業者に当

　 該森林の経営管理実施権を、 甲及び乙に経営管理受益権を設定する こ と ができ る 。

②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合、 経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する 義務を負い、 甲は経営管理実施権者に義務履行を求める こ と ができ る 。 なお、 乙は、 経営管理実施権者に対し て当該森

　 林の経営管理の状況等について年１ 回の報告を徴収する 義務のみを負う 。

③　 甲が経営管理実施権配分計画によ り 設定さ れた経営管理受益権に基づき 経営管理実施権者から 支払を受けたと き は、 当該支払を受けた額の限度で、 当該経営管理受益権に係る 森林に関する 経営管理権集積計画によ り

　 設定さ れた経営管理受益権に基づき 乙から 支払を受けたも のと みなす。

（ 16） その他

　 こ の経営管理権集積計画に定めのない事項及びこ の経営管理権集積計画に疑義が生じ たと き は、 甲、 乙が協議し て定める 。
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（ 経営管理実施権が設定さ れる 場合）

別添１ 　 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容（ Ｃ ）

別添２ 　 木材の販売によ る 収益から 伐採等に要する 経費を控除し てなお利益がある 場合において甲に支払われる べき 金銭（ Ｄ ） の額の算定方法

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
○　 経営管理実施権者が利用間伐、 木材の販売、 森林の保護等の全部又は一部を実施する も のと し 、 その方法は経営管理実施権を設定する 前に乙及び経営管理実施権者で協議し て決める も のと する 。
○　 経営管理実施権者は利用間伐の実施に当たって、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 経営管理実施権者は火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
○　 乙は、 存続期間中に間伐等を１ 回実施する も のと する 。 なお、 実施にあたっては、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 乙は、 火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う 。

　 ＜時期・ 相手方及び方法＞

　 　 ○　 乙から 甲に対し て金銭の支払は行わない。

別添３ 　 甲にＤ を支払う べき 時期、 相手方及び方法

（ 経営管理実施権が設定さ れない場合）

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 利用間伐について甲に支払われる べき 金銭の額は、 木材の販売によ る 収益の額から 利用間伐に係る 経費及び木材の販売に係る 経費と し て乙が算定し た額を控除し た額と する 。

（ ２ ． 木材の販売収益の額の算定方法）
○　 利用間伐に係る 木材の販売収益については、 実際に木材を販売し て得ら れた収益の額と する 。

（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法）
○　 乙が算定する 利用間伐に係る 経費については、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た経費の見積額に記載し た木材生産単価に実際の木材生産量を掛けて算出し た額と 実際に運材
に要し た経費の合計と する 。
○　 乙が算定する 利用間伐が実施さ れた場合における 木材の販売に係る 経費については、 実際に木材の販売に要し た経費の額と する 。
〇　 乙が算定する 森林保険の保険料については、 森林保険を付保する 期間に必要な保険料の合計と し て、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た見積額と する 。

（ ４ ． 留意事項）
○　 経営管理実施権者が経営管理を行う ために要し た経費の実費が上記（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法） によ り 算定さ れた経費の額を上回る 場合については、 その差額は経営管理実施権者が負担する も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 経営管理権に基づき 乙が実施する 間伐の結果生じ た木材の販売によ る 収益は乙のも のと する 。

（ ２ ． 留意事項）
○　 乙が経営管理を行う ために要し た経費は乙が負担する も のと する 。

　 ＜時期＞

　 　 ○　 経営管理実施権者から 甲に対する Ｄ の支払については、 伐採後、 木材の販売収入額が確定後速やかに行う も のと する 。

　 ＜相手方及び方法＞

　 　 ○　 次の支払先に支払う も のと する 。

　 　 　 　 （ 支払先） 　 甲の指定する 口座
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　 １ 　 個別事項

（ 名称） 鹿児島市長　 下鶴　 隆央 （ 所在地） 鹿児島市山下町１ １ 番１ 号

（ 氏名又は名称） （ 住所又は所在地）

こ の計画に同意する 。

権利の設定を受ける 市町村（ 乙） 住　 　 　 所（ 同上） 印

権利を設定する 森林の森林所有者（ 甲） 住　 　 　 所（ 同上）

鹿児島市長　 下鶴　 隆央

10

9

8

7

6

5

4

0. 01 ス ギ 433 平田町 6725-7 5 ｷ007 原野

0. 04 ス ギ 40 同上 同上

同上 同上

1 平田町 6692-2 5 ｵ016ｱ 山林

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理番
号

鹿R6集-松10
経営管理権の設定を 受ける 市町村（ 乙）

経営管理権を 設定する 森林の森林所有者（ 甲）

乙が経営管理権の設定を受ける 森林（ Ａ ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（ 終期）
（ Ｂ ）

経営管理
権に基づ
いて行わ
れる 経営
管理の内
容（ Ｃ ）

木材の販
売によ る
収益から
伐採等に
要する 経
費を控除
し てなお
利益があ
る 場合に
おいて甲
に支払わ
れる べき

金銭
（ Ｄ ） の
額の算定

方法

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

乙が甲に
Ｄ を支払
う べき 時
期、 相手
方及び方

法

経営管理権を設定する 森林の甲以外の権原者（ Ｅ ）

備考

2

番号 所　 在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

平田町 6723-1 5 ｷ001 山林

0. 37 ス ギ 45
公告の日か

ら
2034. 3. 31

別添2

参照

別添1

参照

別添3

参照
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２ 　 共通事項

こ の経営管理権集積計画の定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権及び経営管理受益権は、 １ の個別事項に定める も ののほか、 次に定める と こ ろによ る 。

（ １ ） 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容

　 乙は、 １ の個別事項に記載さ れた森林（ 以下「 当該森林」 と いう 。 ） の経営管理のため、 １ の個別事項に定める と こ ろによ り 立木の伐採及び木材の販売、 造林並びに保育（ 以下「 伐採等」 と いう 。 ） を実施し 、 木材の

販売によ る 収益（ 以下「 販売収益」 と いう 。 ） を収受する と と も に、 販売収益から 伐採等に要する 経費（ 各経費に関し て補助金がある 場合は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合

は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合にその一部を甲に支払う 事業を実施する こ と

（ ２ ） 受託者の義務

　 ①　 経営管理実施権配分計画が定めら れない場合には、 乙は、 自己の財産に対する のと 同一の注意義務をも って経営管理を行う 義務を負う 。

　 ②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合には、 経営管理実施権配分計画によ り 経営管理実施権の設定を受ける 者（ 以下「 経営管理実施権者」 と いう 。 ） は甲に善管注意義務を負い、 甲は、 当該経営管理実施権配

　 　 分計画の定める 事項について、 経営管理実施権者に対し て義務の履行を求める こ と ができ る 。 ま た、 乙はこ の経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定さ れた報告徴収の権限の範囲内において、 経

　 　 営管理実施権者に対する 監督責任のみを負う 。

　 　

（ ３ ） 経営管理権の対象と する 森林

　 当該森林にある 立木竹は、 甲に帰属する 。

（ ４ ） 経営管理権及び経営管理受益権の設定

　 こ の経営管理権集積計画の公告によ り 、 乙に経営管理権が、 甲に経営管理受益権（ 金銭の支払を受ける 権利） が、 それぞれ設定さ れる 。

　 乙に設定さ れた経営管理権は、 こ の公告の後において当該森林の森林所有者と なった者（ 国その他の森林経営管理法施行規則に定めら れた者を除く 。 ） に対し ても 、 その効力がある も のと する 。

（ ５ ） 租税公課の負担

　 甲は、 経営管理権が設定さ れた森林に対する 固定資産税その他の租税を負担する 。

（ ６ ） 経営管理権の設定等の条件

①　 乙は、 甲が次のいずれかに該当する 場合には、 こ の経営管理権集積計画のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

　 ア　 甲が偽り その他不正な手段によ り 乙に経営管理権集積計画を定めさ せたこ と が判明し た場合

　 イ 　 甲が当該森林に係る 権原を有し なく なった場合

②　 乙は、 災害その他の事由によ り 当該森林において（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が著し く 困難と なったと き は、 気象災等によ り 被害が発生し て( ９ ） 、 ( 10) によ り 復旧を行う 場合を除き 、 こ の経営管理権集積計画

　 のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

③　 甲は、 １ の個別事項に定める 経営管理権の存続期間の中途において解約し よ う と する 場合は、 乙の同意を得る も のと する 。

④　 甲及び乙は、 こ の経営管理権集積計画に定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権に関する 事項は変更し ないも のと する 。

（ ７ ） 森林への立入り 及び施設の利用等

①　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) 、 （ 15） に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林に随時立ち入り 、 若し く は乙以外の者を立ち入ら せ、 又は当該森林に設定さ れた路網その他の施設を使用し 、 若し く は乙以外の者

　 に使用さ せる こ と ができ る 。

②　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し 、 又は乙以外の者に設置さ せる こ と ができ る 。 こ の場合において、 乙は、 当該設置さ れた施設の維持

　 管理を行う も のと する 。

（ ８ ） 甲への通知

　 当該森林について販売収益が生じ た場合、 経営管理実施権が設定さ れないと き には乙が（ 経営管理実施権が設定さ れる と き には経営管理実施権者が） 甲に対し て販売収益、 伐採等に要し た経費等に係る 明細書を通知す

る も のと する 。

（ ９ ） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れなかった場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 乙が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 乙の協議によ り 定める 。

②　 乙は、 乙の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と ができ る こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は乙がこ れを行う も のと する 。

③　 乙が②によ り 森林保険を付保し た場合であって、 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある と き には、 甲は当該保険金の請求及び受領を乙に委任する も のと し 、 乙が当該保険金を復旧

　 の用に供する ため、 甲は当該保険金全額を乙に帰属さ せる も のと する 。
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（ 10） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れた場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 経営管理実施権者が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 経営管理実施権者の協議によ り 定める 。

②　 経営管理実施権者は、 経営管理実施権者の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は経営管理実施

　 　 権者がこ れを行う も のと する 。

③　 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある 場合、 甲は当該保険金の請求及び受領を経営管理実施権者に委任する も のと し 、 経営管理実施権者が当該保険金を復旧の用に供する ため、 甲

　 　 は当該保険金全額を経営管理実施権者に帰属さ せる も のと する 。

（ 11） 災害等によ る 経営又は管理の不実施

　 次に掲げる 場合において、 （ １ ） に掲げる 事項を実施する 予定の森林について（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が不可能又は不適当になったと き は、 乙は、 当該事項の一部又は全部を実施し ないこ と ができ る 。

①　 災害その他の原因によ り 当該森林の全部又は一部が損壊し たと き

②　 路網の損壊等によ り 当該森林への到達が困難と なったと き

③　 当該森林の土地が公用、 公共用又は公益事業の用に供さ れる と き

（ 12） 損害の賠償

①　 乙は、 乙の責めに帰すべき 事由によ って甲に不利益を生じ さ せたと き には、 その不利益に相当する 額を支払う も のと する 。

②　 乙の責めに帰すこ と のでき ない事由によ って甲に不利益が生じ たと き は、 乙は損害賠償責任を負わない。

（ 13） 経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における 清算の方法

経営管理権の存続期間の満了し た場合において、 甲と 乙と の間で金銭の支払は生じ ないと と も に、 立木の所有権は甲に帰属する も のと する 。

（ 14） 甲の通知及び届出

①　 甲は、 当該森林について、 第三者に権利を移転若し く は設定する 場合には、 あら かじ め乙にその旨を通知し なければなら ない。

②　 甲及び甲の相続人又は受遺者は、 当該森林について権利の喪失があった場合、 甲が住所又は名称を変更し た場合、 甲が死亡し た場合その他当該経営管理権集積計画を変更する 必要がある 場合は遅滞なく 乙に申し 出る

も のと する 。

（ 15） 経営管理実施権配分計画の作成

①　 乙は、 甲から 経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこ の経営管理権集積計画の内容に適合する 限り において、 甲の同意を要さ ずに、 経営管理実施権配分計画を作成し 、 乙が選定し た民間事業者に当

　 該森林の経営管理実施権を、 甲及び乙に経営管理受益権を設定する こ と ができ る 。

②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合、 経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する 義務を負い、 甲は経営管理実施権者に義務履行を求める こ と ができ る 。 なお、 乙は、 経営管理実施権者に対し て当該森

　 林の経営管理の状況等について年１ 回の報告を徴収する 義務のみを負う 。

③　 甲が経営管理実施権配分計画によ り 設定さ れた経営管理受益権に基づき 経営管理実施権者から 支払を受けたと き は、 当該支払を受けた額の限度で、 当該経営管理受益権に係る 森林に関する 経営管理権集積計画によ り

　 設定さ れた経営管理受益権に基づき 乙から 支払を受けたも のと みなす。

（ 16） その他

　 こ の経営管理権集積計画に定めのない事項及びこ の経営管理権集積計画に疑義が生じ たと き は、 甲、 乙が協議し て定める 。
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（ 経営管理実施権が設定さ れる 場合）

別添１ 　 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容（ Ｃ ）

別添２ 　 木材の販売によ る 収益から 伐採等に要する 経費を控除し てなお利益がある 場合において甲に支払われる べき 金銭（ Ｄ ） の額の算定方法

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
○　 経営管理実施権者が利用間伐、 木材の販売、 森林の保護等の全部又は一部を実施する も のと し 、 その方法は経営管理実施権を設定する 前に乙及び経営管理実施権者で協議し て決める も のと する 。
○　 経営管理実施権者は利用間伐の実施に当たって、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 経営管理実施権者は火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
○　 乙は、 存続期間中に間伐等を１ 回実施する も のと する 。 なお、 実施にあたっては、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 乙は、 火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う 。

　 ＜時期・ 相手方及び方法＞

　 　 ○　 乙から 甲に対し て金銭の支払は行わない。

別添３ 　 甲にＤ を支払う べき 時期、 相手方及び方法

（ 経営管理実施権が設定さ れない場合）

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 利用間伐について甲に支払われる べき 金銭の額は、 木材の販売によ る 収益の額から 利用間伐に係る 経費及び木材の販売に係る 経費と し て乙が算定し た額を控除し た額と する 。

（ ２ ． 木材の販売収益の額の算定方法）
○　 利用間伐に係る 木材の販売収益については、 実際に木材を販売し て得ら れた収益の額と する 。

（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法）
○　 乙が算定する 利用間伐に係る 経費については、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た経費の見積額に記載し た木材生産単価に実際の木材生産量を掛けて算出し た額と 実際に運材
に要し た経費の合計と する 。
○　 乙が算定する 利用間伐が実施さ れた場合における 木材の販売に係る 経費については、 実際に木材の販売に要し た経費の額と する 。
〇　 乙が算定する 森林保険の保険料については、 森林保険を付保する 期間に必要な保険料の合計と し て、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た見積額と する 。

（ ４ ． 留意事項）
○　 経営管理実施権者が経営管理を行う ために要し た経費の実費が上記（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法） によ り 算定さ れた経費の額を上回る 場合については、 その差額は経営管理実施権者が負担する も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 経営管理権に基づき 乙が実施する 間伐の結果生じ た木材の販売によ る 収益は乙のも のと する 。

（ ２ ． 留意事項）
○　 乙が経営管理を行う ために要し た経費は乙が負担する も のと する 。

　 ＜時期＞

　 　 ○　 経営管理実施権者から 甲に対する Ｄ の支払については、 伐採後、 木材の販売収入額が確定後速やかに行う も のと する 。

　 ＜相手方及び方法＞

　 　 ○　 次の支払先に支払う も のと する 。

　 　 　 　 （ 支払先） 　 甲の指定する 口座
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　 １ 　 個別事項

（ 名称） 鹿児島市長　 下鶴　 隆央 （ 所在地） 鹿児島市山下町１ １ 番１ 号

（ 氏名又は名称） （ 住所又は所在地）

こ の計画に同意する 。

権利の設定を受ける 市町村（ 乙） 住　 　 　 所（ 同上） 印

権利を設定する 森林の森林所有者（ 甲） 住　 　 　 所（ 同上）

鹿児島市長　 下鶴　 隆央

10

9

8

7

6

5

4

3

0. 24 ス ギ 52 同上 同上

1 平田町 6797-1 5 ｻ009ｱ 山林

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理番
号

鹿R6集-松11
経営管理権の設定を 受ける 市町村（ 乙）

経営管理権を 設定する 森林の森林所有者（ 甲）

乙が経営管理権の設定を受ける 森林（ Ａ ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（ 終期）
（ Ｂ ）

経営管理
権に基づ
いて行わ
れる 経営
管理の内
容（ Ｃ ）

木材の販
売によ る
収益から
伐採等に
要する 経
費を控除
し てなお
利益があ
る 場合に
おいて甲
に支払わ
れる べき

金銭
（ Ｄ ） の
額の算定

方法

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

乙が甲に
Ｄ を支払
う べき 時
期、 相手
方及び方

法

経営管理権を設定する 森林の甲以外の権原者（ Ｅ ）

備考

2

番号 所　 在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

平田町 6797-1 5 ｻ009ｳ 山林

0. 13 ヒ ノ キ 52
公告の日か

ら
2034. 3. 31

別添2

参照

別添1

参照

別添3

参照
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２ 　 共通事項

こ の経営管理権集積計画の定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権及び経営管理受益権は、 １ の個別事項に定める も ののほか、 次に定める と こ ろによ る 。

（ １ ） 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容

　 乙は、 １ の個別事項に記載さ れた森林（ 以下「 当該森林」 と いう 。 ） の経営管理のため、 １ の個別事項に定める と こ ろによ り 立木の伐採及び木材の販売、 造林並びに保育（ 以下「 伐採等」 と いう 。 ） を実施し 、 木材の

販売によ る 収益（ 以下「 販売収益」 と いう 。 ） を収受する と と も に、 販売収益から 伐採等に要する 経費（ 各経費に関し て補助金がある 場合は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合

は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合にその一部を甲に支払う 事業を実施する こ と

（ ２ ） 受託者の義務

　 ①　 経営管理実施権配分計画が定めら れない場合には、 乙は、 自己の財産に対する のと 同一の注意義務をも って経営管理を行う 義務を負う 。

　 ②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合には、 経営管理実施権配分計画によ り 経営管理実施権の設定を受ける 者（ 以下「 経営管理実施権者」 と いう 。 ） は甲に善管注意義務を負い、 甲は、 当該経営管理実施権配

　 　 分計画の定める 事項について、 経営管理実施権者に対し て義務の履行を求める こ と ができ る 。 ま た、 乙はこ の経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定さ れた報告徴収の権限の範囲内において、 経

　 　 営管理実施権者に対する 監督責任のみを負う 。

　 　

（ ３ ） 経営管理権の対象と する 森林

　 当該森林にある 立木竹は、 甲に帰属する 。

（ ４ ） 経営管理権及び経営管理受益権の設定

　 こ の経営管理権集積計画の公告によ り 、 乙に経営管理権が、 甲に経営管理受益権（ 金銭の支払を受ける 権利） が、 それぞれ設定さ れる 。

　 乙に設定さ れた経営管理権は、 こ の公告の後において当該森林の森林所有者と なった者（ 国その他の森林経営管理法施行規則に定めら れた者を除く 。 ） に対し ても 、 その効力がある も のと する 。

（ ５ ） 租税公課の負担

　 甲は、 経営管理権が設定さ れた森林に対する 固定資産税その他の租税を負担する 。

（ ６ ） 経営管理権の設定等の条件

①　 乙は、 甲が次のいずれかに該当する 場合には、 こ の経営管理権集積計画のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

　 ア　 甲が偽り その他不正な手段によ り 乙に経営管理権集積計画を定めさ せたこ と が判明し た場合

　 イ 　 甲が当該森林に係る 権原を有し なく なった場合

②　 乙は、 災害その他の事由によ り 当該森林において（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が著し く 困難と なったと き は、 気象災等によ り 被害が発生し て( ９ ） 、 ( 10) によ り 復旧を行う 場合を除き 、 こ の経営管理権集積計画

　 のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

③　 甲は、 １ の個別事項に定める 経営管理権の存続期間の中途において解約し よ う と する 場合は、 乙の同意を得る も のと する 。

④　 甲及び乙は、 こ の経営管理権集積計画に定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権に関する 事項は変更し ないも のと する 。

（ ７ ） 森林への立入り 及び施設の利用等

①　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) 、 （ 15） に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林に随時立ち入り 、 若し く は乙以外の者を立ち入ら せ、 又は当該森林に設定さ れた路網その他の施設を使用し 、 若し く は乙以外の者

　 に使用さ せる こ と ができ る 。

②　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し 、 又は乙以外の者に設置さ せる こ と ができ る 。 こ の場合において、 乙は、 当該設置さ れた施設の維持

　 管理を行う も のと する 。

（ ８ ） 甲への通知

　 当該森林について販売収益が生じ た場合、 経営管理実施権が設定さ れないと き には乙が（ 経営管理実施権が設定さ れる と き には経営管理実施権者が） 甲に対し て販売収益、 伐採等に要し た経費等に係る 明細書を通知す

る も のと する 。

（ ９ ） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れなかった場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 乙が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 乙の協議によ り 定める 。

②　 乙は、 乙の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と ができ る こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は乙がこ れを行う も のと する 。

③　 乙が②によ り 森林保険を付保し た場合であって、 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある と き には、 甲は当該保険金の請求及び受領を乙に委任する も のと し 、 乙が当該保険金を復旧

　 の用に供する ため、 甲は当該保険金全額を乙に帰属さ せる も のと する 。
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（ 10） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れた場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 経営管理実施権者が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 経営管理実施権者の協議によ り 定める 。

②　 経営管理実施権者は、 経営管理実施権者の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は経営管理実施

　 　 権者がこ れを行う も のと する 。

③　 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある 場合、 甲は当該保険金の請求及び受領を経営管理実施権者に委任する も のと し 、 経営管理実施権者が当該保険金を復旧の用に供する ため、 甲

　 　 は当該保険金全額を経営管理実施権者に帰属さ せる も のと する 。

（ 11） 災害等によ る 経営又は管理の不実施

　 次に掲げる 場合において、 （ １ ） に掲げる 事項を実施する 予定の森林について（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が不可能又は不適当になったと き は、 乙は、 当該事項の一部又は全部を実施し ないこ と ができ る 。

①　 災害その他の原因によ り 当該森林の全部又は一部が損壊し たと き

②　 路網の損壊等によ り 当該森林への到達が困難と なったと き

③　 当該森林の土地が公用、 公共用又は公益事業の用に供さ れる と き

（ 12） 損害の賠償

①　 乙は、 乙の責めに帰すべき 事由によ って甲に不利益を生じ さ せたと き には、 その不利益に相当する 額を支払う も のと する 。

②　 乙の責めに帰すこ と のでき ない事由によ って甲に不利益が生じ たと き は、 乙は損害賠償責任を負わない。

（ 13） 経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における 清算の方法

経営管理権の存続期間の満了し た場合において、 甲と 乙と の間で金銭の支払は生じ ないと と も に、 立木の所有権は甲に帰属する も のと する 。

（ 14） 甲の通知及び届出

①　 甲は、 当該森林について、 第三者に権利を移転若し く は設定する 場合には、 あら かじ め乙にその旨を通知し なければなら ない。

②　 甲及び甲の相続人又は受遺者は、 当該森林について権利の喪失があった場合、 甲が住所又は名称を変更し た場合、 甲が死亡し た場合その他当該経営管理権集積計画を変更する 必要がある 場合は遅滞なく 乙に申し 出る

も のと する 。

（ 15） 経営管理実施権配分計画の作成

①　 乙は、 甲から 経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこ の経営管理権集積計画の内容に適合する 限り において、 甲の同意を要さ ずに、 経営管理実施権配分計画を作成し 、 乙が選定し た民間事業者に当

　 該森林の経営管理実施権を、 甲及び乙に経営管理受益権を設定する こ と ができ る 。

②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合、 経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する 義務を負い、 甲は経営管理実施権者に義務履行を求める こ と ができ る 。 なお、 乙は、 経営管理実施権者に対し て当該森

　 林の経営管理の状況等について年１ 回の報告を徴収する 義務のみを負う 。

③　 甲が経営管理実施権配分計画によ り 設定さ れた経営管理受益権に基づき 経営管理実施権者から 支払を受けたと き は、 当該支払を受けた額の限度で、 当該経営管理受益権に係る 森林に関する 経営管理権集積計画によ り

　 設定さ れた経営管理受益権に基づき 乙から 支払を受けたも のと みなす。

（ 16） その他

　 こ の経営管理権集積計画に定めのない事項及びこ の経営管理権集積計画に疑義が生じ たと き は、 甲、 乙が協議し て定める 。
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（ 経営管理実施権が設定さ れる 場合）

別添１ 　 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容（ Ｃ ）

別添２ 　 木材の販売によ る 収益から 伐採等に要する 経費を控除し てなお利益がある 場合において甲に支払われる べき 金銭（ Ｄ ） の額の算定方法

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
○　 経営管理実施権者が利用間伐、 木材の販売、 森林の保護等の全部又は一部を実施する も のと し 、 その方法は経営管理実施権を設定する 前に乙及び経営管理実施権者で協議し て決める も のと する 。
○　 経営管理実施権者は利用間伐の実施に当たって、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 経営管理実施権者は火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
○　 乙は、 存続期間中に間伐等を１ 回実施する も のと する 。 なお、 実施にあたっては、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 乙は、 火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う 。

　 ＜時期・ 相手方及び方法＞

　 　 ○　 乙から 甲に対し て金銭の支払は行わない。

別添３ 　 甲にＤ を支払う べき 時期、 相手方及び方法

（ 経営管理実施権が設定さ れない場合）

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 利用間伐について甲に支払われる べき 金銭の額は、 木材の販売によ る 収益の額から 利用間伐に係る 経費及び木材の販売に係る 経費と し て乙が算定し た額を控除し た額と する 。

（ ２ ． 木材の販売収益の額の算定方法）
○　 利用間伐に係る 木材の販売収益については、 実際に木材を販売し て得ら れた収益の額と する 。

（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法）
○　 乙が算定する 利用間伐に係る 経費については、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た経費の見積額に記載し た木材生産単価に実際の木材生産量を掛けて算出し た額と 実際に運材
に要し た経費の合計と する 。
○　 乙が算定する 利用間伐が実施さ れた場合における 木材の販売に係る 経費については、 実際に木材の販売に要し た経費の額と する 。
〇　 乙が算定する 森林保険の保険料については、 森林保険を付保する 期間に必要な保険料の合計と し て、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た見積額と する 。

（ ４ ． 留意事項）
○　 経営管理実施権者が経営管理を行う ために要し た経費の実費が上記（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法） によ り 算定さ れた経費の額を上回る 場合については、 その差額は経営管理実施権者が負担する も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 経営管理権に基づき 乙が実施する 間伐の結果生じ た木材の販売によ る 収益は乙のも のと する 。

（ ２ ． 留意事項）
○　 乙が経営管理を行う ために要し た経費は乙が負担する も のと する 。

　 ＜時期＞

　 　 ○　 経営管理実施権者から 甲に対する Ｄ の支払については、 伐採後、 木材の販売収入額が確定後速やかに行う も のと する 。

　 ＜相手方及び方法＞

　 　 ○　 次の支払先に支払う も のと する 。

　 　 　 　 （ 支払先） 　 甲の指定する 口座
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　 １ 　 個別事項

（ 名称） 鹿児島市長　 下鶴　 隆央 （ 所在地） 鹿児島市山下町１ １ 番１ 号

（ 氏名又は名称） （ 住所又は所在地）

こ の計画に同意する 。

権利の設定を受ける 市町村（ 乙） 住　 　 　 所（ 同上） 印

権利を設定する 森林の森林所有者（ 甲） 住　 　 　 所（ 同上）

鹿児島市長　 下鶴　 隆央

10

9

8

7

6

5

4

3

1 平田町 6787-5 5 ｼ014 山林

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理番
号

鹿R6集-松12
経営管理権の設定を 受ける 市町村（ 乙）

経営管理権を 設定する 森林の森林所有者（ 甲）

乙が経営管理権の設定を受ける 森林（ Ａ ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（ 終期）
（ Ｂ ）

経営管理
権に基づ
いて行わ
れる 経営
管理の内
容（ Ｃ ）

木材の販
売によ る
収益から
伐採等に
要する 経
費を控除
し てなお
利益があ
る 場合に
おいて甲
に支払わ
れる べき

金銭
（ Ｄ ） の
額の算定

方法

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

乙が甲に
Ｄ を支払
う べき 時
期、 相手
方及び方

法

経営管理権を設定する 森林の甲以外の権原者（ Ｅ ）

備考

2

番号 所　 在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

0. 12 ス ギ 17
公告の日か

ら
2034. 3. 31

別添2

参照

別添1

参照

別添3

参照
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２ 　 共通事項

こ の経営管理権集積計画の定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権及び経営管理受益権は、 １ の個別事項に定める も ののほか、 次に定める と こ ろによ る 。

（ １ ） 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容

　 乙は、 １ の個別事項に記載さ れた森林（ 以下「 当該森林」 と いう 。 ） の経営管理のため、 １ の個別事項に定める と こ ろによ り 立木の伐採及び木材の販売、 造林並びに保育（ 以下「 伐採等」 と いう 。 ） を実施し 、 木材の

販売によ る 収益（ 以下「 販売収益」 と いう 。 ） を収受する と と も に、 販売収益から 伐採等に要する 経費（ 各経費に関し て補助金がある 場合は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合

は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合にその一部を甲に支払う 事業を実施する こ と

（ ２ ） 受託者の義務

　 ①　 経営管理実施権配分計画が定めら れない場合には、 乙は、 自己の財産に対する のと 同一の注意義務をも って経営管理を行う 義務を負う 。

　 ②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合には、 経営管理実施権配分計画によ り 経営管理実施権の設定を受ける 者（ 以下「 経営管理実施権者」 と いう 。 ） は甲に善管注意義務を負い、 甲は、 当該経営管理実施権配

　 　 分計画の定める 事項について、 経営管理実施権者に対し て義務の履行を求める こ と ができ る 。 ま た、 乙はこ の経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定さ れた報告徴収の権限の範囲内において、 経

　 　 営管理実施権者に対する 監督責任のみを負う 。

　 　

（ ３ ） 経営管理権の対象と する 森林

　 当該森林にある 立木竹は、 甲に帰属する 。

（ ４ ） 経営管理権及び経営管理受益権の設定

　 こ の経営管理権集積計画の公告によ り 、 乙に経営管理権が、 甲に経営管理受益権（ 金銭の支払を受ける 権利） が、 それぞれ設定さ れる 。

　 乙に設定さ れた経営管理権は、 こ の公告の後において当該森林の森林所有者と なった者（ 国その他の森林経営管理法施行規則に定めら れた者を除く 。 ） に対し ても 、 その効力がある も のと する 。

（ ５ ） 租税公課の負担

　 甲は、 経営管理権が設定さ れた森林に対する 固定資産税その他の租税を負担する 。

（ ６ ） 経営管理権の設定等の条件

①　 乙は、 甲が次のいずれかに該当する 場合には、 こ の経営管理権集積計画のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

　 ア　 甲が偽り その他不正な手段によ り 乙に経営管理権集積計画を定めさ せたこ と が判明し た場合

　 イ 　 甲が当該森林に係る 権原を有し なく なった場合

②　 乙は、 災害その他の事由によ り 当該森林において（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が著し く 困難と なったと き は、 気象災等によ り 被害が発生し て( ９ ） 、 ( 10) によ り 復旧を行う 場合を除き 、 こ の経営管理権集積計画

　 のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

③　 甲は、 １ の個別事項に定める 経営管理権の存続期間の中途において解約し よ う と する 場合は、 乙の同意を得る も のと する 。

④　 甲及び乙は、 こ の経営管理権集積計画に定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権に関する 事項は変更し ないも のと する 。

（ ７ ） 森林への立入り 及び施設の利用等

①　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) 、 （ 15） に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林に随時立ち入り 、 若し く は乙以外の者を立ち入ら せ、 又は当該森林に設定さ れた路網その他の施設を使用し 、 若し く は乙以外の者

　 に使用さ せる こ と ができ る 。

②　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し 、 又は乙以外の者に設置さ せる こ と ができ る 。 こ の場合において、 乙は、 当該設置さ れた施設の維持

　 管理を行う も のと する 。

（ ８ ） 甲への通知

　 当該森林について販売収益が生じ た場合、 経営管理実施権が設定さ れないと き には乙が（ 経営管理実施権が設定さ れる と き には経営管理実施権者が） 甲に対し て販売収益、 伐採等に要し た経費等に係る 明細書を通知す

る も のと する 。

（ ９ ） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れなかった場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 乙が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 乙の協議によ り 定める 。

②　 乙は、 乙の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と ができ る こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は乙がこ れを行う も のと する 。

③　 乙が②によ り 森林保険を付保し た場合であって、 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある と き には、 甲は当該保険金の請求及び受領を乙に委任する も のと し 、 乙が当該保険金を復旧

　 の用に供する ため、 甲は当該保険金全額を乙に帰属さ せる も のと する 。
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（ 10） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れた場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 経営管理実施権者が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 経営管理実施権者の協議によ り 定める 。

②　 経営管理実施権者は、 経営管理実施権者の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は経営管理実施

　 　 権者がこ れを行う も のと する 。

③　 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある 場合、 甲は当該保険金の請求及び受領を経営管理実施権者に委任する も のと し 、 経営管理実施権者が当該保険金を復旧の用に供する ため、 甲

　 　 は当該保険金全額を経営管理実施権者に帰属さ せる も のと する 。

（ 11） 災害等によ る 経営又は管理の不実施

　 次に掲げる 場合において、 （ １ ） に掲げる 事項を実施する 予定の森林について（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が不可能又は不適当になったと き は、 乙は、 当該事項の一部又は全部を実施し ないこ と ができ る 。

①　 災害その他の原因によ り 当該森林の全部又は一部が損壊し たと き

②　 路網の損壊等によ り 当該森林への到達が困難と なったと き

③　 当該森林の土地が公用、 公共用又は公益事業の用に供さ れる と き

（ 12） 損害の賠償

①　 乙は、 乙の責めに帰すべき 事由によ って甲に不利益を生じ さ せたと き には、 その不利益に相当する 額を支払う も のと する 。

②　 乙の責めに帰すこ と のでき ない事由によ って甲に不利益が生じ たと き は、 乙は損害賠償責任を負わない。

（ 13） 経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における 清算の方法

経営管理権の存続期間の満了し た場合において、 甲と 乙と の間で金銭の支払は生じ ないと と も に、 立木の所有権は甲に帰属する も のと する 。

（ 14） 甲の通知及び届出

①　 甲は、 当該森林について、 第三者に権利を移転若し く は設定する 場合には、 あら かじ め乙にその旨を通知し なければなら ない。

②　 甲及び甲の相続人又は受遺者は、 当該森林について権利の喪失があった場合、 甲が住所又は名称を変更し た場合、 甲が死亡し た場合その他当該経営管理権集積計画を変更する 必要がある 場合は遅滞なく 乙に申し 出る

も のと する 。

（ 15） 経営管理実施権配分計画の作成

①　 乙は、 甲から 経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこ の経営管理権集積計画の内容に適合する 限り において、 甲の同意を要さ ずに、 経営管理実施権配分計画を作成し 、 乙が選定し た民間事業者に当

　 該森林の経営管理実施権を、 甲及び乙に経営管理受益権を設定する こ と ができ る 。

②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合、 経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する 義務を負い、 甲は経営管理実施権者に義務履行を求める こ と ができ る 。 なお、 乙は、 経営管理実施権者に対し て当該森

　 林の経営管理の状況等について年１ 回の報告を徴収する 義務のみを負う 。

③　 甲が経営管理実施権配分計画によ り 設定さ れた経営管理受益権に基づき 経営管理実施権者から 支払を受けたと き は、 当該支払を受けた額の限度で、 当該経営管理受益権に係る 森林に関する 経営管理権集積計画によ り

　 設定さ れた経営管理受益権に基づき 乙から 支払を受けたも のと みなす。

（ 16） その他

　 こ の経営管理権集積計画に定めのない事項及びこ の経営管理権集積計画に疑義が生じ たと き は、 甲、 乙が協議し て定める 。
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（ 経営管理実施権が設定さ れる 場合）

別添１ 　 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容（ Ｃ ）

別添２ 　 木材の販売によ る 収益から 伐採等に要する 経費を控除し てなお利益がある 場合において甲に支払われる べき 金銭（ Ｄ ） の額の算定方法

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
○　 経営管理実施権者が利用間伐、 木材の販売、 森林の保護等の全部又は一部を実施する も のと し 、 その方法は経営管理実施権を設定する 前に乙及び経営管理実施権者で協議し て決める も のと する 。
○　 経営管理実施権者は利用間伐の実施に当たって、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 経営管理実施権者は火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
○　 乙は、 存続期間中に間伐等を１ 回実施する も のと する 。 なお、 実施にあたっては、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 乙は、 火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う 。

　 ＜時期・ 相手方及び方法＞

　 　 ○　 乙から 甲に対し て金銭の支払は行わない。

別添３ 　 甲にＤ を支払う べき 時期、 相手方及び方法

（ 経営管理実施権が設定さ れない場合）

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 利用間伐について甲に支払われる べき 金銭の額は、 木材の販売によ る 収益の額から 利用間伐に係る 経費及び木材の販売に係る 経費と し て乙が算定し た額を控除し た額と する 。

（ ２ ． 木材の販売収益の額の算定方法）
○　 利用間伐に係る 木材の販売収益については、 実際に木材を販売し て得ら れた収益の額と する 。

（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法）
○　 乙が算定する 利用間伐に係る 経費については、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た経費の見積額に記載し た木材生産単価に実際の木材生産量を掛けて算出し た額と 実際に運材
に要し た経費の合計と する 。
○　 乙が算定する 利用間伐が実施さ れた場合における 木材の販売に係る 経費については、 実際に木材の販売に要し た経費の額と する 。
〇　 乙が算定する 森林保険の保険料については、 森林保険を付保する 期間に必要な保険料の合計と し て、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た見積額と する 。

（ ４ ． 留意事項）
○　 経営管理実施権者が経営管理を行う ために要し た経費の実費が上記（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法） によ り 算定さ れた経費の額を上回る 場合については、 その差額は経営管理実施権者が負担する も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 経営管理権に基づき 乙が実施する 間伐の結果生じ た木材の販売によ る 収益は乙のも のと する 。

（ ２ ． 留意事項）
○　 乙が経営管理を行う ために要し た経費は乙が負担する も のと する 。

　 ＜時期＞

　 　 ○　 経営管理実施権者から 甲に対する Ｄ の支払については、 伐採後、 木材の販売収入額が確定後速やかに行う も のと する 。

　 ＜相手方及び方法＞

　 　 ○　 次の支払先に支払う も のと する 。

　 　 　 　 （ 支払先） 　 甲の指定する 口座
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　 １ 　 個別事項

（ 名称） 鹿児島市長　 下鶴　 隆央 （ 所在地） 鹿児島市山下町１ １ 番１ 号

（ 氏名又は名称） （ 住所又は所在地）

こ の計画に同意する 。

権利の設定を受ける 市町村（ 乙） 住　 　 　 所（ 同上） 印

権利を設定する 森林の森林所有者（ 甲） 住　 　 　 所（ 同上）

鹿児島市長　 下鶴　 隆央

10

9

8

7

6

5

4

3

0. 21 ヒ ノ キ 45 同上 同上

1 平田町 6790 5 ｼ018 田

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理番
号

鹿R6集-松13
経営管理権の設定を 受ける 市町村（ 乙）

経営管理権を 設定する 森林の森林所有者（ 甲）

乙が経営管理権の設定を受ける 森林（ Ａ ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（ 終期）
（ Ｂ ）

経営管理
権に基づ
いて行わ
れる 経営
管理の内
容（ Ｃ ）

木材の販
売によ る
収益から
伐採等に
要する 経
費を控除
し てなお
利益があ
る 場合に
おいて甲
に支払わ
れる べき

金銭
（ Ｄ ） の
額の算定

方法

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

乙が甲に
Ｄ を支払
う べき 時
期、 相手
方及び方

法

経営管理権を設定する 森林の甲以外の権原者（ Ｅ ）

備考

2

番号 所　 在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

平田町 6825 6 ｹ003 山林

0. 14 ス ギ 17
公告の日か

ら
2034. 3. 31

別添2

参照

別添1

参照

別添3

参照
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２ 　 共通事項

こ の経営管理権集積計画の定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権及び経営管理受益権は、 １ の個別事項に定める も ののほか、 次に定める と こ ろによ る 。

（ １ ） 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容

　 乙は、 １ の個別事項に記載さ れた森林（ 以下「 当該森林」 と いう 。 ） の経営管理のため、 １ の個別事項に定める と こ ろによ り 立木の伐採及び木材の販売、 造林並びに保育（ 以下「 伐採等」 と いう 。 ） を実施し 、 木材の

販売によ る 収益（ 以下「 販売収益」 と いう 。 ） を収受する と と も に、 販売収益から 伐採等に要する 経費（ 各経費に関し て補助金がある 場合は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合

は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合にその一部を甲に支払う 事業を実施する こ と

（ ２ ） 受託者の義務

　 ①　 経営管理実施権配分計画が定めら れない場合には、 乙は、 自己の財産に対する のと 同一の注意義務をも って経営管理を行う 義務を負う 。

　 ②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合には、 経営管理実施権配分計画によ り 経営管理実施権の設定を受ける 者（ 以下「 経営管理実施権者」 と いう 。 ） は甲に善管注意義務を負い、 甲は、 当該経営管理実施権配

　 　 分計画の定める 事項について、 経営管理実施権者に対し て義務の履行を求める こ と ができ る 。 ま た、 乙はこ の経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定さ れた報告徴収の権限の範囲内において、 経

　 　 営管理実施権者に対する 監督責任のみを負う 。

　 　

（ ３ ） 経営管理権の対象と する 森林

　 当該森林にある 立木竹は、 甲に帰属する 。

（ ４ ） 経営管理権及び経営管理受益権の設定

　 こ の経営管理権集積計画の公告によ り 、 乙に経営管理権が、 甲に経営管理受益権（ 金銭の支払を受ける 権利） が、 それぞれ設定さ れる 。

　 乙に設定さ れた経営管理権は、 こ の公告の後において当該森林の森林所有者と なった者（ 国その他の森林経営管理法施行規則に定めら れた者を除く 。 ） に対し ても 、 その効力がある も のと する 。

（ ５ ） 租税公課の負担

　 甲は、 経営管理権が設定さ れた森林に対する 固定資産税その他の租税を負担する 。

（ ６ ） 経営管理権の設定等の条件

①　 乙は、 甲が次のいずれかに該当する 場合には、 こ の経営管理権集積計画のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

　 ア　 甲が偽り その他不正な手段によ り 乙に経営管理権集積計画を定めさ せたこ と が判明し た場合

　 イ 　 甲が当該森林に係る 権原を有し なく なった場合

②　 乙は、 災害その他の事由によ り 当該森林において（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が著し く 困難と なったと き は、 気象災等によ り 被害が発生し て( ９ ） 、 ( 10) によ り 復旧を行う 場合を除き 、 こ の経営管理権集積計画

　 のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

③　 甲は、 １ の個別事項に定める 経営管理権の存続期間の中途において解約し よ う と する 場合は、 乙の同意を得る も のと する 。

④　 甲及び乙は、 こ の経営管理権集積計画に定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権に関する 事項は変更し ないも のと する 。

（ ７ ） 森林への立入り 及び施設の利用等

①　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) 、 （ 15） に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林に随時立ち入り 、 若し く は乙以外の者を立ち入ら せ、 又は当該森林に設定さ れた路網その他の施設を使用し 、 若し く は乙以外の者

　 に使用さ せる こ と ができ る 。

②　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し 、 又は乙以外の者に設置さ せる こ と ができ る 。 こ の場合において、 乙は、 当該設置さ れた施設の維持

　 管理を行う も のと する 。

（ ８ ） 甲への通知

　 当該森林について販売収益が生じ た場合、 経営管理実施権が設定さ れないと き には乙が（ 経営管理実施権が設定さ れる と き には経営管理実施権者が） 甲に対し て販売収益、 伐採等に要し た経費等に係る 明細書を通知す

る も のと する 。

（ ９ ） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れなかった場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 乙が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 乙の協議によ り 定める 。

②　 乙は、 乙の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と ができ る こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は乙がこ れを行う も のと する 。

③　 乙が②によ り 森林保険を付保し た場合であって、 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある と き には、 甲は当該保険金の請求及び受領を乙に委任する も のと し 、 乙が当該保険金を復旧

　 の用に供する ため、 甲は当該保険金全額を乙に帰属さ せる も のと する 。
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（ 10） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れた場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 経営管理実施権者が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 経営管理実施権者の協議によ り 定める 。

②　 経営管理実施権者は、 経営管理実施権者の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は経営管理実施

　 　 権者がこ れを行う も のと する 。

③　 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある 場合、 甲は当該保険金の請求及び受領を経営管理実施権者に委任する も のと し 、 経営管理実施権者が当該保険金を復旧の用に供する ため、 甲

　 　 は当該保険金全額を経営管理実施権者に帰属さ せる も のと する 。

（ 11） 災害等によ る 経営又は管理の不実施

　 次に掲げる 場合において、 （ １ ） に掲げる 事項を実施する 予定の森林について（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が不可能又は不適当になったと き は、 乙は、 当該事項の一部又は全部を実施し ないこ と ができ る 。

①　 災害その他の原因によ り 当該森林の全部又は一部が損壊し たと き

②　 路網の損壊等によ り 当該森林への到達が困難と なったと き

③　 当該森林の土地が公用、 公共用又は公益事業の用に供さ れる と き

（ 12） 損害の賠償

①　 乙は、 乙の責めに帰すべき 事由によ って甲に不利益を生じ さ せたと き には、 その不利益に相当する 額を支払う も のと する 。

②　 乙の責めに帰すこ と のでき ない事由によ って甲に不利益が生じ たと き は、 乙は損害賠償責任を負わない。

（ 13） 経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における 清算の方法

経営管理権の存続期間の満了し た場合において、 甲と 乙と の間で金銭の支払は生じ ないと と も に、 立木の所有権は甲に帰属する も のと する 。

（ 14） 甲の通知及び届出

①　 甲は、 当該森林について、 第三者に権利を移転若し く は設定する 場合には、 あら かじ め乙にその旨を通知し なければなら ない。

②　 甲及び甲の相続人又は受遺者は、 当該森林について権利の喪失があった場合、 甲が住所又は名称を変更し た場合、 甲が死亡し た場合その他当該経営管理権集積計画を変更する 必要がある 場合は遅滞なく 乙に申し 出る

も のと する 。

（ 15） 経営管理実施権配分計画の作成

①　 乙は、 甲から 経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこ の経営管理権集積計画の内容に適合する 限り において、 甲の同意を要さ ずに、 経営管理実施権配分計画を作成し 、 乙が選定し た民間事業者に当

　 該森林の経営管理実施権を、 甲及び乙に経営管理受益権を設定する こ と ができ る 。

②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合、 経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する 義務を負い、 甲は経営管理実施権者に義務履行を求める こ と ができ る 。 なお、 乙は、 経営管理実施権者に対し て当該森

　 林の経営管理の状況等について年１ 回の報告を徴収する 義務のみを負う 。

③　 甲が経営管理実施権配分計画によ り 設定さ れた経営管理受益権に基づき 経営管理実施権者から 支払を受けたと き は、 当該支払を受けた額の限度で、 当該経営管理受益権に係る 森林に関する 経営管理権集積計画によ り

　 設定さ れた経営管理受益権に基づき 乙から 支払を受けたも のと みなす。

（ 16） その他

　 こ の経営管理権集積計画に定めのない事項及びこ の経営管理権集積計画に疑義が生じ たと き は、 甲、 乙が協議し て定める 。
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（ 経営管理実施権が設定さ れる 場合）

別添１ 　 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容（ Ｃ ）

別添２ 　 木材の販売によ る 収益から 伐採等に要する 経費を控除し てなお利益がある 場合において甲に支払われる べき 金銭（ Ｄ ） の額の算定方法

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
○　 経営管理実施権者が利用間伐、 木材の販売、 森林の保護等の全部又は一部を実施する も のと し 、 その方法は経営管理実施権を設定する 前に乙及び経営管理実施権者で協議し て決める も のと する 。
○　 経営管理実施権者は利用間伐の実施に当たって、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 経営管理実施権者は火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
○　 乙は、 存続期間中に間伐等を１ 回実施する も のと する 。 なお、 実施にあたっては、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 乙は、 火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う 。

　 ＜時期・ 相手方及び方法＞

　 　 ○　 乙から 甲に対し て金銭の支払は行わない。

別添３ 　 甲にＤ を支払う べき 時期、 相手方及び方法

（ 経営管理実施権が設定さ れない場合）

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 利用間伐について甲に支払われる べき 金銭の額は、 木材の販売によ る 収益の額から 利用間伐に係る 経費及び木材の販売に係る 経費と し て乙が算定し た額を控除し た額と する 。

（ ２ ． 木材の販売収益の額の算定方法）
○　 利用間伐に係る 木材の販売収益については、 実際に木材を販売し て得ら れた収益の額と する 。

（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法）
○　 乙が算定する 利用間伐に係る 経費については、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た経費の見積額に記載し た木材生産単価に実際の木材生産量を掛けて算出し た額と 実際に運材
に要し た経費の合計と する 。
○　 乙が算定する 利用間伐が実施さ れた場合における 木材の販売に係る 経費については、 実際に木材の販売に要し た経費の額と する 。
〇　 乙が算定する 森林保険の保険料については、 森林保険を付保する 期間に必要な保険料の合計と し て、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た見積額と する 。

（ ４ ． 留意事項）
○　 経営管理実施権者が経営管理を行う ために要し た経費の実費が上記（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法） によ り 算定さ れた経費の額を上回る 場合については、 その差額は経営管理実施権者が負担する も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 経営管理権に基づき 乙が実施する 間伐の結果生じ た木材の販売によ る 収益は乙のも のと する 。

（ ２ ． 留意事項）
○　 乙が経営管理を行う ために要し た経費は乙が負担する も のと する 。

　 ＜時期＞

　 　 ○　 経営管理実施権者から 甲に対する Ｄ の支払については、 伐採後、 木材の販売収入額が確定後速やかに行う も のと する 。

　 ＜相手方及び方法＞

　 　 ○　 次の支払先に支払う も のと する 。

　 　 　 　 （ 支払先） 　 甲の指定する 口座

4/4



　 １ 　 個別事項

（ 名称） 鹿児島市長　 下鶴　 隆央 （ 所在地） 鹿児島市山下町１ １ 番１ 号

（ 氏名又は名称） （ 住所又は所在地）

こ の計画に同意する 。

権利の設定を受ける 市町村（ 乙） 住　 　 　 所（ 同上） 印

権利を設定する 森林の森林所有者（ 甲） 住　 　 　 所（ 同上）

鹿児島市長　 下鶴　 隆央

10

9

8

7

6

5

0. 18 ス ギ 58 同上 同上4 平田町 6993 6 ｻ005 山林

0. 07 ヒ ノ キ 503 平田町 6970 6 ｻ001 山林

0. 22 ス ギ 54 同上 同上

同上 同上

1 平田町 6981 6 ｱ026 山林

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理番
号

鹿R6集-松14
経営管理権の設定を 受ける 市町村（ 乙）

経営管理権を 設定する 森林の森林所有者（ 甲）

乙が経営管理権の設定を受ける 森林（ Ａ ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（ 終期）
（ Ｂ ）

経営管理
権に基づ
いて行わ
れる 経営
管理の内
容（ Ｃ ）

木材の販
売によ る
収益から
伐採等に
要する 経
費を控除
し てなお
利益があ
る 場合に
おいて甲
に支払わ
れる べき

金銭
（ Ｄ ） の
額の算定

方法

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

乙が甲に
Ｄ を支払
う べき 時
期、 相手
方及び方

法

経営管理権を設定する 森林の甲以外の権原者（ Ｅ ）

備考

2

番号 所　 在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

平田町 6985 6 ｱ028 山林

0. 08 ス ギ 61
公告の日か

ら
2034. 3. 31

別添2

参照

別添1

参照

別添3

参照
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２ 　 共通事項

こ の経営管理権集積計画の定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権及び経営管理受益権は、 １ の個別事項に定める も ののほか、 次に定める と こ ろによ る 。

（ １ ） 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容

　 乙は、 １ の個別事項に記載さ れた森林（ 以下「 当該森林」 と いう 。 ） の経営管理のため、 １ の個別事項に定める と こ ろによ り 立木の伐採及び木材の販売、 造林並びに保育（ 以下「 伐採等」 と いう 。 ） を実施し 、 木材の

販売によ る 収益（ 以下「 販売収益」 と いう 。 ） を収受する と と も に、 販売収益から 伐採等に要する 経費（ 各経費に関し て補助金がある 場合は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合

は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合にその一部を甲に支払う 事業を実施する こ と

（ ２ ） 受託者の義務

　 ①　 経営管理実施権配分計画が定めら れない場合には、 乙は、 自己の財産に対する のと 同一の注意義務をも って経営管理を行う 義務を負う 。

　 ②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合には、 経営管理実施権配分計画によ り 経営管理実施権の設定を受ける 者（ 以下「 経営管理実施権者」 と いう 。 ） は甲に善管注意義務を負い、 甲は、 当該経営管理実施権配

　 　 分計画の定める 事項について、 経営管理実施権者に対し て義務の履行を求める こ と ができ る 。 ま た、 乙はこ の経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定さ れた報告徴収の権限の範囲内において、 経

　 　 営管理実施権者に対する 監督責任のみを負う 。

　 　

（ ３ ） 経営管理権の対象と する 森林

　 当該森林にある 立木竹は、 甲に帰属する 。

（ ４ ） 経営管理権及び経営管理受益権の設定

　 こ の経営管理権集積計画の公告によ り 、 乙に経営管理権が、 甲に経営管理受益権（ 金銭の支払を受ける 権利） が、 それぞれ設定さ れる 。

　 乙に設定さ れた経営管理権は、 こ の公告の後において当該森林の森林所有者と なった者（ 国その他の森林経営管理法施行規則に定めら れた者を除く 。 ） に対し ても 、 その効力がある も のと する 。

（ ５ ） 租税公課の負担

　 甲は、 経営管理権が設定さ れた森林に対する 固定資産税その他の租税を負担する 。

（ ６ ） 経営管理権の設定等の条件

①　 乙は、 甲が次のいずれかに該当する 場合には、 こ の経営管理権集積計画のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

　 ア　 甲が偽り その他不正な手段によ り 乙に経営管理権集積計画を定めさ せたこ と が判明し た場合

　 イ 　 甲が当該森林に係る 権原を有し なく なった場合

②　 乙は、 災害その他の事由によ り 当該森林において（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が著し く 困難と なったと き は、 気象災等によ り 被害が発生し て( ９ ） 、 ( 10) によ り 復旧を行う 場合を除き 、 こ の経営管理権集積計画

　 のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

③　 甲は、 １ の個別事項に定める 経営管理権の存続期間の中途において解約し よ う と する 場合は、 乙の同意を得る も のと する 。

④　 甲及び乙は、 こ の経営管理権集積計画に定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権に関する 事項は変更し ないも のと する 。

（ ７ ） 森林への立入り 及び施設の利用等

①　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) 、 （ 15） に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林に随時立ち入り 、 若し く は乙以外の者を立ち入ら せ、 又は当該森林に設定さ れた路網その他の施設を使用し 、 若し く は乙以外の者

　 に使用さ せる こ と ができ る 。

②　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し 、 又は乙以外の者に設置さ せる こ と ができ る 。 こ の場合において、 乙は、 当該設置さ れた施設の維持

　 管理を行う も のと する 。

（ ８ ） 甲への通知

　 当該森林について販売収益が生じ た場合、 経営管理実施権が設定さ れないと き には乙が（ 経営管理実施権が設定さ れる と き には経営管理実施権者が） 甲に対し て販売収益、 伐採等に要し た経費等に係る 明細書を通知す

る も のと する 。

（ ９ ） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れなかった場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 乙が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 乙の協議によ り 定める 。

②　 乙は、 乙の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と ができ る こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は乙がこ れを行う も のと する 。

③　 乙が②によ り 森林保険を付保し た場合であって、 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある と き には、 甲は当該保険金の請求及び受領を乙に委任する も のと し 、 乙が当該保険金を復旧

　 の用に供する ため、 甲は当該保険金全額を乙に帰属さ せる も のと する 。
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（ 10） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れた場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 経営管理実施権者が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 経営管理実施権者の協議によ り 定める 。

②　 経営管理実施権者は、 経営管理実施権者の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は経営管理実施

　 　 権者がこ れを行う も のと する 。

③　 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある 場合、 甲は当該保険金の請求及び受領を経営管理実施権者に委任する も のと し 、 経営管理実施権者が当該保険金を復旧の用に供する ため、 甲

　 　 は当該保険金全額を経営管理実施権者に帰属さ せる も のと する 。

（ 11） 災害等によ る 経営又は管理の不実施

　 次に掲げる 場合において、 （ １ ） に掲げる 事項を実施する 予定の森林について（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が不可能又は不適当になったと き は、 乙は、 当該事項の一部又は全部を実施し ないこ と ができ る 。

①　 災害その他の原因によ り 当該森林の全部又は一部が損壊し たと き

②　 路網の損壊等によ り 当該森林への到達が困難と なったと き

③　 当該森林の土地が公用、 公共用又は公益事業の用に供さ れる と き

（ 12） 損害の賠償

①　 乙は、 乙の責めに帰すべき 事由によ って甲に不利益を生じ さ せたと き には、 その不利益に相当する 額を支払う も のと する 。

②　 乙の責めに帰すこ と のでき ない事由によ って甲に不利益が生じ たと き は、 乙は損害賠償責任を負わない。

（ 13） 経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における 清算の方法

経営管理権の存続期間の満了し た場合において、 甲と 乙と の間で金銭の支払は生じ ないと と も に、 立木の所有権は甲に帰属する も のと する 。

（ 14） 甲の通知及び届出

①　 甲は、 当該森林について、 第三者に権利を移転若し く は設定する 場合には、 あら かじ め乙にその旨を通知し なければなら ない。

②　 甲及び甲の相続人又は受遺者は、 当該森林について権利の喪失があった場合、 甲が住所又は名称を変更し た場合、 甲が死亡し た場合その他当該経営管理権集積計画を変更する 必要がある 場合は遅滞なく 乙に申し 出る

も のと する 。

（ 15） 経営管理実施権配分計画の作成

①　 乙は、 甲から 経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこ の経営管理権集積計画の内容に適合する 限り において、 甲の同意を要さ ずに、 経営管理実施権配分計画を作成し 、 乙が選定し た民間事業者に当

　 該森林の経営管理実施権を、 甲及び乙に経営管理受益権を設定する こ と ができ る 。

②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合、 経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する 義務を負い、 甲は経営管理実施権者に義務履行を求める こ と ができ る 。 なお、 乙は、 経営管理実施権者に対し て当該森

　 林の経営管理の状況等について年１ 回の報告を徴収する 義務のみを負う 。

③　 甲が経営管理実施権配分計画によ り 設定さ れた経営管理受益権に基づき 経営管理実施権者から 支払を受けたと き は、 当該支払を受けた額の限度で、 当該経営管理受益権に係る 森林に関する 経営管理権集積計画によ り

　 設定さ れた経営管理受益権に基づき 乙から 支払を受けたも のと みなす。

（ 16） その他

　 こ の経営管理権集積計画に定めのない事項及びこ の経営管理権集積計画に疑義が生じ たと き は、 甲、 乙が協議し て定める 。
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（ 経営管理実施権が設定さ れる 場合）

別添１ 　 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容（ Ｃ ）

別添２ 　 木材の販売によ る 収益から 伐採等に要する 経費を控除し てなお利益がある 場合において甲に支払われる べき 金銭（ Ｄ ） の額の算定方法

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
○　 経営管理実施権者が利用間伐、 木材の販売、 森林の保護等の全部又は一部を実施する も のと し 、 その方法は経営管理実施権を設定する 前に乙及び経営管理実施権者で協議し て決める も のと する 。
○　 経営管理実施権者は利用間伐の実施に当たって、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 経営管理実施権者は火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
○　 乙は、 存続期間中に間伐等を１ 回実施する も のと する 。 なお、 実施にあたっては、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 乙は、 火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う 。

　 ＜時期・ 相手方及び方法＞

　 　 ○　 乙から 甲に対し て金銭の支払は行わない。

別添３ 　 甲にＤ を支払う べき 時期、 相手方及び方法

（ 経営管理実施権が設定さ れない場合）

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 利用間伐について甲に支払われる べき 金銭の額は、 木材の販売によ る 収益の額から 利用間伐に係る 経費及び木材の販売に係る 経費と し て乙が算定し た額を控除し た額と する 。

（ ２ ． 木材の販売収益の額の算定方法）
○　 利用間伐に係る 木材の販売収益については、 実際に木材を販売し て得ら れた収益の額と する 。

（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法）
○　 乙が算定する 利用間伐に係る 経費については、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た経費の見積額に記載し た木材生産単価に実際の木材生産量を掛けて算出し た額と 実際に運材
に要し た経費の合計と する 。
○　 乙が算定する 利用間伐が実施さ れた場合における 木材の販売に係る 経費については、 実際に木材の販売に要し た経費の額と する 。
〇　 乙が算定する 森林保険の保険料については、 森林保険を付保する 期間に必要な保険料の合計と し て、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た見積額と する 。

（ ４ ． 留意事項）
○　 経営管理実施権者が経営管理を行う ために要し た経費の実費が上記（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法） によ り 算定さ れた経費の額を上回る 場合については、 その差額は経営管理実施権者が負担する も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 経営管理権に基づき 乙が実施する 間伐の結果生じ た木材の販売によ る 収益は乙のも のと する 。

（ ２ ． 留意事項）
○　 乙が経営管理を行う ために要し た経費は乙が負担する も のと する 。

　 ＜時期＞

　 　 ○　 経営管理実施権者から 甲に対する Ｄ の支払については、 伐採後、 木材の販売収入額が確定後速やかに行う も のと する 。

　 ＜相手方及び方法＞

　 　 ○　 次の支払先に支払う も のと する 。

　 　 　 　 （ 支払先） 　 甲の指定する 口座
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　 １ 　 個別事項

（ 名称） 鹿児島市長　 下鶴　 隆央 （ 所在地） 鹿児島市山下町１ １ 番１ 号

（ 氏名又は名称） （ 住所又は所在地）

こ の計画に同意する 。

権利の設定を受ける 市町村（ 乙） 住　 　 　 所（ 同上） 印

権利を設定する 森林の森林所有者（ 甲） 住　 　 　 所（ 同上）

鹿児島市長　 下鶴　 隆央

10

9

8

7

6

5

4

3

1 平田町 6997 6 ｱ030 山林

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理番
号

鹿R6集-松15
経営管理権の設定を 受ける 市町村（ 乙）

経営管理権を 設定する 森林の森林所有者（ 甲）

乙が経営管理権の設定を受ける 森林（ Ａ ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（ 終期）
（ Ｂ ）

経営管理
権に基づ
いて行わ
れる 経営
管理の内
容（ Ｃ ）

木材の販
売によ る
収益から
伐採等に
要する 経
費を控除
し てなお
利益があ
る 場合に
おいて甲
に支払わ
れる べき

金銭
（ Ｄ ） の
額の算定

方法

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

乙が甲に
Ｄ を支払
う べき 時
期、 相手
方及び方

法

経営管理権を設定する 森林の甲以外の権原者（ Ｅ ）

備考

2

番号 所　 在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

0. 15 ス ギ 54
公告の日か

ら
2034. 3. 31

別添2

参照

別添1

参照

別添3

参照
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２ 　 共通事項

こ の経営管理権集積計画の定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権及び経営管理受益権は、 １ の個別事項に定める も ののほか、 次に定める と こ ろによ る 。

（ １ ） 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容

　 乙は、 １ の個別事項に記載さ れた森林（ 以下「 当該森林」 と いう 。 ） の経営管理のため、 １ の個別事項に定める と こ ろによ り 立木の伐採及び木材の販売、 造林並びに保育（ 以下「 伐採等」 と いう 。 ） を実施し 、 木材の

販売によ る 収益（ 以下「 販売収益」 と いう 。 ） を収受する と と も に、 販売収益から 伐採等に要する 経費（ 各経費に関し て補助金がある 場合は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合

は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合にその一部を甲に支払う 事業を実施する こ と

（ ２ ） 受託者の義務

　 ①　 経営管理実施権配分計画が定めら れない場合には、 乙は、 自己の財産に対する のと 同一の注意義務をも って経営管理を行う 義務を負う 。

　 ②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合には、 経営管理実施権配分計画によ り 経営管理実施権の設定を受ける 者（ 以下「 経営管理実施権者」 と いう 。 ） は甲に善管注意義務を負い、 甲は、 当該経営管理実施権配

　 　 分計画の定める 事項について、 経営管理実施権者に対し て義務の履行を求める こ と ができ る 。 ま た、 乙はこ の経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定さ れた報告徴収の権限の範囲内において、 経

　 　 営管理実施権者に対する 監督責任のみを負う 。

　 　

（ ３ ） 経営管理権の対象と する 森林

　 当該森林にある 立木竹は、 甲に帰属する 。

（ ４ ） 経営管理権及び経営管理受益権の設定

　 こ の経営管理権集積計画の公告によ り 、 乙に経営管理権が、 甲に経営管理受益権（ 金銭の支払を受ける 権利） が、 それぞれ設定さ れる 。

　 乙に設定さ れた経営管理権は、 こ の公告の後において当該森林の森林所有者と なった者（ 国その他の森林経営管理法施行規則に定めら れた者を除く 。 ） に対し ても 、 その効力がある も のと する 。

（ ５ ） 租税公課の負担

　 甲は、 経営管理権が設定さ れた森林に対する 固定資産税その他の租税を負担する 。

（ ６ ） 経営管理権の設定等の条件

①　 乙は、 甲が次のいずれかに該当する 場合には、 こ の経営管理権集積計画のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

　 ア　 甲が偽り その他不正な手段によ り 乙に経営管理権集積計画を定めさ せたこ と が判明し た場合

　 イ 　 甲が当該森林に係る 権原を有し なく なった場合

②　 乙は、 災害その他の事由によ り 当該森林において（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が著し く 困難と なったと き は、 気象災等によ り 被害が発生し て( ９ ） 、 ( 10) によ り 復旧を行う 場合を除き 、 こ の経営管理権集積計画

　 のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

③　 甲は、 １ の個別事項に定める 経営管理権の存続期間の中途において解約し よ う と する 場合は、 乙の同意を得る も のと する 。

④　 甲及び乙は、 こ の経営管理権集積計画に定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権に関する 事項は変更し ないも のと する 。

（ ７ ） 森林への立入り 及び施設の利用等

①　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) 、 （ 15） に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林に随時立ち入り 、 若し く は乙以外の者を立ち入ら せ、 又は当該森林に設定さ れた路網その他の施設を使用し 、 若し く は乙以外の者

　 に使用さ せる こ と ができ る 。

②　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し 、 又は乙以外の者に設置さ せる こ と ができ る 。 こ の場合において、 乙は、 当該設置さ れた施設の維持

　 管理を行う も のと する 。

（ ８ ） 甲への通知

　 当該森林について販売収益が生じ た場合、 経営管理実施権が設定さ れないと き には乙が（ 経営管理実施権が設定さ れる と き には経営管理実施権者が） 甲に対し て販売収益、 伐採等に要し た経費等に係る 明細書を通知す

る も のと する 。

（ ９ ） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れなかった場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 乙が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 乙の協議によ り 定める 。

②　 乙は、 乙の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と ができ る こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は乙がこ れを行う も のと する 。

③　 乙が②によ り 森林保険を付保し た場合であって、 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある と き には、 甲は当該保険金の請求及び受領を乙に委任する も のと し 、 乙が当該保険金を復旧

　 の用に供する ため、 甲は当該保険金全額を乙に帰属さ せる も のと する 。
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（ 10） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れた場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 経営管理実施権者が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 経営管理実施権者の協議によ り 定める 。

②　 経営管理実施権者は、 経営管理実施権者の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は経営管理実施

　 　 権者がこ れを行う も のと する 。

③　 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある 場合、 甲は当該保険金の請求及び受領を経営管理実施権者に委任する も のと し 、 経営管理実施権者が当該保険金を復旧の用に供する ため、 甲

　 　 は当該保険金全額を経営管理実施権者に帰属さ せる も のと する 。

（ 11） 災害等によ る 経営又は管理の不実施

　 次に掲げる 場合において、 （ １ ） に掲げる 事項を実施する 予定の森林について（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が不可能又は不適当になったと き は、 乙は、 当該事項の一部又は全部を実施し ないこ と ができ る 。

①　 災害その他の原因によ り 当該森林の全部又は一部が損壊し たと き

②　 路網の損壊等によ り 当該森林への到達が困難と なったと き

③　 当該森林の土地が公用、 公共用又は公益事業の用に供さ れる と き

（ 12） 損害の賠償

①　 乙は、 乙の責めに帰すべき 事由によ って甲に不利益を生じ さ せたと き には、 その不利益に相当する 額を支払う も のと する 。

②　 乙の責めに帰すこ と のでき ない事由によ って甲に不利益が生じ たと き は、 乙は損害賠償責任を負わない。

（ 13） 経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における 清算の方法

経営管理権の存続期間の満了し た場合において、 甲と 乙と の間で金銭の支払は生じ ないと と も に、 立木の所有権は甲に帰属する も のと する 。

（ 14） 甲の通知及び届出

①　 甲は、 当該森林について、 第三者に権利を移転若し く は設定する 場合には、 あら かじ め乙にその旨を通知し なければなら ない。

②　 甲及び甲の相続人又は受遺者は、 当該森林について権利の喪失があった場合、 甲が住所又は名称を変更し た場合、 甲が死亡し た場合その他当該経営管理権集積計画を変更する 必要がある 場合は遅滞なく 乙に申し 出る

も のと する 。

（ 15） 経営管理実施権配分計画の作成

①　 乙は、 甲から 経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこ の経営管理権集積計画の内容に適合する 限り において、 甲の同意を要さ ずに、 経営管理実施権配分計画を作成し 、 乙が選定し た民間事業者に当

　 該森林の経営管理実施権を、 甲及び乙に経営管理受益権を設定する こ と ができ る 。

②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合、 経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する 義務を負い、 甲は経営管理実施権者に義務履行を求める こ と ができ る 。 なお、 乙は、 経営管理実施権者に対し て当該森

　 林の経営管理の状況等について年１ 回の報告を徴収する 義務のみを負う 。

③　 甲が経営管理実施権配分計画によ り 設定さ れた経営管理受益権に基づき 経営管理実施権者から 支払を受けたと き は、 当該支払を受けた額の限度で、 当該経営管理受益権に係る 森林に関する 経営管理権集積計画によ り

　 設定さ れた経営管理受益権に基づき 乙から 支払を受けたも のと みなす。

（ 16） その他

　 こ の経営管理権集積計画に定めのない事項及びこ の経営管理権集積計画に疑義が生じ たと き は、 甲、 乙が協議し て定める 。
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（ 経営管理実施権が設定さ れる 場合）

別添１ 　 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容（ Ｃ ）

別添２ 　 木材の販売によ る 収益から 伐採等に要する 経費を控除し てなお利益がある 場合において甲に支払われる べき 金銭（ Ｄ ） の額の算定方法

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
○　 経営管理実施権者が利用間伐、 木材の販売、 森林の保護等の全部又は一部を実施する も のと し 、 その方法は経営管理実施権を設定する 前に乙及び経営管理実施権者で協議し て決める も のと する 。
○　 経営管理実施権者は利用間伐の実施に当たって、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 経営管理実施権者は火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
○　 乙は、 存続期間中に間伐等を１ 回実施する も のと する 。 なお、 実施にあたっては、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 乙は、 火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う 。

　 ＜時期・ 相手方及び方法＞

　 　 ○　 乙から 甲に対し て金銭の支払は行わない。

別添３ 　 甲にＤ を支払う べき 時期、 相手方及び方法

（ 経営管理実施権が設定さ れない場合）

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 利用間伐について甲に支払われる べき 金銭の額は、 木材の販売によ る 収益の額から 利用間伐に係る 経費及び木材の販売に係る 経費と し て乙が算定し た額を控除し た額と する 。

（ ２ ． 木材の販売収益の額の算定方法）
○　 利用間伐に係る 木材の販売収益については、 実際に木材を販売し て得ら れた収益の額と する 。

（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法）
○　 乙が算定する 利用間伐に係る 経費については、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た経費の見積額に記載し た木材生産単価に実際の木材生産量を掛けて算出し た額と 実際に運材
に要し た経費の合計と する 。
○　 乙が算定する 利用間伐が実施さ れた場合における 木材の販売に係る 経費については、 実際に木材の販売に要し た経費の額と する 。
〇　 乙が算定する 森林保険の保険料については、 森林保険を付保する 期間に必要な保険料の合計と し て、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た見積額と する 。

（ ４ ． 留意事項）
○　 経営管理実施権者が経営管理を行う ために要し た経費の実費が上記（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法） によ り 算定さ れた経費の額を上回る 場合については、 その差額は経営管理実施権者が負担する も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 経営管理権に基づき 乙が実施する 間伐の結果生じ た木材の販売によ る 収益は乙のも のと する 。

（ ２ ． 留意事項）
○　 乙が経営管理を行う ために要し た経費は乙が負担する も のと する 。

　 ＜時期＞

　 　 ○　 経営管理実施権者から 甲に対する Ｄ の支払については、 伐採後、 木材の販売収入額が確定後速やかに行う も のと する 。

　 ＜相手方及び方法＞

　 　 ○　 次の支払先に支払う も のと する 。

　 　 　 　 （ 支払先） 　 甲の指定する 口座
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　 １ 　 個別事項

（ 名称） 鹿児島市長　 下鶴　 隆央 （ 所在地） 鹿児島市山下町１ １ 番１ 号

（ 氏名又は名称） （ 住所又は所在地）

こ の計画に同意する 。

権利の設定を受ける 市町村（ 乙） 住　 　 　 所（ 同上） 印

権利を設定する 森林の森林所有者（ 甲） 住　 　 　 所（ 同上）

鹿児島市長　 下鶴　 隆央

10

9

8

7

6

5

4

0. 05 ス ギ 653 平田町 6905 6 ｲ034 山林

0. 07 ス ギ 63 同上 同上

同上 同上

1 平田町 6848 6 ｲ003 山林

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理番
号

鹿R6集-松16
経営管理権の設定を 受ける 市町村（ 乙）

経営管理権を 設定する 森林の森林所有者（ 甲）

乙が経営管理権の設定を受ける 森林（ Ａ ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（ 終期）
（ Ｂ ）

経営管理
権に基づ
いて行わ
れる 経営
管理の内
容（ Ｃ ）

木材の販
売によ る
収益から
伐採等に
要する 経
費を控除
し てなお
利益があ
る 場合に
おいて甲
に支払わ
れる べき

金銭
（ Ｄ ） の
額の算定

方法

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

乙が甲に
Ｄ を支払
う べき 時
期、 相手
方及び方

法

経営管理権を設定する 森林の甲以外の権原者（ Ｅ ）

備考

2

番号 所　 在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

平田町 6855 6 ｲ012 山林

0. 05 ス ギ 63
公告の日か

ら
2034. 3. 31

別添2

参照

別添1

参照

別添3

参照
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２ 　 共通事項

こ の経営管理権集積計画の定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権及び経営管理受益権は、 １ の個別事項に定める も ののほか、 次に定める と こ ろによ る 。

（ １ ） 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容

　 乙は、 １ の個別事項に記載さ れた森林（ 以下「 当該森林」 と いう 。 ） の経営管理のため、 １ の個別事項に定める と こ ろによ り 立木の伐採及び木材の販売、 造林並びに保育（ 以下「 伐採等」 と いう 。 ） を実施し 、 木材の

販売によ る 収益（ 以下「 販売収益」 と いう 。 ） を収受する と と も に、 販売収益から 伐採等に要する 経費（ 各経費に関し て補助金がある 場合は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合

は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合にその一部を甲に支払う 事業を実施する こ と

（ ２ ） 受託者の義務

　 ①　 経営管理実施権配分計画が定めら れない場合には、 乙は、 自己の財産に対する のと 同一の注意義務をも って経営管理を行う 義務を負う 。

　 ②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合には、 経営管理実施権配分計画によ り 経営管理実施権の設定を受ける 者（ 以下「 経営管理実施権者」 と いう 。 ） は甲に善管注意義務を負い、 甲は、 当該経営管理実施権配

　 　 分計画の定める 事項について、 経営管理実施権者に対し て義務の履行を求める こ と ができ る 。 ま た、 乙はこ の経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定さ れた報告徴収の権限の範囲内において、 経

　 　 営管理実施権者に対する 監督責任のみを負う 。

　 　

（ ３ ） 経営管理権の対象と する 森林

　 当該森林にある 立木竹は、 甲に帰属する 。

（ ４ ） 経営管理権及び経営管理受益権の設定

　 こ の経営管理権集積計画の公告によ り 、 乙に経営管理権が、 甲に経営管理受益権（ 金銭の支払を受ける 権利） が、 それぞれ設定さ れる 。

　 乙に設定さ れた経営管理権は、 こ の公告の後において当該森林の森林所有者と なった者（ 国その他の森林経営管理法施行規則に定めら れた者を除く 。 ） に対し ても 、 その効力がある も のと する 。

（ ５ ） 租税公課の負担

　 甲は、 経営管理権が設定さ れた森林に対する 固定資産税その他の租税を負担する 。

（ ６ ） 経営管理権の設定等の条件

①　 乙は、 甲が次のいずれかに該当する 場合には、 こ の経営管理権集積計画のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

　 ア　 甲が偽り その他不正な手段によ り 乙に経営管理権集積計画を定めさ せたこ と が判明し た場合

　 イ 　 甲が当該森林に係る 権原を有し なく なった場合

②　 乙は、 災害その他の事由によ り 当該森林において（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が著し く 困難と なったと き は、 気象災等によ り 被害が発生し て( ９ ） 、 ( 10) によ り 復旧を行う 場合を除き 、 こ の経営管理権集積計画

　 のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

③　 甲は、 １ の個別事項に定める 経営管理権の存続期間の中途において解約し よ う と する 場合は、 乙の同意を得る も のと する 。

④　 甲及び乙は、 こ の経営管理権集積計画に定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権に関する 事項は変更し ないも のと する 。

（ ７ ） 森林への立入り 及び施設の利用等

①　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) 、 （ 15） に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林に随時立ち入り 、 若し く は乙以外の者を立ち入ら せ、 又は当該森林に設定さ れた路網その他の施設を使用し 、 若し く は乙以外の者

　 に使用さ せる こ と ができ る 。

②　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し 、 又は乙以外の者に設置さ せる こ と ができ る 。 こ の場合において、 乙は、 当該設置さ れた施設の維持

　 管理を行う も のと する 。

（ ８ ） 甲への通知

　 当該森林について販売収益が生じ た場合、 経営管理実施権が設定さ れないと き には乙が（ 経営管理実施権が設定さ れる と き には経営管理実施権者が） 甲に対し て販売収益、 伐採等に要し た経費等に係る 明細書を通知す

る も のと する 。

（ ９ ） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れなかった場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 乙が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 乙の協議によ り 定める 。

②　 乙は、 乙の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と ができ る こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は乙がこ れを行う も のと する 。

③　 乙が②によ り 森林保険を付保し た場合であって、 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある と き には、 甲は当該保険金の請求及び受領を乙に委任する も のと し 、 乙が当該保険金を復旧

　 の用に供する ため、 甲は当該保険金全額を乙に帰属さ せる も のと する 。
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（ 10） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れた場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 経営管理実施権者が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 経営管理実施権者の協議によ り 定める 。

②　 経営管理実施権者は、 経営管理実施権者の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は経営管理実施

　 　 権者がこ れを行う も のと する 。

③　 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある 場合、 甲は当該保険金の請求及び受領を経営管理実施権者に委任する も のと し 、 経営管理実施権者が当該保険金を復旧の用に供する ため、 甲

　 　 は当該保険金全額を経営管理実施権者に帰属さ せる も のと する 。

（ 11） 災害等によ る 経営又は管理の不実施

　 次に掲げる 場合において、 （ １ ） に掲げる 事項を実施する 予定の森林について（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が不可能又は不適当になったと き は、 乙は、 当該事項の一部又は全部を実施し ないこ と ができ る 。

①　 災害その他の原因によ り 当該森林の全部又は一部が損壊し たと き

②　 路網の損壊等によ り 当該森林への到達が困難と なったと き

③　 当該森林の土地が公用、 公共用又は公益事業の用に供さ れる と き

（ 12） 損害の賠償

①　 乙は、 乙の責めに帰すべき 事由によ って甲に不利益を生じ さ せたと き には、 その不利益に相当する 額を支払う も のと する 。

②　 乙の責めに帰すこ と のでき ない事由によ って甲に不利益が生じ たと き は、 乙は損害賠償責任を負わない。

（ 13） 経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における 清算の方法

経営管理権の存続期間の満了し た場合において、 甲と 乙と の間で金銭の支払は生じ ないと と も に、 立木の所有権は甲に帰属する も のと する 。

（ 14） 甲の通知及び届出

①　 甲は、 当該森林について、 第三者に権利を移転若し く は設定する 場合には、 あら かじ め乙にその旨を通知し なければなら ない。

②　 甲及び甲の相続人又は受遺者は、 当該森林について権利の喪失があった場合、 甲が住所又は名称を変更し た場合、 甲が死亡し た場合その他当該経営管理権集積計画を変更する 必要がある 場合は遅滞なく 乙に申し 出る

も のと する 。

（ 15） 経営管理実施権配分計画の作成

①　 乙は、 甲から 経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこ の経営管理権集積計画の内容に適合する 限り において、 甲の同意を要さ ずに、 経営管理実施権配分計画を作成し 、 乙が選定し た民間事業者に当

　 該森林の経営管理実施権を、 甲及び乙に経営管理受益権を設定する こ と ができ る 。

②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合、 経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する 義務を負い、 甲は経営管理実施権者に義務履行を求める こ と ができ る 。 なお、 乙は、 経営管理実施権者に対し て当該森

　 林の経営管理の状況等について年１ 回の報告を徴収する 義務のみを負う 。

③　 甲が経営管理実施権配分計画によ り 設定さ れた経営管理受益権に基づき 経営管理実施権者から 支払を受けたと き は、 当該支払を受けた額の限度で、 当該経営管理受益権に係る 森林に関する 経営管理権集積計画によ り

　 設定さ れた経営管理受益権に基づき 乙から 支払を受けたも のと みなす。

（ 16） その他

　 こ の経営管理権集積計画に定めのない事項及びこ の経営管理権集積計画に疑義が生じ たと き は、 甲、 乙が協議し て定める 。
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（ 経営管理実施権が設定さ れる 場合）

別添１ 　 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容（ Ｃ ）

別添２ 　 木材の販売によ る 収益から 伐採等に要する 経費を控除し てなお利益がある 場合において甲に支払われる べき 金銭（ Ｄ ） の額の算定方法

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
○　 経営管理実施権者が利用間伐、 木材の販売、 森林の保護等の全部又は一部を実施する も のと し 、 その方法は経営管理実施権を設定する 前に乙及び経営管理実施権者で協議し て決める も のと する 。
○　 経営管理実施権者は利用間伐の実施に当たって、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 経営管理実施権者は火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
○　 乙は、 存続期間中に間伐等を１ 回実施する も のと する 。 なお、 実施にあたっては、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 乙は、 火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う 。

　 ＜時期・ 相手方及び方法＞

　 　 ○　 乙から 甲に対し て金銭の支払は行わない。

別添３ 　 甲にＤ を支払う べき 時期、 相手方及び方法

（ 経営管理実施権が設定さ れない場合）

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 利用間伐について甲に支払われる べき 金銭の額は、 木材の販売によ る 収益の額から 利用間伐に係る 経費及び木材の販売に係る 経費と し て乙が算定し た額を控除し た額と する 。

（ ２ ． 木材の販売収益の額の算定方法）
○　 利用間伐に係る 木材の販売収益については、 実際に木材を販売し て得ら れた収益の額と する 。

（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法）
○　 乙が算定する 利用間伐に係る 経費については、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た経費の見積額に記載し た木材生産単価に実際の木材生産量を掛けて算出し た額と 実際に運材
に要し た経費の合計と する 。
○　 乙が算定する 利用間伐が実施さ れた場合における 木材の販売に係る 経費については、 実際に木材の販売に要し た経費の額と する 。
〇　 乙が算定する 森林保険の保険料については、 森林保険を付保する 期間に必要な保険料の合計と し て、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た見積額と する 。

（ ４ ． 留意事項）
○　 経営管理実施権者が経営管理を行う ために要し た経費の実費が上記（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法） によ り 算定さ れた経費の額を上回る 場合については、 その差額は経営管理実施権者が負担する も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 経営管理権に基づき 乙が実施する 間伐の結果生じ た木材の販売によ る 収益は乙のも のと する 。

（ ２ ． 留意事項）
○　 乙が経営管理を行う ために要し た経費は乙が負担する も のと する 。

　 ＜時期＞

　 　 ○　 経営管理実施権者から 甲に対する Ｄ の支払については、 伐採後、 木材の販売収入額が確定後速やかに行う も のと する 。

　 ＜相手方及び方法＞

　 　 ○　 次の支払先に支払う も のと する 。

　 　 　 　 （ 支払先） 　 甲の指定する 口座
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　 １ 　 個別事項

（ 名称） 鹿児島市長　 下鶴　 隆央 （ 所在地） 鹿児島市山下町１ １ 番１ 号

（ 氏名又は名称） （ 住所又は所在地）

こ の計画に同意する 。

権利の設定を受ける 市町村（ 乙） 住　 　 　 所（ 同上） 印

権利を設定する 森林の森林所有者（ 甲） 住　 　 　 所（ 同上）

鹿児島市長　 下鶴　 隆央

10

9

8

7

6

5

4

3

1 平田町 6576-2 6 ｵ005ｱ 山林

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理番
号

鹿R6集-松17
経営管理権の設定を 受ける 市町村（ 乙）

経営管理権を 設定する 森林の森林所有者（ 甲）

乙が経営管理権の設定を受ける 森林（ Ａ ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（ 終期）
（ Ｂ ）

経営管理
権に基づ
いて行わ
れる 経営
管理の内
容（ Ｃ ）

木材の販
売によ る
収益から
伐採等に
要する 経
費を控除
し てなお
利益があ
る 場合に
おいて甲
に支払わ
れる べき

金銭
（ Ｄ ） の
額の算定

方法

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

乙が甲に
Ｄ を支払
う べき 時
期、 相手
方及び方

法

経営管理権を設定する 森林の甲以外の権原者（ Ｅ ）

備考

2

番号 所　 在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

0. 09 ス ギ 55
公告の日か

ら
2034. 3. 31

別添2

参照

別添1

参照

別添3

参照
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２ 　 共通事項

こ の経営管理権集積計画の定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権及び経営管理受益権は、 １ の個別事項に定める も ののほか、 次に定める と こ ろによ る 。

（ １ ） 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容

　 乙は、 １ の個別事項に記載さ れた森林（ 以下「 当該森林」 と いう 。 ） の経営管理のため、 １ の個別事項に定める と こ ろによ り 立木の伐採及び木材の販売、 造林並びに保育（ 以下「 伐採等」 と いう 。 ） を実施し 、 木材の

販売によ る 収益（ 以下「 販売収益」 と いう 。 ） を収受する と と も に、 販売収益から 伐採等に要する 経費（ 各経費に関し て補助金がある 場合は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合

は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合にその一部を甲に支払う 事業を実施する こ と

（ ２ ） 受託者の義務

　 ①　 経営管理実施権配分計画が定めら れない場合には、 乙は、 自己の財産に対する のと 同一の注意義務をも って経営管理を行う 義務を負う 。

　 ②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合には、 経営管理実施権配分計画によ り 経営管理実施権の設定を受ける 者（ 以下「 経営管理実施権者」 と いう 。 ） は甲に善管注意義務を負い、 甲は、 当該経営管理実施権配

　 　 分計画の定める 事項について、 経営管理実施権者に対し て義務の履行を求める こ と ができ る 。 ま た、 乙はこ の経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定さ れた報告徴収の権限の範囲内において、 経

　 　 営管理実施権者に対する 監督責任のみを負う 。

　 　

（ ３ ） 経営管理権の対象と する 森林

　 当該森林にある 立木竹は、 甲に帰属する 。

（ ４ ） 経営管理権及び経営管理受益権の設定

　 こ の経営管理権集積計画の公告によ り 、 乙に経営管理権が、 甲に経営管理受益権（ 金銭の支払を受ける 権利） が、 それぞれ設定さ れる 。

　 乙に設定さ れた経営管理権は、 こ の公告の後において当該森林の森林所有者と なった者（ 国その他の森林経営管理法施行規則に定めら れた者を除く 。 ） に対し ても 、 その効力がある も のと する 。

（ ５ ） 租税公課の負担

　 甲は、 経営管理権が設定さ れた森林に対する 固定資産税その他の租税を負担する 。

（ ６ ） 経営管理権の設定等の条件

①　 乙は、 甲が次のいずれかに該当する 場合には、 こ の経営管理権集積計画のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

　 ア　 甲が偽り その他不正な手段によ り 乙に経営管理権集積計画を定めさ せたこ と が判明し た場合

　 イ 　 甲が当該森林に係る 権原を有し なく なった場合

②　 乙は、 災害その他の事由によ り 当該森林において（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が著し く 困難と なったと き は、 気象災等によ り 被害が発生し て( ９ ） 、 ( 10) によ り 復旧を行う 場合を除き 、 こ の経営管理権集積計画

　 のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

③　 甲は、 １ の個別事項に定める 経営管理権の存続期間の中途において解約し よ う と する 場合は、 乙の同意を得る も のと する 。

④　 甲及び乙は、 こ の経営管理権集積計画に定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権に関する 事項は変更し ないも のと する 。

（ ７ ） 森林への立入り 及び施設の利用等

①　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) 、 （ 15） に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林に随時立ち入り 、 若し く は乙以外の者を立ち入ら せ、 又は当該森林に設定さ れた路網その他の施設を使用し 、 若し く は乙以外の者

　 に使用さ せる こ と ができ る 。

②　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し 、 又は乙以外の者に設置さ せる こ と ができ る 。 こ の場合において、 乙は、 当該設置さ れた施設の維持

　 管理を行う も のと する 。

（ ８ ） 甲への通知

　 当該森林について販売収益が生じ た場合、 経営管理実施権が設定さ れないと き には乙が（ 経営管理実施権が設定さ れる と き には経営管理実施権者が） 甲に対し て販売収益、 伐採等に要し た経費等に係る 明細書を通知す

る も のと する 。

（ ９ ） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れなかった場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 乙が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 乙の協議によ り 定める 。

②　 乙は、 乙の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と ができ る こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は乙がこ れを行う も のと する 。

③　 乙が②によ り 森林保険を付保し た場合であって、 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある と き には、 甲は当該保険金の請求及び受領を乙に委任する も のと し 、 乙が当該保険金を復旧

　 の用に供する ため、 甲は当該保険金全額を乙に帰属さ せる も のと する 。
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（ 10） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れた場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 経営管理実施権者が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 経営管理実施権者の協議によ り 定める 。

②　 経営管理実施権者は、 経営管理実施権者の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は経営管理実施

　 　 権者がこ れを行う も のと する 。

③　 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある 場合、 甲は当該保険金の請求及び受領を経営管理実施権者に委任する も のと し 、 経営管理実施権者が当該保険金を復旧の用に供する ため、 甲

　 　 は当該保険金全額を経営管理実施権者に帰属さ せる も のと する 。

（ 11） 災害等によ る 経営又は管理の不実施

　 次に掲げる 場合において、 （ １ ） に掲げる 事項を実施する 予定の森林について（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が不可能又は不適当になったと き は、 乙は、 当該事項の一部又は全部を実施し ないこ と ができ る 。

①　 災害その他の原因によ り 当該森林の全部又は一部が損壊し たと き

②　 路網の損壊等によ り 当該森林への到達が困難と なったと き

③　 当該森林の土地が公用、 公共用又は公益事業の用に供さ れる と き

（ 12） 損害の賠償

①　 乙は、 乙の責めに帰すべき 事由によ って甲に不利益を生じ さ せたと き には、 その不利益に相当する 額を支払う も のと する 。

②　 乙の責めに帰すこ と のでき ない事由によ って甲に不利益が生じ たと き は、 乙は損害賠償責任を負わない。

（ 13） 経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における 清算の方法

経営管理権の存続期間の満了し た場合において、 甲と 乙と の間で金銭の支払は生じ ないと と も に、 立木の所有権は甲に帰属する も のと する 。

（ 14） 甲の通知及び届出

①　 甲は、 当該森林について、 第三者に権利を移転若し く は設定する 場合には、 あら かじ め乙にその旨を通知し なければなら ない。

②　 甲及び甲の相続人又は受遺者は、 当該森林について権利の喪失があった場合、 甲が住所又は名称を変更し た場合、 甲が死亡し た場合その他当該経営管理権集積計画を変更する 必要がある 場合は遅滞なく 乙に申し 出る

も のと する 。

（ 15） 経営管理実施権配分計画の作成

①　 乙は、 甲から 経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこ の経営管理権集積計画の内容に適合する 限り において、 甲の同意を要さ ずに、 経営管理実施権配分計画を作成し 、 乙が選定し た民間事業者に当

　 該森林の経営管理実施権を、 甲及び乙に経営管理受益権を設定する こ と ができ る 。

②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合、 経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する 義務を負い、 甲は経営管理実施権者に義務履行を求める こ と ができ る 。 なお、 乙は、 経営管理実施権者に対し て当該森

　 林の経営管理の状況等について年１ 回の報告を徴収する 義務のみを負う 。

③　 甲が経営管理実施権配分計画によ り 設定さ れた経営管理受益権に基づき 経営管理実施権者から 支払を受けたと き は、 当該支払を受けた額の限度で、 当該経営管理受益権に係る 森林に関する 経営管理権集積計画によ り

　 設定さ れた経営管理受益権に基づき 乙から 支払を受けたも のと みなす。

（ 16） その他

　 こ の経営管理権集積計画に定めのない事項及びこ の経営管理権集積計画に疑義が生じ たと き は、 甲、 乙が協議し て定める 。
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（ 経営管理実施権が設定さ れる 場合）

別添１ 　 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容（ Ｃ ）

別添２ 　 木材の販売によ る 収益から 伐採等に要する 経費を控除し てなお利益がある 場合において甲に支払われる べき 金銭（ Ｄ ） の額の算定方法

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
○　 経営管理実施権者が利用間伐、 木材の販売、 森林の保護等の全部又は一部を実施する も のと し 、 その方法は経営管理実施権を設定する 前に乙及び経営管理実施権者で協議し て決める も のと する 。
○　 経営管理実施権者は利用間伐の実施に当たって、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 経営管理実施権者は火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
○　 乙は、 存続期間中に間伐等を１ 回実施する も のと する 。 なお、 実施にあたっては、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 乙は、 火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う 。

　 ＜時期・ 相手方及び方法＞

　 　 ○　 乙から 甲に対し て金銭の支払は行わない。

別添３ 　 甲にＤ を支払う べき 時期、 相手方及び方法

（ 経営管理実施権が設定さ れない場合）

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 利用間伐について甲に支払われる べき 金銭の額は、 木材の販売によ る 収益の額から 利用間伐に係る 経費及び木材の販売に係る 経費と し て乙が算定し た額を控除し た額と する 。

（ ２ ． 木材の販売収益の額の算定方法）
○　 利用間伐に係る 木材の販売収益については、 実際に木材を販売し て得ら れた収益の額と する 。

（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法）
○　 乙が算定する 利用間伐に係る 経費については、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た経費の見積額に記載し た木材生産単価に実際の木材生産量を掛けて算出し た額と 実際に運材
に要し た経費の合計と する 。
○　 乙が算定する 利用間伐が実施さ れた場合における 木材の販売に係る 経費については、 実際に木材の販売に要し た経費の額と する 。
〇　 乙が算定する 森林保険の保険料については、 森林保険を付保する 期間に必要な保険料の合計と し て、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た見積額と する 。

（ ４ ． 留意事項）
○　 経営管理実施権者が経営管理を行う ために要し た経費の実費が上記（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法） によ り 算定さ れた経費の額を上回る 場合については、 その差額は経営管理実施権者が負担する も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 経営管理権に基づき 乙が実施する 間伐の結果生じ た木材の販売によ る 収益は乙のも のと する 。

（ ２ ． 留意事項）
○　 乙が経営管理を行う ために要し た経費は乙が負担する も のと する 。

　 ＜時期＞

　 　 ○　 経営管理実施権者から 甲に対する Ｄ の支払については、 伐採後、 木材の販売収入額が確定後速やかに行う も のと する 。

　 ＜相手方及び方法＞

　 　 ○　 次の支払先に支払う も のと する 。

　 　 　 　 （ 支払先） 　 甲の指定する 口座
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　 １ 　 個別事項

（ 名称） 鹿児島市長　 下鶴　 隆央 （ 所在地） 鹿児島市山下町１ １ 番１ 号

（ 氏名又は名称） （ 住所又は所在地）

こ の計画に同意する 。

権利の設定を受ける 市町村（ 乙） 住　 　 　 所（ 同上） 印

権利を設定する 森林の森林所有者（ 甲） 住　 　 　 所（ 同上）

鹿児島市長　 下鶴　 隆央

10

9

8

7

6

5

4

3

1 平田町 6566-3 6 ｶ004 山林

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理番
号

鹿R6集-松18
経営管理権の設定を 受ける 市町村（ 乙）

経営管理権を 設定する 森林の森林所有者（ 甲）

乙が経営管理権の設定を受ける 森林（ Ａ ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（ 終期）
（ Ｂ ）

経営管理
権に基づ
いて行わ
れる 経営
管理の内
容（ Ｃ ）

木材の販
売によ る
収益から
伐採等に
要する 経
費を控除
し てなお
利益があ
る 場合に
おいて甲
に支払わ
れる べき

金銭
（ Ｄ ） の
額の算定

方法

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

乙が甲に
Ｄ を支払
う べき 時
期、 相手
方及び方

法

経営管理権を設定する 森林の甲以外の権原者（ Ｅ ）

備考

2

番号 所　 在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

0. 05 ス ギ 45
公告の日か

ら
2034. 3. 31

別添2

参照

別添1

参照

別添3

参照
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２ 　 共通事項

こ の経営管理権集積計画の定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権及び経営管理受益権は、 １ の個別事項に定める も ののほか、 次に定める と こ ろによ る 。

（ １ ） 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容

　 乙は、 １ の個別事項に記載さ れた森林（ 以下「 当該森林」 と いう 。 ） の経営管理のため、 １ の個別事項に定める と こ ろによ り 立木の伐採及び木材の販売、 造林並びに保育（ 以下「 伐採等」 と いう 。 ） を実施し 、 木材の

販売によ る 収益（ 以下「 販売収益」 と いう 。 ） を収受する と と も に、 販売収益から 伐採等に要する 経費（ 各経費に関し て補助金がある 場合は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合

は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合にその一部を甲に支払う 事業を実施する こ と

（ ２ ） 受託者の義務

　 ①　 経営管理実施権配分計画が定めら れない場合には、 乙は、 自己の財産に対する のと 同一の注意義務をも って経営管理を行う 義務を負う 。

　 ②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合には、 経営管理実施権配分計画によ り 経営管理実施権の設定を受ける 者（ 以下「 経営管理実施権者」 と いう 。 ） は甲に善管注意義務を負い、 甲は、 当該経営管理実施権配

　 　 分計画の定める 事項について、 経営管理実施権者に対し て義務の履行を求める こ と ができ る 。 ま た、 乙はこ の経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定さ れた報告徴収の権限の範囲内において、 経

　 　 営管理実施権者に対する 監督責任のみを負う 。

　 　

（ ３ ） 経営管理権の対象と する 森林

　 当該森林にある 立木竹は、 甲に帰属する 。

（ ４ ） 経営管理権及び経営管理受益権の設定

　 こ の経営管理権集積計画の公告によ り 、 乙に経営管理権が、 甲に経営管理受益権（ 金銭の支払を受ける 権利） が、 それぞれ設定さ れる 。

　 乙に設定さ れた経営管理権は、 こ の公告の後において当該森林の森林所有者と なった者（ 国その他の森林経営管理法施行規則に定めら れた者を除く 。 ） に対し ても 、 その効力がある も のと する 。

（ ５ ） 租税公課の負担

　 甲は、 経営管理権が設定さ れた森林に対する 固定資産税その他の租税を負担する 。

（ ６ ） 経営管理権の設定等の条件

①　 乙は、 甲が次のいずれかに該当する 場合には、 こ の経営管理権集積計画のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

　 ア　 甲が偽り その他不正な手段によ り 乙に経営管理権集積計画を定めさ せたこ と が判明し た場合

　 イ 　 甲が当該森林に係る 権原を有し なく なった場合

②　 乙は、 災害その他の事由によ り 当該森林において（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が著し く 困難と なったと き は、 気象災等によ り 被害が発生し て( ９ ） 、 ( 10) によ り 復旧を行う 場合を除き 、 こ の経営管理権集積計画

　 のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

③　 甲は、 １ の個別事項に定める 経営管理権の存続期間の中途において解約し よ う と する 場合は、 乙の同意を得る も のと する 。

④　 甲及び乙は、 こ の経営管理権集積計画に定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権に関する 事項は変更し ないも のと する 。

（ ７ ） 森林への立入り 及び施設の利用等

①　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) 、 （ 15） に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林に随時立ち入り 、 若し く は乙以外の者を立ち入ら せ、 又は当該森林に設定さ れた路網その他の施設を使用し 、 若し く は乙以外の者

　 に使用さ せる こ と ができ る 。

②　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し 、 又は乙以外の者に設置さ せる こ と ができ る 。 こ の場合において、 乙は、 当該設置さ れた施設の維持

　 管理を行う も のと する 。

（ ８ ） 甲への通知

　 当該森林について販売収益が生じ た場合、 経営管理実施権が設定さ れないと き には乙が（ 経営管理実施権が設定さ れる と き には経営管理実施権者が） 甲に対し て販売収益、 伐採等に要し た経費等に係る 明細書を通知す

る も のと する 。

（ ９ ） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れなかった場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 乙が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 乙の協議によ り 定める 。

②　 乙は、 乙の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と ができ る こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は乙がこ れを行う も のと する 。

③　 乙が②によ り 森林保険を付保し た場合であって、 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある と き には、 甲は当該保険金の請求及び受領を乙に委任する も のと し 、 乙が当該保険金を復旧

　 の用に供する ため、 甲は当該保険金全額を乙に帰属さ せる も のと する 。
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（ 10） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れた場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 経営管理実施権者が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 経営管理実施権者の協議によ り 定める 。

②　 経営管理実施権者は、 経営管理実施権者の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は経営管理実施

　 　 権者がこ れを行う も のと する 。

③　 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある 場合、 甲は当該保険金の請求及び受領を経営管理実施権者に委任する も のと し 、 経営管理実施権者が当該保険金を復旧の用に供する ため、 甲

　 　 は当該保険金全額を経営管理実施権者に帰属さ せる も のと する 。

（ 11） 災害等によ る 経営又は管理の不実施

　 次に掲げる 場合において、 （ １ ） に掲げる 事項を実施する 予定の森林について（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が不可能又は不適当になったと き は、 乙は、 当該事項の一部又は全部を実施し ないこ と ができ る 。

①　 災害その他の原因によ り 当該森林の全部又は一部が損壊し たと き

②　 路網の損壊等によ り 当該森林への到達が困難と なったと き

③　 当該森林の土地が公用、 公共用又は公益事業の用に供さ れる と き

（ 12） 損害の賠償

①　 乙は、 乙の責めに帰すべき 事由によ って甲に不利益を生じ さ せたと き には、 その不利益に相当する 額を支払う も のと する 。

②　 乙の責めに帰すこ と のでき ない事由によ って甲に不利益が生じ たと き は、 乙は損害賠償責任を負わない。

（ 13） 経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における 清算の方法

経営管理権の存続期間の満了し た場合において、 甲と 乙と の間で金銭の支払は生じ ないと と も に、 立木の所有権は甲に帰属する も のと する 。

（ 14） 甲の通知及び届出

①　 甲は、 当該森林について、 第三者に権利を移転若し く は設定する 場合には、 あら かじ め乙にその旨を通知し なければなら ない。

②　 甲及び甲の相続人又は受遺者は、 当該森林について権利の喪失があった場合、 甲が住所又は名称を変更し た場合、 甲が死亡し た場合その他当該経営管理権集積計画を変更する 必要がある 場合は遅滞なく 乙に申し 出る

も のと する 。

（ 15） 経営管理実施権配分計画の作成

①　 乙は、 甲から 経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこ の経営管理権集積計画の内容に適合する 限り において、 甲の同意を要さ ずに、 経営管理実施権配分計画を作成し 、 乙が選定し た民間事業者に当

　 該森林の経営管理実施権を、 甲及び乙に経営管理受益権を設定する こ と ができ る 。

②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合、 経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する 義務を負い、 甲は経営管理実施権者に義務履行を求める こ と ができ る 。 なお、 乙は、 経営管理実施権者に対し て当該森

　 林の経営管理の状況等について年１ 回の報告を徴収する 義務のみを負う 。

③　 甲が経営管理実施権配分計画によ り 設定さ れた経営管理受益権に基づき 経営管理実施権者から 支払を受けたと き は、 当該支払を受けた額の限度で、 当該経営管理受益権に係る 森林に関する 経営管理権集積計画によ り

　 設定さ れた経営管理受益権に基づき 乙から 支払を受けたも のと みなす。

（ 16） その他

　 こ の経営管理権集積計画に定めのない事項及びこ の経営管理権集積計画に疑義が生じ たと き は、 甲、 乙が協議し て定める 。
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（ 経営管理実施権が設定さ れる 場合）

別添１ 　 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容（ Ｃ ）

別添２ 　 木材の販売によ る 収益から 伐採等に要する 経費を控除し てなお利益がある 場合において甲に支払われる べき 金銭（ Ｄ ） の額の算定方法

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
○　 経営管理実施権者が利用間伐、 木材の販売、 森林の保護等の全部又は一部を実施する も のと し 、 その方法は経営管理実施権を設定する 前に乙及び経営管理実施権者で協議し て決める も のと する 。
○　 経営管理実施権者は利用間伐の実施に当たって、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 経営管理実施権者は火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
○　 乙は、 存続期間中に間伐等を１ 回実施する も のと する 。 なお、 実施にあたっては、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 乙は、 火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う 。

　 ＜時期・ 相手方及び方法＞

　 　 ○　 乙から 甲に対し て金銭の支払は行わない。

別添３ 　 甲にＤ を支払う べき 時期、 相手方及び方法

（ 経営管理実施権が設定さ れない場合）

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 利用間伐について甲に支払われる べき 金銭の額は、 木材の販売によ る 収益の額から 利用間伐に係る 経費及び木材の販売に係る 経費と し て乙が算定し た額を控除し た額と する 。

（ ２ ． 木材の販売収益の額の算定方法）
○　 利用間伐に係る 木材の販売収益については、 実際に木材を販売し て得ら れた収益の額と する 。

（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法）
○　 乙が算定する 利用間伐に係る 経費については、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た経費の見積額に記載し た木材生産単価に実際の木材生産量を掛けて算出し た額と 実際に運材
に要し た経費の合計と する 。
○　 乙が算定する 利用間伐が実施さ れた場合における 木材の販売に係る 経費については、 実際に木材の販売に要し た経費の額と する 。
〇　 乙が算定する 森林保険の保険料については、 森林保険を付保する 期間に必要な保険料の合計と し て、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た見積額と する 。

（ ４ ． 留意事項）
○　 経営管理実施権者が経営管理を行う ために要し た経費の実費が上記（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法） によ り 算定さ れた経費の額を上回る 場合については、 その差額は経営管理実施権者が負担する も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 経営管理権に基づき 乙が実施する 間伐の結果生じ た木材の販売によ る 収益は乙のも のと する 。

（ ２ ． 留意事項）
○　 乙が経営管理を行う ために要し た経費は乙が負担する も のと する 。

　 ＜時期＞

　 　 ○　 経営管理実施権者から 甲に対する Ｄ の支払については、 伐採後、 木材の販売収入額が確定後速やかに行う も のと する 。

　 ＜相手方及び方法＞

　 　 ○　 次の支払先に支払う も のと する 。

　 　 　 　 （ 支払先） 　 甲の指定する 口座
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　 １ 　 個別事項

（ 名称） 鹿児島市長　 下鶴　 隆央 （ 所在地） 鹿児島市山下町１ １ 番１ 号

（ 氏名又は名称） （ 住所又は所在地）

こ の計画に同意する 。

権利の設定を受ける 市町村（ 乙） 住　 　 　 所（ 同上） 印

権利を設定する 森林の森林所有者（ 甲） 住　 　 　 所（ 同上）

鹿児島市長　 下鶴　 隆央

10

9

8

7

6

5

4

3

0. 13 ヒ ノ キ 47 同上 同上

1 平田町 6619-3 6 ｸ005ｱ 山林

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理番
号

鹿R6集-松19
経営管理権の設定を 受ける 市町村（ 乙）

経営管理権を 設定する 森林の森林所有者（ 甲）

乙が経営管理権の設定を受ける 森林（ Ａ ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（ 終期）
（ Ｂ ）

経営管理
権に基づ
いて行わ
れる 経営
管理の内
容（ Ｃ ）

木材の販
売によ る
収益から
伐採等に
要する 経
費を控除
し てなお
利益があ
る 場合に
おいて甲
に支払わ
れる べき

金銭
（ Ｄ ） の
額の算定

方法

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

乙が甲に
Ｄ を支払
う べき 時
期、 相手
方及び方

法

経営管理権を設定する 森林の甲以外の権原者（ Ｅ ）

備考

2

番号 所　 在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

平田町 6619-3 6 ｸ005イ 山林

0. 19 ヒ ノ キ 47
公告の日か

ら
2034. 3. 31

別添2

参照

別添1

参照

別添3

参照
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２ 　 共通事項

こ の経営管理権集積計画の定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権及び経営管理受益権は、 １ の個別事項に定める も ののほか、 次に定める と こ ろによ る 。

（ １ ） 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容

　 乙は、 １ の個別事項に記載さ れた森林（ 以下「 当該森林」 と いう 。 ） の経営管理のため、 １ の個別事項に定める と こ ろによ り 立木の伐採及び木材の販売、 造林並びに保育（ 以下「 伐採等」 と いう 。 ） を実施し 、 木材の

販売によ る 収益（ 以下「 販売収益」 と いう 。 ） を収受する と と も に、 販売収益から 伐採等に要する 経費（ 各経費に関し て補助金がある 場合は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合

は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合にその一部を甲に支払う 事業を実施する こ と

（ ２ ） 受託者の義務

　 ①　 経営管理実施権配分計画が定めら れない場合には、 乙は、 自己の財産に対する のと 同一の注意義務をも って経営管理を行う 義務を負う 。

　 ②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合には、 経営管理実施権配分計画によ り 経営管理実施権の設定を受ける 者（ 以下「 経営管理実施権者」 と いう 。 ） は甲に善管注意義務を負い、 甲は、 当該経営管理実施権配

　 　 分計画の定める 事項について、 経営管理実施権者に対し て義務の履行を求める こ と ができ る 。 ま た、 乙はこ の経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定さ れた報告徴収の権限の範囲内において、 経

　 　 営管理実施権者に対する 監督責任のみを負う 。

　 　

（ ３ ） 経営管理権の対象と する 森林

　 当該森林にある 立木竹は、 甲に帰属する 。

（ ４ ） 経営管理権及び経営管理受益権の設定

　 こ の経営管理権集積計画の公告によ り 、 乙に経営管理権が、 甲に経営管理受益権（ 金銭の支払を受ける 権利） が、 それぞれ設定さ れる 。

　 乙に設定さ れた経営管理権は、 こ の公告の後において当該森林の森林所有者と なった者（ 国その他の森林経営管理法施行規則に定めら れた者を除く 。 ） に対し ても 、 その効力がある も のと する 。

（ ５ ） 租税公課の負担

　 甲は、 経営管理権が設定さ れた森林に対する 固定資産税その他の租税を負担する 。

（ ６ ） 経営管理権の設定等の条件

①　 乙は、 甲が次のいずれかに該当する 場合には、 こ の経営管理権集積計画のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

　 ア　 甲が偽り その他不正な手段によ り 乙に経営管理権集積計画を定めさ せたこ と が判明し た場合

　 イ 　 甲が当該森林に係る 権原を有し なく なった場合

②　 乙は、 災害その他の事由によ り 当該森林において（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が著し く 困難と なったと き は、 気象災等によ り 被害が発生し て( ９ ） 、 ( 10) によ り 復旧を行う 場合を除き 、 こ の経営管理権集積計画

　 のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

③　 甲は、 １ の個別事項に定める 経営管理権の存続期間の中途において解約し よ う と する 場合は、 乙の同意を得る も のと する 。

④　 甲及び乙は、 こ の経営管理権集積計画に定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権に関する 事項は変更し ないも のと する 。

（ ７ ） 森林への立入り 及び施設の利用等

①　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) 、 （ 15） に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林に随時立ち入り 、 若し く は乙以外の者を立ち入ら せ、 又は当該森林に設定さ れた路網その他の施設を使用し 、 若し く は乙以外の者

　 に使用さ せる こ と ができ る 。

②　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し 、 又は乙以外の者に設置さ せる こ と ができ る 。 こ の場合において、 乙は、 当該設置さ れた施設の維持

　 管理を行う も のと する 。

（ ８ ） 甲への通知

　 当該森林について販売収益が生じ た場合、 経営管理実施権が設定さ れないと き には乙が（ 経営管理実施権が設定さ れる と き には経営管理実施権者が） 甲に対し て販売収益、 伐採等に要し た経費等に係る 明細書を通知す

る も のと する 。

（ ９ ） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れなかった場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 乙が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 乙の協議によ り 定める 。

②　 乙は、 乙の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と ができ る こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は乙がこ れを行う も のと する 。

③　 乙が②によ り 森林保険を付保し た場合であって、 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある と き には、 甲は当該保険金の請求及び受領を乙に委任する も のと し 、 乙が当該保険金を復旧

　 の用に供する ため、 甲は当該保険金全額を乙に帰属さ せる も のと する 。
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（ 10） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れた場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 経営管理実施権者が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 経営管理実施権者の協議によ り 定める 。

②　 経営管理実施権者は、 経営管理実施権者の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は経営管理実施

　 　 権者がこ れを行う も のと する 。

③　 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある 場合、 甲は当該保険金の請求及び受領を経営管理実施権者に委任する も のと し 、 経営管理実施権者が当該保険金を復旧の用に供する ため、 甲

　 　 は当該保険金全額を経営管理実施権者に帰属さ せる も のと する 。

（ 11） 災害等によ る 経営又は管理の不実施

　 次に掲げる 場合において、 （ １ ） に掲げる 事項を実施する 予定の森林について（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が不可能又は不適当になったと き は、 乙は、 当該事項の一部又は全部を実施し ないこ と ができ る 。

①　 災害その他の原因によ り 当該森林の全部又は一部が損壊し たと き

②　 路網の損壊等によ り 当該森林への到達が困難と なったと き

③　 当該森林の土地が公用、 公共用又は公益事業の用に供さ れる と き

（ 12） 損害の賠償

①　 乙は、 乙の責めに帰すべき 事由によ って甲に不利益を生じ さ せたと き には、 その不利益に相当する 額を支払う も のと する 。

②　 乙の責めに帰すこ と のでき ない事由によ って甲に不利益が生じ たと き は、 乙は損害賠償責任を負わない。

（ 13） 経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における 清算の方法

経営管理権の存続期間の満了し た場合において、 甲と 乙と の間で金銭の支払は生じ ないと と も に、 立木の所有権は甲に帰属する も のと する 。

（ 14） 甲の通知及び届出

①　 甲は、 当該森林について、 第三者に権利を移転若し く は設定する 場合には、 あら かじ め乙にその旨を通知し なければなら ない。

②　 甲及び甲の相続人又は受遺者は、 当該森林について権利の喪失があった場合、 甲が住所又は名称を変更し た場合、 甲が死亡し た場合その他当該経営管理権集積計画を変更する 必要がある 場合は遅滞なく 乙に申し 出る

も のと する 。

（ 15） 経営管理実施権配分計画の作成

①　 乙は、 甲から 経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこ の経営管理権集積計画の内容に適合する 限り において、 甲の同意を要さ ずに、 経営管理実施権配分計画を作成し 、 乙が選定し た民間事業者に当

　 該森林の経営管理実施権を、 甲及び乙に経営管理受益権を設定する こ と ができ る 。

②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合、 経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する 義務を負い、 甲は経営管理実施権者に義務履行を求める こ と ができ る 。 なお、 乙は、 経営管理実施権者に対し て当該森

　 林の経営管理の状況等について年１ 回の報告を徴収する 義務のみを負う 。

③　 甲が経営管理実施権配分計画によ り 設定さ れた経営管理受益権に基づき 経営管理実施権者から 支払を受けたと き は、 当該支払を受けた額の限度で、 当該経営管理受益権に係る 森林に関する 経営管理権集積計画によ り

　 設定さ れた経営管理受益権に基づき 乙から 支払を受けたも のと みなす。

（ 16） その他

　 こ の経営管理権集積計画に定めのない事項及びこ の経営管理権集積計画に疑義が生じ たと き は、 甲、 乙が協議し て定める 。
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（ 経営管理実施権が設定さ れる 場合）

別添１ 　 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容（ Ｃ ）

別添２ 　 木材の販売によ る 収益から 伐採等に要する 経費を控除し てなお利益がある 場合において甲に支払われる べき 金銭（ Ｄ ） の額の算定方法

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
○　 経営管理実施権者が利用間伐、 木材の販売、 森林の保護等の全部又は一部を実施する も のと し 、 その方法は経営管理実施権を設定する 前に乙及び経営管理実施権者で協議し て決める も のと する 。
○　 経営管理実施権者は利用間伐の実施に当たって、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 経営管理実施権者は火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
○　 乙は、 存続期間中に間伐等を１ 回実施する も のと する 。 なお、 実施にあたっては、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 乙は、 火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う 。

　 ＜時期・ 相手方及び方法＞

　 　 ○　 乙から 甲に対し て金銭の支払は行わない。

別添３ 　 甲にＤ を支払う べき 時期、 相手方及び方法

（ 経営管理実施権が設定さ れない場合）

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 利用間伐について甲に支払われる べき 金銭の額は、 木材の販売によ る 収益の額から 利用間伐に係る 経費及び木材の販売に係る 経費と し て乙が算定し た額を控除し た額と する 。

（ ２ ． 木材の販売収益の額の算定方法）
○　 利用間伐に係る 木材の販売収益については、 実際に木材を販売し て得ら れた収益の額と する 。

（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法）
○　 乙が算定する 利用間伐に係る 経費については、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た経費の見積額に記載し た木材生産単価に実際の木材生産量を掛けて算出し た額と 実際に運材
に要し た経費の合計と する 。
○　 乙が算定する 利用間伐が実施さ れた場合における 木材の販売に係る 経費については、 実際に木材の販売に要し た経費の額と する 。
〇　 乙が算定する 森林保険の保険料については、 森林保険を付保する 期間に必要な保険料の合計と し て、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た見積額と する 。

（ ４ ． 留意事項）
○　 経営管理実施権者が経営管理を行う ために要し た経費の実費が上記（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法） によ り 算定さ れた経費の額を上回る 場合については、 その差額は経営管理実施権者が負担する も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 経営管理権に基づき 乙が実施する 間伐の結果生じ た木材の販売によ る 収益は乙のも のと する 。

（ ２ ． 留意事項）
○　 乙が経営管理を行う ために要し た経費は乙が負担する も のと する 。

　 ＜時期＞

　 　 ○　 経営管理実施権者から 甲に対する Ｄ の支払については、 伐採後、 木材の販売収入額が確定後速やかに行う も のと する 。

　 ＜相手方及び方法＞

　 　 ○　 次の支払先に支払う も のと する 。

　 　 　 　 （ 支払先） 　 甲の指定する 口座
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　 １ 　 個別事項

（ 名称） 鹿児島市長　 下鶴　 隆央 （ 所在地） 鹿児島市山下町１ １ 番１ 号

（ 氏名又は名称） （ 住所又は所在地）

こ の計画に同意する 。

権利の設定を 受ける 市町村（ 乙） 住　 　 　 所（ 同上） 印

権利を設定する 森林の森林所有者（ 甲） 住　 　 　 所（ 同上） 印

40 同上 同上

同上 同上

14

同上 同上

同上 同上

9 平田町 6781-2 5 ｼ008 山林 0. 1 ス ギ 50

8 平田町 6781-1 5 ｼ007 原野 0. 04 ス ギ 47

鹿児島市長　 下鶴　 隆央

0. 04 ス ギ 40 同上 同上

13 平田町 6636-1 6 ｸ016 畑 0. 03 ス ギ

0. 49 ヒ ノ キ 4711 平田町 6619-7 6 ｸ007 山林

10 平田町 6817 5 ｼ030 山林

12 平田町 6619-10 6 ｸ009 山林

同上 同上

0. 05 ス ギ 40 同上 同上

0. 07 ス ギ 45 同上 同上7 平田町 6780-1 5 ｼ005 山林

0. 01 ス ギ 406 平田町 6633-1 5 ｼ003 田

0. 12 ス ギ

4 平田町 6751-1

26 同上 同上5 平田町 6755 5 ｹ014 田

0. 03 ス ギ 405 ｹ008 田

0. 1 ス ギ 45 同上 同上

木材の販
売によ る
収益から
伐採等に
要する 経
費を控除
し てなお
利益があ
る 場合に
おいて甲
に支払わ
れる べき

金銭
（ Ｄ ） の
額の算定

方法

経営管理権を設定する 森林の甲以外の権原者（ Ｅ ）

備考

同上 同上

同上 同上

3 春山町 3013-24 4 ｵ008 山林

0. 01 ス ギ 452 春山町 3013-45 4 ｴ023 山林

0. 08 ス ギ 45 公告の日から 2034. 3. 311 春山町 3013-25 4 ｴ021 山林

番号 所　 在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理
番号

鹿R6集-松20
経営管理権の設定を受ける 市町村（ 乙）

経営管理権を設定する 森林の森林所有者（ 甲）

乙が経営管理権の設定を受ける 森林（ Ａ ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（ 終期）
（ Ｂ ）

経営管理
権に基づ
いて行わ
れる 経営
管理の内
容（ Ｃ ）

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

乙が甲に
Ｄ を支払
う べき 時
期、 相手
方及び方

法

別添2

参照

別添1

参照
別添3

参照
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２ 　 共通事項

こ の経営管理権集積計画の定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権及び経営管理受益権は、 １ の個別事項に定める も ののほか、 次に定める と こ ろによ る 。

（ １ ） 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容

　 乙は、 １ の個別事項に記載さ れた森林（ 以下「 当該森林」 と いう 。 ） の経営管理のため、 １ の個別事項に定める と こ ろによ り 立木の伐採及び木材の販売、 造林並びに保育（ 以下「 伐採等」 と いう 。 ） を実施し 、 木材の

販売によ る 収益（ 以下「 販売収益」 と いう 。 ） を収受する と と も に、 販売収益から 伐採等に要する 経費（ 各経費に関し て補助金がある 場合は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合

は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合にその一部を甲に支払う 事業を実施する こ と

（ ２ ） 受託者の義務

　 ①　 経営管理実施権配分計画が定めら れない場合には、 乙は、 自己の財産に対する のと 同一の注意義務をも って経営管理を行う 義務を負う 。

　 ②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合には、 経営管理実施権配分計画によ り 経営管理実施権の設定を受ける 者（ 以下「 経営管理実施権者」 と いう 。 ） は甲に善管注意義務を負い、 甲は、 当該経営管理実施権配

　 　 分計画の定める 事項について、 経営管理実施権者に対し て義務の履行を求める こ と ができ る 。 ま た、 乙はこ の経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定さ れた報告徴収の権限の範囲内において、 経

　 　 営管理実施権者に対する 監督責任のみを負う 。

　 　

（ ３ ） 経営管理権の対象と する 森林

　 当該森林にある 立木竹は、 甲に帰属する 。

（ ４ ） 経営管理権及び経営管理受益権の設定

　 こ の経営管理権集積計画の公告によ り 、 乙に経営管理権が、 甲に経営管理受益権（ 金銭の支払を受ける 権利） が、 それぞれ設定さ れる 。

　 乙に設定さ れた経営管理権は、 こ の公告の後において当該森林の森林所有者と なった者（ 国その他の森林経営管理法施行規則に定めら れた者を除く 。 ） に対し ても 、 その効力がある も のと する 。

（ ５ ） 租税公課の負担

　 甲は、 経営管理権が設定さ れた森林に対する 固定資産税その他の租税を負担する 。

（ ６ ） 経営管理権の設定等の条件

①　 乙は、 甲が次のいずれかに該当する 場合には、 こ の経営管理権集積計画のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

　 ア　 甲が偽り その他不正な手段によ り 乙に経営管理権集積計画を定めさ せたこ と が判明し た場合

　 イ 　 甲が当該森林に係る 権原を有し なく なった場合

②　 乙は、 災害その他の事由によ り 当該森林において（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が著し く 困難と なったと き は、 気象災等によ り 被害が発生し て( ９ ） 、 ( 10) によ り 復旧を 行う 場合を 除き 、 こ の経営管理権集積計画

　 のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

③　 甲は、 １ の個別事項に定める 経営管理権の存続期間の中途において解約し よ う と する 場合は、 乙の同意を得る も のと する 。

④　 甲及び乙は、 こ の経営管理権集積計画に定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権に関する 事項は変更し ないも のと する 。

（ ７ ） 森林への立入り 及び施設の利用等

①　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) 、 （ 15） に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林に随時立ち入り 、 若し く は乙以外の者を立ち入ら せ、 又は当該森林に設定さ れた路網その他の施設を使用し 、 若し く は乙以外の者

　 に使用さ せる こ と ができ る 。

②　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し 、 又は乙以外の者に設置さ せる こ と ができ る 。 こ の場合において、 乙は、 当該設置さ れた施設の維持

　 管理を行う も のと する 。

（ ８ ） 甲への通知

　 当該森林について販売収益が生じ た場合、 経営管理実施権が設定さ れないと き には乙が（ 経営管理実施権が設定さ れる と き には経営管理実施権者が） 甲に対し て販売収益、 伐採等に要し た経費等に係る 明細書を通知す

る も のと する 。

（ ９ ） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れなかっ た場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 乙が復旧を 行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 乙の協議によ り 定める 。

②　 乙は、 乙の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と ができ る こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は乙がこ れを行う も のと する 。

③　 乙が②によ り 森林保険を付保し た場合であって、 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある と き には、 甲は当該保険金の請求及び受領を乙に委任する も のと し 、 乙が当該保険金を復旧

　 の用に供する ため、 甲は当該保険金全額を乙に帰属さ せる も のと する 。
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（ 10） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れた場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 経営管理実施権者が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 経営管理実施権者の協議によ り 定める 。

②　 経営管理実施権者は、 経営管理実施権者の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は経営管理実施

　 　 権者がこ れを行う も のと する 。

③　 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある 場合、 甲は当該保険金の請求及び受領を経営管理実施権者に委任する も のと し 、 経営管理実施権者が当該保険金を復旧の用に供する ため、 甲

　 　 は当該保険金全額を 経営管理実施権者に帰属さ せる も のと する 。

（ 11） 災害等によ る 経営又は管理の不実施

　 次に掲げる 場合において、 （ １ ） に掲げる 事項を実施する 予定の森林について（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が不可能又は不適当になったと き は、 乙は、 当該事項の一部又は全部を実施し ないこ と ができ る 。

①　 災害その他の原因によ り 当該森林の全部又は一部が損壊し たと き

②　 路網の損壊等によ り 当該森林への到達が困難と なったと き

③　 当該森林の土地が公用、 公共用又は公益事業の用に供さ れる と き

（ 12） 損害の賠償

①　 乙は、 乙の責めに帰すべき 事由によ って甲に不利益を生じ さ せたと き には、 その不利益に相当する 額を支払う も のと する 。

②　 乙の責めに帰すこ と のでき ない事由によ って甲に不利益が生じ たと き は、 乙は損害賠償責任を負わない。

（ 13） 経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における 清算の方法

経営管理権の存続期間の満了し た場合において、 甲と 乙と の間で金銭の支払は生じ ないと と も に、 立木の所有権は甲に帰属する も のと する 。

（ 14） 甲の通知及び届出

①　 甲は、 当該森林について、 第三者に権利を移転若し く は設定する 場合には、 あら かじ め乙にその旨を通知し なければなら ない。

②　 甲及び甲の相続人又は受遺者は、 当該森林について権利の喪失があった場合、 甲が住所又は名称を変更し た場合、 甲が死亡し た場合その他当該経営管理権集積計画を変更する 必要がある 場合は遅滞なく 乙に申し 出る

も のと する 。

（ 15） 経営管理実施権配分計画の作成

①　 乙は、 甲から 経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこ の経営管理権集積計画の内容に適合する 限り において、 甲の同意を要さ ずに、 経営管理実施権配分計画を作成し 、 乙が選定し た民間事業者に当

　 該森林の経営管理実施権を、 甲及び乙に経営管理受益権を設定する こ と ができ る 。

②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合、 経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する 義務を負い、 甲は経営管理実施権者に義務履行を求める こ と ができ る 。 なお、 乙は、 経営管理実施権者に対し て当該森

　 林の経営管理の状況等について年１ 回の報告を徴収する 義務のみを負う 。

③　 甲が経営管理実施権配分計画によ り 設定さ れた経営管理受益権に基づき 経営管理実施権者から 支払を受けたと き は、 当該支払を受けた額の限度で、 当該経営管理受益権に係る 森林に関する 経営管理権集積計画によ り

　 設定さ れた経営管理受益権に基づき 乙から 支払を受けたも のと みなす。

（ 16） その他

　 こ の経営管理権集積計画に定めのない事項及びこ の経営管理権集積計画に疑義が生じ たと き は、 甲、 乙が協議し て定める 。
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　 ＜時期＞

　 　 ○　 経営管理実施権者から 甲に対する Ｄ の支払については、 伐採後、 木材の販売収入額が確定後速やかに行う も のと する 。

　 ＜相手方及び方法＞

　 　 ○　 次の支払先に支払う も のと する 。

　 　 　 　 （ 支払先） 　 甲の指定する 口座

（ 経営管理実施権が設定さ れない場合）
　 ＜時期・ 相手方及び方法＞

　 　 ○　 乙から 甲に対し て金銭の支払は行わない。

（ 経営管理実施権が設定さ れる 場合）

別添１ 　 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容（ Ｃ ）

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
○　 経営管理実施権者が利用間伐、 木材の販売、 森林の保護等の全部又は一部を実施する も のと し 、 その方法は経営管理実施権を設定する 前に乙及び経営管理実施権者で協議し て決める も のと する 。
○　 経営管理実施権者は利用間伐の実施に当たって、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 経営管理実施権者は火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
○　 乙は、 存続期間中に間伐等を１ 回実施する も のと する 。 なお、 実施にあたっては、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 乙は、 火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う 。

別添２ 　 木材の販売によ る 収益から 伐採等に要する 経費を控除し てなお利益がある 場合において甲に支払われる べき 金銭（ Ｄ ） の額の算定方法

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 利用間伐について甲に支払われる べき 金銭の額は、 木材の販売によ る 収益の額から 利用間伐に係る 経費及び木材の販売に係る 経費と し て乙が算定し た額を控除し た額と する 。

（ ２ ． 木材の販売収益の額の算定方法）
○　 利用間伐に係る 木材の販売収益については、 実際に木材を販売し て得ら れた収益の額と する 。

（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法）
○　 乙が算定する 利用間伐に係る 経費については、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た経費の見積額に記載し た木材生産単価に実際の木材生産量を掛けて算出し た額と 実際に運材に
要し た経費の合計と する 。
○　 乙が算定する 利用間伐が実施さ れた場合における 木材の販売に係る 経費については、 実際に木材の販売に要し た経費の額と する 。
〇　 乙が算定する 森林保険の保険料については、 森林保険を付保する 期間に必要な保険料の合計と し て、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た見積額と する 。

（ ４ ． 留意事項）
○　 経営管理実施権者が経営管理を行う ために要し た経費の実費が上記（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法） によ り 算定さ れた経費の額を上回る 場合については、 その差額は経営管理実施権者が負担する も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 経営管理権に基づき 乙が実施する 間伐の結果生じ た木材の販売によ る 収益は乙のも のと する 。

（ ２ ． 留意事項）
○　 乙が経営管理を行う ために要し た経費は乙が負担する も のと する 。

別添３ 　 甲にＤ を支払う べき 時期、 相手方及び方法
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　 １ 　 個別事項

（ 名称） 鹿児島市長　 下鶴　 隆央 （ 所在地） 鹿児島市山下町１ １ 番１ 号

（ 氏名又は名称） （ 住所又は所在地）

こ の計画に同意する 。

権利の設定を受ける 市町村（ 乙） 住　 　 　 所（ 同上） 印

権利を設定する 森林の森林所有者（ 甲） 住　 　 　 所（ 同上）

番号 所　 在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

春山町 3082-6 1 ｳ008 畑

0. 08 ス ギ 38
公告の日か

ら
2034. 3. 31

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理番
号

鹿R6集-松21
経営管理権の設定を 受ける 市町村（ 乙）

経営管理権を 設定する 森林の森林所有者（ 甲）

乙が経営管理権の設定を受ける 森林（ Ａ ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（ 終期）
（ Ｂ ）

経営管理
権に基づ
いて行わ
れる 経営
管理の内
容（ Ｃ ）

木材の販
売によ る
収益から
伐採等に
要する 経
費を控除
し てなお
利益があ
る 場合に
おいて甲
に支払わ
れる べき

金銭
（ Ｄ ） の
額の算定

方法

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

乙が甲に
Ｄ を支払
う べき 時
期、 相手
方及び方

法

経営管理権を設定する 森林の甲以外の権原者（ Ｅ ）

備考

2

1 春山町 3082-5 1 ｳ007 原野

3 春山町 3082-16 1 ｳ012ｱ 山林

0. 06 ス ギ 38 同上 同上

同上 同上

4

0. 38 ヒ ノ キ 35

5

7

6

9

8

10

鹿児島市長　 下鶴　 隆央

別添2

参照

別添1

参照

別添3

参照
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２ 　 共通事項

こ の経営管理権集積計画の定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権及び経営管理受益権は、 １ の個別事項に定める も ののほか、 次に定める と こ ろによ る 。

（ １ ） 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容

　 乙は、 １ の個別事項に記載さ れた森林（ 以下「 当該森林」 と いう 。 ） の経営管理のため、 １ の個別事項に定める と こ ろによ り 立木の伐採及び木材の販売、 造林並びに保育（ 以下「 伐採等」 と いう 。 ） を実施し 、 木材の

販売によ る 収益（ 以下「 販売収益」 と いう 。 ） を収受する と と も に、 販売収益から 伐採等に要する 経費（ 各経費に関し て補助金がある 場合は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合

は経費から 補助金を差し 引いた額。 以下、 同じ ） を控除し てなお利益がある 場合にその一部を甲に支払う 事業を実施する こ と

（ ２ ） 受託者の義務

　 ①　 経営管理実施権配分計画が定めら れない場合には、 乙は、 自己の財産に対する のと 同一の注意義務をも って経営管理を行う 義務を負う 。

　 ②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合には、 経営管理実施権配分計画によ り 経営管理実施権の設定を受ける 者（ 以下「 経営管理実施権者」 と いう 。 ） は甲に善管注意義務を負い、 甲は、 当該経営管理実施権配

　 　 分計画の定める 事項について、 経営管理実施権者に対し て義務の履行を求める こ と ができ る 。 ま た、 乙はこ の経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定さ れた報告徴収の権限の範囲内において、 経

　 　 営管理実施権者に対する 監督責任のみを負う 。

　 　

（ ３ ） 経営管理権の対象と する 森林

　 当該森林にある 立木竹は、 甲に帰属する 。

（ ４ ） 経営管理権及び経営管理受益権の設定

　 こ の経営管理権集積計画の公告によ り 、 乙に経営管理権が、 甲に経営管理受益権（ 金銭の支払を受ける 権利） が、 それぞれ設定さ れる 。

　 乙に設定さ れた経営管理権は、 こ の公告の後において当該森林の森林所有者と なった者（ 国その他の森林経営管理法施行規則に定めら れた者を除く 。 ） に対し ても 、 その効力がある も のと する 。

（ ５ ） 租税公課の負担

　 甲は、 経営管理権が設定さ れた森林に対する 固定資産税その他の租税を負担する 。

（ ６ ） 経営管理権の設定等の条件

①　 乙は、 甲が次のいずれかに該当する 場合には、 こ の経営管理権集積計画のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

　 ア　 甲が偽り その他不正な手段によ り 乙に経営管理権集積計画を定めさ せたこ と が判明し た場合

　 イ 　 甲が当該森林に係る 権原を有し なく なった場合

②　 乙は、 災害その他の事由によ り 当該森林において（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が著し く 困難と なったと き は、 気象災等によ り 被害が発生し て( ９ ） 、 ( 10) によ り 復旧を行う 場合を除き 、 こ の経営管理権集積計画

　 のう ち当該森林に係る 部分を取り 消すこ と ができ る 。

③　 甲は、 １ の個別事項に定める 経営管理権の存続期間の中途において解約し よ う と する 場合は、 乙の同意を得る も のと する 。

④　 甲及び乙は、 こ の経営管理権集積計画に定める と こ ろによ り 設定さ れる 経営管理権に関する 事項は変更し ないも のと する 。

（ ７ ） 森林への立入り 及び施設の利用等

①　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) 、 （ 15） に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林に随時立ち入り 、 若し く は乙以外の者を立ち入ら せ、 又は当該森林に設定さ れた路網その他の施設を使用し 、 若し く は乙以外の者

　 に使用さ せる こ と ができ る 。

②　 乙は、 （ １ ） 、 ( ９ ) に掲げる 事項の実施のため必要がある と き は、 当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し 、 又は乙以外の者に設置さ せる こ と ができ る 。 こ の場合において、 乙は、 当該設置さ れた施設の維持

　 管理を行う も のと する 。

（ ８ ） 甲への通知

　 当該森林について販売収益が生じ た場合、 経営管理実施権が設定さ れないと き には乙が（ 経営管理実施権が設定さ れる と き には経営管理実施権者が） 甲に対し て販売収益、 伐採等に要し た経費等に係る 明細書を通知す

る も のと する 。

（ ９ ） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れなかった場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 乙が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 乙の協議によ り 定める 。

②　 乙は、 乙の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と ができ る こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は乙がこ れを行う も のと する 。

③　 乙が②によ り 森林保険を付保し た場合であって、 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある と き には、 甲は当該保険金の請求及び受領を乙に委任する も のと し 、 乙が当該保険金を復旧

　 の用に供する ため、 甲は当該保険金全額を乙に帰属さ せる も のと する 。
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（ 10） 森林保険（ 経営管理実施権が設定さ れた場合）

①　 気象災等によ り 当該森林について被害が発生し た場合、 経営管理実施権者が復旧を行う こ と と し 、 復旧内容は甲と 経営管理実施権者の協議によ り 定める 。

②　 経営管理実施権者は、 経営管理実施権者の費用負担において甲を被保険者と し て当該森林に生育する 樹木について森林保険を付保する こ と と し 、 甲はこ れを承諾する 。 なお、 当該付保に関する 諸手続は経営管理実施

　 　 権者がこ れを行う も のと する 。

③　 天災地変等の事由によ り 保険事故が発生し 、 甲に支払われる 保険金がある 場合、 甲は当該保険金の請求及び受領を経営管理実施権者に委任する も のと し 、 経営管理実施権者が当該保険金を復旧の用に供する ため、 甲

　 　 は当該保険金全額を経営管理実施権者に帰属さ せる も のと する 。

（ 11） 災害等によ る 経営又は管理の不実施

　 次に掲げる 場合において、 （ １ ） に掲げる 事項を実施する 予定の森林について（ １ ） に掲げる 事項を実施する こ と が不可能又は不適当になったと き は、 乙は、 当該事項の一部又は全部を実施し ないこ と ができ る 。

①　 災害その他の原因によ り 当該森林の全部又は一部が損壊し たと き

②　 路網の損壊等によ り 当該森林への到達が困難と なったと き

③　 当該森林の土地が公用、 公共用又は公益事業の用に供さ れる と き

（ 12） 損害の賠償

①　 乙は、 乙の責めに帰すべき 事由によ って甲に不利益を生じ さ せたと き には、 その不利益に相当する 額を支払う も のと する 。

②　 乙の責めに帰すこ と のでき ない事由によ って甲に不利益が生じ たと き は、 乙は損害賠償責任を負わない。

（ 13） 経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における 清算の方法

経営管理権の存続期間の満了し た場合において、 甲と 乙と の間で金銭の支払は生じ ないと と も に、 立木の所有権は甲に帰属する も のと する 。

（ 14） 甲の通知及び届出

①　 甲は、 当該森林について、 第三者に権利を移転若し く は設定する 場合には、 あら かじ め乙にその旨を通知し なければなら ない。

②　 甲及び甲の相続人又は受遺者は、 当該森林について権利の喪失があった場合、 甲が住所又は名称を変更し た場合、 甲が死亡し た場合その他当該経営管理権集積計画を変更する 必要がある 場合は遅滞なく 乙に申し 出る

も のと する 。

（ 15） 経営管理実施権配分計画の作成

①　 乙は、 甲から 経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこ の経営管理権集積計画の内容に適合する 限り において、 甲の同意を要さ ずに、 経営管理実施権配分計画を作成し 、 乙が選定し た民間事業者に当

　 該森林の経営管理実施権を、 甲及び乙に経営管理受益権を設定する こ と ができ る 。

②　 経営管理実施権配分計画が定めら れる 場合、 経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する 義務を負い、 甲は経営管理実施権者に義務履行を求める こ と ができ る 。 なお、 乙は、 経営管理実施権者に対し て当該森

　 林の経営管理の状況等について年１ 回の報告を徴収する 義務のみを負う 。

③　 甲が経営管理実施権配分計画によ り 設定さ れた経営管理受益権に基づき 経営管理実施権者から 支払を受けたと き は、 当該支払を受けた額の限度で、 当該経営管理受益権に係る 森林に関する 経営管理権集積計画によ り

　 設定さ れた経営管理受益権に基づき 乙から 支払を受けたも のと みなす。

（ 16） その他

　 こ の経営管理権集積計画に定めのない事項及びこ の経営管理権集積計画に疑義が生じ たと き は、 甲、 乙が協議し て定める 。
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　 ＜時期＞

　 　 ○　 経営管理実施権者から 甲に対する Ｄ の支払については、 伐採後、 木材の販売収入額が確定後速やかに行う も のと する 。

　 ＜相手方及び方法＞

　 　 ○　 次の支払先に支払う も のと する 。

　 　 　 　 （ 支払先） 　 甲の指定する 口座

（ 経営管理実施権が設定さ れる 場合）

別添１ 　 経営管理権に基づいて行われる 経営管理の内容（ Ｃ ）

別添２ 　 木材の販売によ る 収益から 伐採等に要する 経費を控除し てなお利益がある 場合において甲に支払われる べき 金銭（ Ｄ ） の額の算定方法

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
○　 経営管理実施権者が利用間伐、 木材の販売、 森林の保護等の全部又は一部を実施する も のと し 、 その方法は経営管理実施権を設定する 前に乙及び経営管理実施権者で協議し て決める も のと する 。
○　 経営管理実施権者は利用間伐の実施に当たって、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 経営管理実施権者は火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
○　 乙は、 存続期間中に間伐等を１ 回実施する も のと する 。 なお、 実施にあたっては、 「 森林伐採・ 搬出・ 更新の手引き ( 平成24年２ 月) 鹿児島県環境林務部」 の記載内容に留意し て実施する も のと する 。
○　 乙は、 火災、 病虫害及び気象害の予防のため、 年１ 回の森林の巡視を行う も のと し 、 当該巡視は林道から の目視によ って判断でき る 限り で行う 。

　 ＜時期・ 相手方及び方法＞

　 　 ○　 乙から 甲に対し て金銭の支払は行わない。

別添３ 　 甲にＤ を支払う べき 時期、 相手方及び方法

（ 経営管理実施権が設定さ れない場合）

＜経営管理実施権が設定さ れる 場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 利用間伐について甲に支払われる べき 金銭の額は、 木材の販売によ る 収益の額から 利用間伐に係る 経費及び木材の販売に係る 経費と し て乙が算定し た額を控除し た額と する 。

（ ２ ． 木材の販売収益の額の算定方法）
○　 利用間伐に係る 木材の販売収益については、 実際に木材を販売し て得ら れた収益の額と する 。

（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法）
○　 乙が算定する 利用間伐に係る 経費については、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た経費の見積額に記載し た木材生産単価に実際の木材生産量を掛けて算出し た額と 実際に運材
に要し た経費の合計と する 。
○　 乙が算定する 利用間伐が実施さ れた場合における 木材の販売に係る 経費については、 実際に木材の販売に要し た経費の額と する 。
〇　 乙が算定する 森林保険の保険料については、 森林保険を付保する 期間に必要な保険料の合計と し て、 経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受ける に当たって乙に提示し た見積額と する 。

（ ４ ． 留意事項）
○　 経営管理実施権者が経営管理を行う ために要し た経費の実費が上記（ ３ ． 伐採等に要する 経費の算定方法） によ り 算定さ れた経費の額を上回る 場合については、 その差額は経営管理実施権者が負担する も のと する 。

＜経営管理実施権が設定さ れない場合＞
（ １ ． 甲に支払われる べき 金銭の額の算定方法）
○　 経営管理権に基づき 乙が実施する 間伐の結果生じ た木材の販売によ る 収益は乙のも のと する 。

（ ２ ． 留意事項）
○　 乙が経営管理を行う ために要し た経費は乙が負担する も のと する 。
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